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決 定 要 旨 

 

被  審  人（住 所）東京都港区港南一丁目８番１５号Ｗビル１３階 

（名 称）株式会社ＥｄｕＬａｂ 

            （法人番号 6010401117444） 

 

上記被審人に対する令和５年度（判）第１０号金融商品取引法違反審判事件につ

いて、金融商品取引法（以下「法」という。）第１８５条の６の規定により審判長

審判官日浅さやか、審判官城處琢也、同横井真由美から提出された決定案に基づき、

第１８５条の７第１項の規定により、下記のとおり決定する。 

記 

１ 主文 

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。 

⑴  納付すべき課徴金の額 金２億３７０５万５０００円 

⑵  課徴金の納付期限   令和７年６月２５日 

２ 事実及び理由 

別紙のとおり 

 

 

令和７年４月２４日 

金融庁長官 井藤 英樹 
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別 紙 

（課徴金に係る法第１７８条第１項各号に掲げる事実（以下「違反事実」とい

う。）） 

 被審人は、当時、東京都渋谷区道玄坂一丁目２１番１号渋谷ソラスタ１４階に本

店を置き、その発行する株式が東京証券取引所マザーズ又は同取引所市場第一部に

上場されていた会社である。 

 被審人又は被審人の連結子会社は、売上の過大計上及び事業損失引当金の不計上

等の不適正な会計処理を行った。 

 この結果、被審人は、関東財務局長に対し、 

 

第１ 

 下表１のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期

報告書を提出し、 

 

 表１ 

番

号 

継続開示書類 虚偽記載 

提出日 書類 会計期間 
財務計算に
関する書類 

主な内容（注） 主な事由 

１ 
平成30年

12月28日 

第４期（平成 29

年 10月１日～平

成 30 年 ９ 月 30

日）に係る有価

証券報告書 

平成29年10月

１日～平成30

年９月30日の

連結会計期間 

連結 

損益計算書 

親会社株主に帰属する

当期純利益が 

328,138千円であると

ころを549,366千円と

記載 
売上の過大

計上 

連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,863,655千円である

ところを 2,527,102千

円と記載 



 - 3 - 

（注）金額は千円未満切捨てである。 

 

第２  

 下表２のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書を提出し、

当該有価証券届出書に基づく募集により、平成３０年１２月２０日、９３万２００

０株の株式を２２億１８１６万円で取得させ、令和２年１０月１６日、６５万９７

００株の株式を５６億５５５４万７６００円で取得させた。 

 

 表２ 

２ 
令和２年 

８月７日 

第６期第３四半

期（令和２年４

月１日～同年６

月 30日）に係る

四半期報告書 

令和元年10月

１日～令和２

年６月30日の

第３四半期連

結累計期間 

四半期連結 

損益計算書 

営業利益が 

431,302千円であると

ころを705,319千円と

記載 

 

親会社株主に帰属する

四半期純利益が 

215,672千円であると

ころを387,024千円と

記載 

事業損失引

当金の不計

上 

３ 
令和２年

12月23日 

第６期（令和元

年 10月１日～令

和 ２ 年 ９ 月 30

日）に係る有価

証券報告書 

令和元年10月

１日～令和２

年９月30日の

連結会計期間 

連結 

損益計算書 

親会社株主に帰属する

当期純利益が 

719,730千円であると

ころを 1,118,249千円

と記載 

事業損失引

当金の不計

上 
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番

号 

発行開示書類 虚偽記載 

提出日 書類 会計期間 
財務計算に 

関する書類 
主な内容（注） 主な事由 

４ 
平成30年

11月16日 

有価証券届出書 

（株式の募集） 

平成27年10月

１日～平成28

年９月30日の

連結会計期間 

連結 

損益計算書 

親会社株主に帰属する

当期純利益が 

▲17,304千円であると

ころを72,694千円と記

載 

売上の過大

計上 

平成28年10月

１日～平成29

年９月30日の

連結会計期間 

連結 

損益計算書 

親会社株主に帰属する

当期純利益が 

12,727千円であるとこ

ろを335,947千円と記

載 
売上の過大

計上 

連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,049,873千円である

ところを 1,492,092千

円と記載 

平成29年10月

１日～平成30

年６月30日の

第３四半期連

結累計期間 

四半期連結 

損益計算書 

親会社株主に帰属する

四半期純利益が 

▲13,800千円であると

ころを197,438千円と

記載 

売上の過大

計上 

平成30年４月

１日～同年６

月30日の第３

四半期連結会

計期間 

四半期連結 

貸借対照表 

連結純資産額が 

1,523,211千円である

ところを 2,176,670千

円と記載 

売上の過大

計上 
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（注）金額は千円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。 

 

（違反事実認定の補足説明） 

 被審人は、上記各違反事実のうち、被審人又は被審人の連結子会社が、売上の過

大計上及び事業損失引当金の不計上等の不適正な会計処理を行ったことを否認し、

かつ、違反事実の表１（以下、単に「表１」という。）記載の各有価証券報告書及

び四半期報告書（以下「本件継続開示書類」という。）、並びに、違反事実の表２

（以下、単に「表２」という。）記載の各有価証券届出書（以下「本件発行開示書

類」という。）に「重要な事項につき虚偽の記載」があることを争っている。 

 そこで、上記各違反事実を認定した理由について、以下、補足して説明する。 

第１ 前提となる事実 

  以下の各事実は、被審人が概ね争わず、関係各証拠によって認められる。 

 １ 関係者等 

  ⑴ 被審人 

   ア 被審人は、平成２７年３月に株式会社教育測定研究所（以下「ＪＩＥＭ」

という。）の株式移転により持株会社として設立された株式会社であり、

平成３０年１２月に、その発行する株式を東京証券取引所マザーズに上場

した（なお、同株式は、令和２年１０月に同取引所市場第一部に上場市場

区分を変更し、その後、令和４年２月に同取引所マザーズに上場市場区分

が再度変更され、同年４月に市場区分再編に伴い同取引所グロース市場に

移行した。）。 

     被審人は、令和５年９月末時点で、連結子会社１２社、非連結子会社１

５ 
令和２年

９月30日 

有価証券届出書 

（株式の募集） 
 

「第三部 

参照情報」 

番号２に掲げる第６期

第３四半期に係る四半

期報告書を参照 

番号２参照 
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社を有しており、法人Ａ等の××××試験実施団体や、文部科学省、各地

方公共団体等の公的機関等を顧客として、××××その他の能力検査の試

験開発、実施及び分析、教育サービスの提供等の事業を行っている。なお、

被審人の決算日は、９月３０日である。 

   イ Ｂは、被審人の設立時から令和３年１２月２３日まで、被審人の役員の

地位にあった者であり、同年９月末時点において、被審人の発行済株式総

数の××％に相当する株式を保有する株主であった。 

  ⑵ ＪＩＥＭ 

   ア ＪＩＥＭは、被審人の連結子会社であり、「××××」をはじめとする

コンピュータ適応型、かつ項目応答理論を利用したテスト及びｅ－ラーニ

ング開発、次世代テストの研究・開発、コンサルティング並びにデータ解

析業務等の事業を行っている。 

   イ Ｃは、平成２９年９月頃、ＪＩＥＭの役員の地位にあった者である。 

   ウ Ｄは、平成２９年９月頃、ＪＩＥＭの役員の地位にあり、かつ、令和２

年１２月２４日から令和３年１２月２４日まで、ＪＩＥＭの役員の地位

にあった者であり、令和３年９月末時点において、被審人の役員でもあ

った。 

  ⑶ Ｅ社 

    Ｅ社は、主として教育・情報に関する書籍の出版等の事業を行っている。 

    Ｅ社は、令和３年９月末時点で、被審人の発行済株式総数の××％に相当

する株式を保有する株主であった。 

  ⑷ Ｆ社 

    Ｆ社は、全国学習塾及び小中学校・高校向け教材の出版等の事業を行って

おり、令和３年９月末時点で、被審人の発行済株式総数の××％に相当する

株式を保有する株主であった。 

  ⑸ Ｇ社 

    Ｇ社は、教育と学習に特化したデータ分析を通じ、教育関係者及び学習者



 - 7 - 

を支援する事業を行っている。 

    なお、令和３年９月末時点で、被審人及びＪＩＥＭの役員の地位にあった

Ｈが、Ｇ社の役員を務め、同じく被審人の役員及びＪＩＥＭの役員の地位に

あったＣらが、Ｇ社の役員を務めていた。 

 ２ 本件に至る経緯等 

  ⑴ 被審人又は連結子会社であるＪＩＥＭによる会計処理 

   ア ＪＩＥＭは、法人Ａと共同で実施運営したＩ事業に係る取引に関する会

計処理において、事業損失引当金を計上しなかった。 

   イ ＪＩＥＭは、Ｅ社、Ｆ社、Ｊ社及びＧ社の４社との間で実施した、Ｋ事

業に係る取引に関する会計処理において、売上を期間按分することなく一

括して計上した。 

   ウ ＪＩＥＭは、同社と法人Ａとの間のサポートシステム（以下「サポシス

テム」という。）に係る要件定義についての業務委託に係る取引に関する

会計処理において、売上を期間按分することなく一括して計上した。 

   エ 被審人は、Ｌ社との間のコンテンツ提供等に関する業務提携に係る取引

に関する会計処理において、売上を期間按分することなく一括して計上し

た。 

   オ ＪＩＥＭは、法人Ａと実施した××××機能向上のための追加開発業務

等に係る取引に関する会計処理において、売上を期間按分することなく一

括して計上した。 

   カ ＪＩＥＭは、同社、法人Ａ及びＥ社の３社（なお、Ｅ社の契約の地位は

後にＧ社に承継されている。）において実施したＭ事業に係る取引に関す

る会計処理において、受領した委託料の全額を売上として期間按分するこ

となく一括計上した。 

   キ ＪＩＥＭは、同社と法人Ａとの間のソフトウェア使用権売買に係る取引

に関する会計処理において、売上を期間按分することなく一括して計上し

た。 
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   ク ＪＩＥＭは、Ｎ社との広告取引に関する会計処理において、売上を配信

数量で按分することなく一括して計上した。 

  ⑵ 上場・公募増資に伴う発行開示書類及び継続開示書類の提出 

   ア 被審人は、平成３０年１１月１６日、有価証券届出書（以下「平成３０

年有価証券届出書」という。）を関東財務局長に提出した（表２番号４の

事実関係）。 

     平成３０年有価証券届出書には、平成２８年９月期、平成２９年９月期

及び平成３０年６月第３四半期に係る連結損益計算書が記載され、「募集

又は売出しに関する特別記載事項」として、被審人は「東京証券取引所マ

ザーズへの上場を予定しております」と記載されているほか、上記募集の

際、業務提携に関する基本契約を締結している先と「今後も関係性を維

持・発展させていく」ことを目的に、引受人（金融商品取引業者）に対し、

新規発行株式の発行数の一部を、被審人が指定する販売先（親引け先）に

売り付けることを要請する予定であり（親引け）、親引け先として、法人

Ａ、Ｆ社、Ｇ社及びその他１社を指定する旨、記載されている。 

   イ 被審人は、平成３０年１２月２０日、平成３０年有価証券届出書に基づ

く募集により、９３万２０００株の株式を２２億１８１６万円で取得させ、

同月、その発行する株式を東京証券取引所マザーズに上場した（表２番号

４の事実関係）。 

     被審人は、上記募集の際、親引けにより、法人Ａ、Ｆ社、Ｇ社及びその

他１社の合計４社に株式の割当てを行った。 

   ウ 被審人は、平成３０年１２月２８日、第４期（平成２９年１０月１日か

ら平成３０年９月３０日まで）に係る有価証券報告書（以下「第４期有価

証券報告書」という。）を関東財務局長に提出した（表１番号１の事実関

係）。 

  ⑶ 上場市場区分変更・公募増資に伴う発行開示書類及び継続開示書類の提出 

   ア 被審人は、令和２年８月７日、第６期第３四半期（令和２年４月１日か
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ら同年６月３０日まで）に係る四半期報告書（以下「第６期第３四半期報

告書」という。）を関東財務局長に提出した（表１番号２の事実関係）。 

   イ 被審人は、令和２年９月３０日、有価証券届出書（以下「令和２年有価

証券届出書」という。）を関東財務局長に提出した（表２番号５の事実関

係）。 

     令和２年有価証券届出書には、「募集又は売出しに関する特別記載事項」

として、被審人は、令和２年１０月１９日に、「東京証券取引所市場にお

ける市場変更を予定しております」と記載されているほか、「その他の者

に対する割当について」として、被審人は、Ｅ社、Ｆ社及びその他２社と

「資本・協働関係を構築・維持・強化することを目的に」、４社に対して

第三者割当を行う予定である旨、記載されている。 

   ウ 被審人は、令和２年１０月１６日、令和２年有価証券届出書に基づく募

集により、６５万９７００株の株式を５６億５５５４万７６００円で取得

させ、同月、東京証券取引所市場第一部に上場市場区分を変更した（表２

番号５の事実関係）。 

     被審人は、上記募集と並行して、Ｅ社、Ｆ社等に株式の割当てを行った

（並行第三者割当）。 

   エ 被審人は、令和２年１２月２３日、第６期（令和元年１０月１日から令

和２年９月３０日まで）に係る有価証券報告書（以下「第６期有価証券報

告書」という。）を、関東財務局長に提出した（表１番号３の事実関係）。 

  ⑷ 本件発行開示書類及び本件継続開示書類の訂正等 

   ア 被審人は、令和３年１２月第１四半期まで被審人の会計監査人を務めて

いた有限責任あずさ監査法人（以下「前任監査人」という。）から、特定

の顧客との間の一部取引について経済合理性の調査が必要であるとの指摘

を受けたことを契機に、同年８月２日付けで特別調査委員会を設置した。 

   イ 被審人は、令和３年１０月１５日、特別調査委員会から暫定的な調査結

果の概要をまとめた中間報告書を受領し、同日、関東財務局長に対し、過
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年度の開示書類に係る訂正報告書及び訂正届出書を提出するとともに、進

行期の令和３年６月第３四半期に係る四半期報告書を提出した。 

     被審人は、同日以降も、特別調査委員会による調査を継続し、並行して、

業務提携先等との間の一定規模以上の取引等の会計処理について自主点検

を実施した。 

   ウ 被審人は、令和４年２月２４日付けで、自主点検外部専門家チーム作成

の自主点検結果に係る統括報告書を、同月２５日付けで、特別調査委員会

作成の最終報告書を、それぞれ受領した。 

     被審人は、同年２月２８日、関東財務局長に対し、令和３年１０月１５

日に提出した四半期報告書、訂正報告書等を訂正する内容の訂正報告書等

を提出するとともに、進行期の令和３年９月期に係る有価証券報告書を提

出した（これらの訂正報告書等の連結財務諸表及び財務諸表又は四半期連

結財務諸表については、前任監査人により、無限定適正意見又は無限定の

結論が表明されている。）。 

   エ 被審人は、令和４年３月８日、証券取引等監視委員会に対し、本件発行

開示書類及び本件継続開示書類を含む開示書類についての課徴金の減額に

係る報告書を提出した。 

   オ 被審人の株式は、令和４年４月１日付けで、東京証券取引所により特設

注意市場銘柄として指定された。 

第２ 争点 

  争点は、第一に、被審人又はその連結子会社であるＪＩＥＭが、上記第１の２

⑴アからクまでの各取引（以下「本件各取引」という。）に係る会計処理におい

て、売上を期間又は提供された役務の数量で按分することなく一括して計上し

（上記第１の２⑴イからクまで）、又は事業損失引当金を計上しなかった（上記

第１の２⑴ア）ことが、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に反する不

適正な会計処理として、「虚偽の記載」に当たるか否か、具体的には、売上の一

括計上については、収益認識要件を満たすか否か（争点①）、事業損失引当金の
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不計上については、損失の発生の可能性が高く、その金額を合理的に見積もるこ

とができたといえるか否か（争点②）、第二に、本件発行開示書類及び本件継続

開示書類に「重要な事項」につき虚偽の記載があるといえるか否か（争点③）で

ある。 

第３ 争点に対する判断 

 １ 争点①（収益認識要件を満たすか否か） 

  ⑴ 収益認識要件について 

   ア 法の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に

関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところ

に従って内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成し

なければならず（法第１９３条）、連結財務諸表及び四半期連結財務諸表

の用語、様式及び作成方法は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に従うものとされている（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関

する規則（以下「連結財務諸表規則」という。）第１条第１項柱書、同項

第１号、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（以

下「四半期連結財務諸表規則」という。）第１条第１項）。そして、企業

会計審議会により公表された企業会計の基準は、一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に該当するものとされ（連結財務諸表規則第１条第２

項、四半期連結財務諸表規則第１条第２項）、企業会計原則はこれに該当

する。 

     したがって、企業会計原則に反する会計処理は、一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に反するものといえ、企業会計原則に反する会計処

理に基づき連結財務諸表又は四半期連結財務諸表が作成された場合には、

当該連結財務諸表又は四半期連結財務諸表に「虚偽の記載」（法第１７２

条の２第１項、第１７２条の４第１項及び令和５年法律第７９号による改

正前の金融商品取引法第１７２条の４第２項）があるといえる。 

   イ 本件では、被審人又はその連結子会社であるＪＩＥＭが、本件各取引
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（ただし、上記第１の２⑴アの取引を除く。）に係る売上を期間又は提供

された役務の数量に応じて按分することなく一括して計上した会計処理に

関して、収益の認識時期が問題となっているところ、企業会計原則は、収

益の認識時期について、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販

売又は役務の給付によって実現したものに限る。」と規定しており（企業

会計原則第二損益計算書原則三・Ｂ）、一般に、収益の認識には、「財貨

の移転又は役務の提供の完了」とそれに対する「対価の成立」が必要であ

ると解されている（会計制度委員会研究報告第１３号「我が国の収益認識

に関する研究報告（中間報告）－ＩＡＳ第１８号「収益」に照らした考察

－」（以下「中間報告」という。）、実務対応報告第１７号「ソフトウェ

ア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」（以下「ソフトウェア

取引実務対応報告」という。））。また、ソフトウェア取引やその複合取

引（ある１つの取引が経済的に分割される複数の取引から構成されている

取引）における「役務の提供の完了」とは、役務ないし一定の機能を有す

る成果物（以下「役務等」という。）の提供が完了していること、すなわ

ち、提供された役務等が顧客にとってそれ自体で利用する価値を有するも

のであり、かつ、当該役務等の提供が完了していることをいう（ソフトウ

ェア取引実務対応報告５頁、中間報告７頁、９頁、２５頁、１４２頁）。 

     そして、提供された役務等が顧客にとってそれ自体で利用する価値を有

するか否かは、実現主義の趣旨に照らし、当該役務等の内容、当該役務等

の提供に係る契約の目的や当該役務等の提供を受ける顧客が想定する事業

内容ないし便益等を総合的に考慮し、契約内容に即した実質的な役務等の

提供があったか否かという観点から検討するのが相当である。 

     また、企業会計原則は、収益の計上方法について、「前受収益は、一定

の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役

務に対し支払を受けた対価をいう。従って、このような役務に対する対価

は、時間の経過とともに次期以降の収益となるものであるから、これを当
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期の損益計算から除去するとともに賃借対照表の負債の部に計上しなけれ

ばならない」（企業会計原則注解【注５】⑵）、「未収収益は、一定の契

約に従い、継続して役務の提供を行う場合、既に提供した役務に対してい

まだその対価の支払を受けていないものをいう。従って、このような役務

に対する対価は時間の経過に伴い既に当期の収益として発生しているもの

であるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の資産

の部に計上しなければならない」（同【注５】⑷）と定めている。そうす

ると、「継続して役務の提供を行う」契約については、その契約に基づく

履行が継続的に行われ、その時間の経過とともに「役務の提供の完了」の

要件が満たされることになるから、一定の契約に基づき継続して役務の提

供を行う場合の収益は、時間の経過を基礎として認識すべきである。 

   ウ なお、指定職員は、本件各取引にソフトウェア取引実務対応報告は適用

されないかのように主張しているので、念のため検討すると、一般に、企

業会計基準委員会が公表する実務対応報告は、企業会計基準そのものでは

ないものの、企業会計基準がない分野についての当面の取扱い、緊急性の

ある分野についての実務上の取扱いなどを公表するものであり、企業会計

基準の補足・補完規定として位置付けられている。 

     そして、ソフトウェア取引実務対応報告は、その対象とするソフトウェ

ア取引の範囲について、「研究開発費等に係る会計基準」に定めるソフト

ウェアの取引のうち、販売を目的として開発される、①市場販売目的のソ

フトウェア取引、及び、②受注制作のソフトウェア取引を主として対象と

する旨、規定し、②受注制作のソフトウェア取引に関しては、「契約の形

式にかかわらず、例えば、一定のプログラムを作成することとしている等、

ソフトウェアとしての一定の機能を有する成果物が給付の対象となるよう

な取引については、本実務対応報告の対象となるソフトウェア取引の範囲

に含まれるものとする」旨、規定していることからすると、本件各取引

（ソフトウェア取引及びその複合取引のいずれも含む。）についても、ソ
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フトウェア取引実務対応報告の適用対象になると解される。 

     したがって、本件各取引はソフトウェア取引実務対応報告の適用対象外

である旨の指定職員の主張は、採用することができない。 

   エ 他方、被審人は、「役務の提供の完了」の要件の解釈について、中間報

告を参照すべきではないなどと主張する。 

     そこで検討すると、中間報告は、一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準そのもの又はこれに準ずる規範とはいえないものの、日本公認会計

士協会が、実現主義の下での収益認識要件と一般に解される「財貨の移転

又は役務の提供の完了」とそれに対する「対価の成立」の２つの要件をよ

り厳格に解釈した場合の考え方を示したものである。そして、日本公認会

計士協会は、企業会計審議会が会計基準を公表する都度、企業会計審議会

の委任を受けて、その会計基準を実際に適用するに当たっての実務指針を

公表しており、その実務指針は、企業会計審議会の公表した会計基準と一

体となって、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を構成すると解

されていることからすると、同協会が公表した中間報告についても、収益

認識要件の解釈に当たって十分参考になるものといえる。 

   オ また、被審人は、ソフトウェア取引実務対応報告によれば、一定の機能

を有する成果物が提供されていること、顧客との間で納品日、入金条件等

についての事前の取決めがあること、成果物の見返りとして対価が成立し

ていることが確認できれば、その成果物について売上を計上することが認

められるのであり、「顧客が使用し得る一定のプログラムや設計書等の関

連文書も顧客にとってはそれ自体で使用する価値のあるものと考えられる」

（ソフトウェア取引実務対応報告５頁）から、これらを提供すれば、「一

定の機能を有する成果物」の提供が完了したものとして、「役務の提供の

完了」の要件を満たすのであり、要件の解釈に中間報告の記載をそのまま

取り込むのは不適切であるなどと主張している。 

     そこで検討すると、ソフトウェア取引実務対応報告は、「２ ソフトウ
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ェア取引の収益認識」において、「⑴ ソフトウェア取引における収益認

識の考え方」を整理した上、「② 受注制作のソフトウェア取引」に関し、

「受注制作のソフトウェア取引については、基本的にオーダーメイドによ

るものであり、その仕様（スペック）は確定していないため、通常、顧客

（ユーザー）の側で契約内容に応じて、成果物がその一定の機能を有する

ことについての確認が行われることにより成果物の提供が完了すると考え

られる。したがって、契約上の取引相手との間で取り決めた成果物の内容

（例えば、顧客との間の取引において、単に制作するだけでなく、契約に

おいて定められた機能を有する状態にすること）に応じて、一般的には検

収等何らかの形でその成果物の提供の完了を確認することにより、収益を

認識することになる」（ソフトウェア取引実務対応報告３頁から４頁ま

で）、「分割検収は、最終的なプログラムの完成前であることから、各フ

ェーズ完了後において、売上金額の事後的な修正が行われることがあるた

め、収益認識にあたっては、各フェーズ完了時の対価の成立、販売代金の

回収可能性、返金の可能性等、資金回収のリスクを考慮する必要がある。」

（同５頁）と記載していることからすると、ソフトウェア取引実務対応報

告においても、「役務の提供の完了」、すなわち、役務ないし一定の機能

を有する成果物（役務等）の提供が完了している否かを検討するに当たっ

ては、実現主義の趣旨に照らし、当該成果物の内容、当該成果物の提供に

係る契約の目的や当該成果物の提供を受ける顧客が想定する事業内容ない

し便益等を総合的に考慮し、契約内容に即した実質的な役務等の提供があ

ったか否かという観点から検討しているものと解するのが相当である。 

     そうすると、被審人が指摘するソフトウェア取引実務対応報告の記述

（「顧客が使用し得る一定のプログラムや設計書等の関連文書も顧客にと

ってはそれ自体で使用する価値のあるものと考えられる」）についても、

単に一定の機能を有する成果物を提供すれば足りると解釈するのは相当で

はなく、実現主義の趣旨に照らし、契約内容に即した実質的な役務等の提
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供があったか否かという観点からみて、当該プログラムや設計書等の関連

文書が顧客にとってそれ自体で使用する価値がある場合にのみ、役務等の

提供の完了があったと認められるという趣旨であると解釈するのが相当で

ある。 

     さらに検討すると、ソフトウェア取引実務対応報告は、平成１８年３月

３０日付けで、企業会計基準委員会が公表したものであり、中間報告は、

その後の平成２１年７月９日に、上記のとおり、日本公認会計士協会が公

表し、同年１２月８日に改正されたものであるが、中間報告は、ソフトウ

ェア取引実務対応報告について、「国際的な会計基準における取扱いを十

分に考慮した上で定められたものであり、類似の経済的実態を有する取引

の会計処理に当たっては、これらの会計基準等の考え方を参考にすること

は望ましい」と述べ、「その会計基準等の考え方も参考にして、収益認識

に関する論点の検討を行っている」（中間報告７頁から８頁まで）。また、

中間報告は、「役務の提供に関する収益認識の基本的な考え方」について、

「実現主義の考え方に照らして、契約内容等を総合的に勘案した上で、契

約上の履行義務である「役務の提供の完了」の要件を満たし、かつ、それ

に対する「対価が成立」した時点で収益を認識することになる。」（同３

６頁）、「実現主義の考え方を役務の提供に関して適用する場合には、役

務の提供は物品の販売と異なり、無形の経済的資源を提供するものである

ことから、特に、契約に従って提供される役務の実質的な内容、換言すれ

ば、受領する対価に対応する実質的な役務の内容を検討することが重要で

あると考えられる。」（同頁）と述べ、「顧客仕様のソフトウェアの開発

料 ②分割検収と一括検収」に係る検討の中でも、ソフトウェア取引実務

対応報告を引用した上で、ソフトウェア取引の「各フェーズにおいて提供

する成果物が顧客にとって一定の機能を有する価値のあるものであり、か

つ、それに対する対価が管理上適切に区分された価格の場合にはフェーズ

ごとの収益の認識も認められると考えられる。」（同１４１頁から１４２
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頁まで）、「成果物の提供の完了については、各フェーズの成果物が顧客

にとってそれ自体で利用する価値を有するものであるかどうかの判断を行

うことになるが、それは製作者の立場ではなく、顧客の立場から検討する

ことが必要になると考えられる。」（同１４２頁）と述べていることから

すると、中間報告は、ソフトウェア取引実務対応報告に記載された会計基

準に関する考え方を踏襲した上で、これを敷衍したものであるといえる。 

     以上によれば、ソフトウェア取引実務対応報告及び中間報告は、いずれ

も、「役務の提供の完了」の要件について同様の解釈を前提とするものと

みるのが相当であり、上記のとおり、提供された役務等が顧客にとってそ

れ自体で利用する価値を有するか否かは、実現主義の趣旨に照らし、当該

役務等の内容、当該役務等の提供に係る契約の目的や当該役務等の提供を

受ける顧客が想定する事業内容ないし便益等を総合的に考慮し、契約内容

に即した実質的な役務等の提供があったか否かという観点から検討するの

が相当である。 

   カ そこで、以下、上記の観点から、被審人又はその連結子会社であるＪＩ

ＥＭが、本件各取引（ただし、上記第１の２⑴アの取引を除く。）に係る

売上を期間又は提供された役務の数量で按分することなく一括して計上し

た会計処理に関して、収益認識要件（「役務の提供の完了」及びそれに対

する「対価の成立」）を満たすか否か、検討する。 

  ⑵ Ｋ事業に係る取引①（Ｅ社との取引）について 

   ア 前記前提事実及び関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。 

    (ｱ) ＪＩＥＭは、××××サイトを運営していたが、同サイトを利用し

て、××××を構築し、顧客に提供する事業（以下「Ｋ事業」という。）

を行うこととし、平成２９年６月、Ｅ社に対して、同事業への参画の提

案を行った。 

    (ｲ) Ｂは、平成２９年９月頃までに、当時、ＪＩＥＭにおいて、Ｅ社と

のＫ事業の担当者であったＤに対し、以下のとおり、Ｅ社との取引にお
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いて、平成３０年９月期から令和２年９月期までの３年間で合計××億

円の売上を、また、そのうち平成３０年９月期に××億円の売上を、そ

れぞれ計上できるようにするよう指示したほか、平成２９年９月末まで

に、Ｅ社との間で契約を締結するよう指示した。 

     ａ Ｂは、平成２９年９月４日、Ｄに対し、メールで、Ｅ社とのＫ事業

の売上の計上方法（業務提携契約期間を３年６か月として、平成３０

年９月期に××億円、３年６か月間の合計で××億円の売上を計上す

る方法）について、①平成２９年１０月から平成３０年３月までに

「導入コンサル」として××万円、②平成３０年４月に「初期設定料」

として××億円、③平成３０年４月から９月までに「××××使用料、

システム」として××億円、④平成３０年４月から９月までに「××

××ブランド使用料」として××万円、また③④については、平成３

０年１０月から総額で年間××億円になるように、３年契約、傾斜方

式で調整するように指示した。 

     ｂ Ｄは、同日、Ｂの上記指示に対し、メールで、上記③④に係る売上

の計上方法について、「事業開始準備金ではなく、できれば来年上期

中（事業立上げ期間中）に全額売上計上させられる位置づけの名目を

作りたいのですが・・・」などと懸念を示し、再検討する旨、回答し

た。 

     ｃ Ｂは、同日、Ｄの上記回答に対し、メールで、「何を言っているか

わかりませんが？ できますよ、半年毎に××××使用料とブランド

使用料の額が一定のルールで変動していけば良いだけと思いますが、

何も問題ないでしょう。」と述べ、再度、上記③④に係る売上の計上

方法について、計上例を示すとともに、「知恵を使ってください。と

にかく来年の××億はｍｕｓｔ」と述べ、来期である平成３０年９月

期の××億円の売上計上は必達である旨、指示した。 

     ｄ Ｄは、同日、Ｂ及び当時ＪＩＥＭの役員の地位にあったＣに対し、
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Ｂの指示を受けて修正したＥ社とのＫ事業の売上の計上方法の最終確

認を依頼したところ、Ｂは、平成２９年９月５日、Ｃに対し、×××

×として、当時ＪＩＥＭの役員の地位にあったＨに報告するよう指示

した。 

     ｅ Ｄは、その後、上記指示を受けて、Ｈに報告をし、Ｂに対し、Ｈの

所感について「ＨさんのほうからＥｄｕｌａｂが上場していく上（数

字・監査的）でじゃないの？と、補足を入れるということでした」な

どと報告したところ、これに対し、Ｂは、××××として、平成２９

年９月末に間に合うよう、早期にＥ社との間で契約を締結するように

指示した。 

    (ｳ) Ｄは、Ｂの上記指示を受けて、Ｅ社と交渉し、ＪＩＥＭとＥ社（以

下、１⑵の項において、ＪＩＥＭ及びＥ社を併せて「両社」という。）

は、平成２９年１０月３０日付けの業務提携契約（以下「Ｅ社業務提携

契約」という。）を締結した。 

      Ｅ社業務提携契約では、両社の提携は、ＪＩＥＭが「保有する×××

×に関する」ＪＩＥＭの知見と、「××××作成に関する」Ｅ社の知見

とを、両社が「相互に利用することで、××××サービスを普及させる

ことを目的」とすること、契約の有効期間を平成２９年１０月１日から

令和５年３月末日までとし、顧客へのサービス提供期間を平成３０年４

月１日又は両社が協議により合意した日からとすること、また、事業の

内容として、ＪＩＥＭが、Ｅ社から提供されるコンテンツを利用した×

×××サービスを、「××××」（以下、１⑵の項において「本サービ

ス」という。）の名称で顧客に提供すること、両社の役割として、ＪＩ

ＥＭにおいては、システムの開発、保守、運用、営業、利用者に対する

本サービスの提供及びその運営を行うこと、Ｅ社においては、ＪＩＥＭ

に対してＥ社が権利を有するコンテンツに係る著作物等を提供すること

などが規定されている。 
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      また、Ｅ社業務提携契約の有効期間において、概ねＢの上記指示を踏

まえ、Ｅ社が前加重の金額となる支払を行う内容、すなわち、Ｅ社が、

ＪＩＥＭに対し、下記のとおり、Ｅ社業務提携契約に基づくコンテンツ

掲載支援費用、事業構築支援費用及び事業立上・新規サービス企画立案

支援費用（以下、これら３つの費用をまとめて「本件支援費用」とい

う。）、並びにＥ社業務提携契約に基づく××××ブランド使用権費用

（以下「本件ブランド使用権費用」という。）及び××××使用権費用

（以下、これら２つの費用を併せて「本件ブランド等使用権費用」とい

う。）を支払うことが規定され、また、ＪＩＥＭは、Ｅ社に対し、Ｋ事

業から生じる利益の一部を支払うことが規定されている。 

     ａ 本件支援費用 

      ① コンテンツ掲載支援費用 

        ＪＩＥＭが、平成２９年１１月１日から平成３０年３月３１日ま

での期間に、Ｅ社の著作物を掲載する上での編集等の最適化作業及

びシステムへの搭載作業を実施し、その業務の対価として、Ｅ社が

ＪＩＥＭに支払う費用であり、その金額は、××万円とされた。 

      ② 事業構築支援費用 

        ＪＩＥＭが、平成２９年１０月１日から平成３０年３月３１日ま

での期間に、Ｅ社のコンテンツを用いたサービス企画立案及び事業

化支援等を実施し、その業務の対価として、Ｅ社がＪＩＥＭに支払

う費用であり、その金額は××万円とされた。 

      ③ 事業立上・新規サービス企画立案支援費用 

        ＪＩＥＭが、顧客へのサービス提供開始日である平成３０年４月

１日から同年９月３０日までの期間に、サービスイン後の立上・推

進管理及び新規事業領域における新サービス企画・事業化計画策定

の支援を実施し、その業務の対価として、Ｅ社がＪＩＥＭに支払う

費用であり、その金額は××万円とされた。 
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     ｂ 本件ブランド等使用権費用 

      ① 本件ブランド使用権費用 

        Ｅ社の著作物を活用した本サービスにおける商標の使用権利料等

として、顧客へのサービス提供開始日である平成３０年４月１日か

らＥ社業務提携契約の有効期間の期限である令和５年３月３１日ま

での５年間において、Ｅ社がＪＩＥＭに支払う費用であり、その金

額は合計××万円とされたが、支払は前半の３年間で行うこととな

っており、後半の２年間の支払額はゼロとされた。 

      ② ××××使用権費用 

        本サービスを顧客に提供する上で使用する××××（会員管理、

各種プログラム、データベース、インフラストラクチャー全般）の

使用権利料として、上記①と同様に平成３０年４月１日から令和５

年３月３１日までの５年間において、Ｅ社がＪＩＥＭに支払う費用

で、その金額は合計××万円とされたが、支払は前半の３年間で行

うことに加えて、当該３年間においても前加重で行うこととなって

おり、後半の２年間の支払額はゼロとされた。 

    (ｴ) ＪＩＥＭは、平成３０年３月３１日に、本件支援費用のうち①××

××掲載支援費用及び②事業支援費用に係る作業完了報告書を、同年９

月３０日に、本件支援費用のうち③事業立上・新規サービス企画立案支

援費用に係る作業完了報告書を、それぞれＥ社に提出し、Ｅ社からそれ

ぞれの役務に係る対価として、合計××万円の支払を受け、平成３０年

９月期において、これらを一括して売上計上した。 

    (ｵ) 被審人は、平成３０年１１月１６日、平成３０年有価証券届出書を

関東財務局長に提出し、これに基づく募集により、同年１２月２０日、

９３万２０００株の株式を２２億１８１６万円で取得させた。なお、平

成３０年有価証券届出書には、平成３０年６月第３四半期（平成３０年

４月１日から同年６月３０日）に係る四半期連結損益計算書が記載され
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ている。 

      被審人は、同月、その発行する株式を東京証券取引所マザーズに上場

した。 

     （以上につき、前記前提事実２⑵アイ） 

    (ｶ) 被審人は、平成３０年１２月２８日、平成２９年１０月１日から平

成３０年９月３０日までに係る第４期有価証券報告書を関東財務局長に

提出した（前記前提事実２⑵ウ）。 

    (ｷ) ＪＩＥＭは、本件ブランド等使用権費用について、Ｅ社から合計×

×万円の対価の支払を受け、平成３０年４月から令和３年３月まで、毎

月、前加重で受領する金額をもって売上計上した。 

    (ｸ) 被審人は、令和２年８月７日、同年４月１日から同年６月３０日ま

でに係る第６期第３四半期報告書を、同年９月３０日、令和２年有価証

券届出書を、それぞれ関東財務局長に提出した（前記前提事実２⑶ア

イ）。 

    (ｹ) 被審人は、令和２年１０月１６日、令和２年有価証券届出書に基づ

く募集により、６５万９７００株の株式を５６億５５５４万７６００円

で取得させ、上記募集と並行して、Ｅ社に株式の割当てを行い、同月、

東京証券取引所市場第一部に上場市場区分を変更した（前記前提事実２

⑶ウ）。 

    (ｺ) 被審人は、令和２年１２月２３日、令和元年１０月１日から令和２

年９月３０日までに係る第６期有価証券報告書を、関東財務局長に提出

した（前記前提事実２⑶エ）。 

   イ まず、本件支援費用に係る役務について、役務等の提供が完了している

といえるか否か検討すると、そもそも、Ｋ事業は、ＪＩＥＭが運営するサ

イトの××××を利用して、××××を構築し、顧客に提供する事業とし

て立ち上げられたものであり、Ｅ社業務提携契約は、ＪＩＥＭがＥ社に対

しＫ事業への参画を提案し、これにＥ社が賛同したことを契機として、Ｊ
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ＩＥＭが「保有する××××ビジネスに関する」ＪＩＥＭの知見と、「×

×××コンテンツ作成に関する」Ｅ社の知見とを、両社が「相互に利用す

ることで、××××サービスを普及させることを目的」として、締結され

ている（上記ア(ｱ)(ｳ)）。 

     また、Ｅ社業務提携契約において規定された、Ｋ事業の内容は、ＪＩＥ

Ｍが、Ｅ社から提供されるコンテンツを利用したサービスを、「××××」

（本サービス）の名称で顧客に提供することであり、同契約におけるＪＩ

ＥＭの役割は、システムの開発、保守、運用、営業、利用者に対する本サ

ービスの提供及びその運営を行うことと規定されている（上記ア(ｳ)）。 

     このようなＫ事業そのものの内容、Ｋ事業の立上げからＥ社業務提携契

約の締結に至る経緯、Ｅ社業務提携契約で定められた両社の提携の目的、

Ｋ事業の内容及び両社の役割に鑑みれば、本件支援費用に係る役務の提供

を受けるＥ社が想定する事業内容ないし便益とは、Ｅ社による××××の

使用期間として想定されていた、顧客へのサービス提供開始日である平成

３０年４月１日から同契約の有効期間の期限である令和５年３月３１日ま

での５年の期間にわたり（なお、③事業立上・新規サービス企画立案支援

費用に係る役務については、顧客へのサービス提供開始後の新たな役務で

あるため、同役務に係るＥ社による××××の想定使用期間は、同役務の

実施期間の期限である平成３０年９月３０日の翌日に当たる同年１０月１

日から、上記のとおり同契約の有効期間の期限である令和５年３月３１日

までとすることが相当である。）、ＪＩＥＭが保有し、管理・運用する×

×××を通じて、Ｅ社のコンテンツが顧客に提供され、Ｋ事業から生じる

利益の一部を受領することであったといえる。 

     他方、上記で認定したＪＩＥＭが実施する本件支援費用（①コンテンツ

掲載支援費用、②事業構築支援費用、③事業立上・新規サービス企画立案

支援費用）に係る各役務の内容をみると（上記ア(ｳ)ａ）、本件支援費用

に係る役務は、いずれも上記使用期間にわたり、Ｅ社のコンテンツを適切
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に掲載するなどして、××××サービスを顧客に提供できるようにするた

めに、その前段階として実施する役務の一部にすぎないものである。 

     そうすると、本件支援費用に係る役務は、ＪＩＥＭが保有し、管理・運

用する××××を通じて、Ｅ社のコンテンツが顧客に提供され、Ｅ社がＫ

事業から生じる利益の一部を受領することを前提として実施された役務の

一部にすぎず、当該役務の内容、当該役務の提供に係る契約の目的や当該

役務の提供を受ける顧客であるＥ社が想定する事業内容ないし便益等に照

らし、その役務の提供をもって、契約内容に即した実質的な役務等の提供

があったとはいえない。したがって、本件支援費用に係る役務が顧客であ

るＥ社にとってそれ自体で利用する価値があるものとは認められず、同社

が上記役務に係る対価を支払った時点で、「役務の提供の完了」の要件を

満たすとはいえない。 

     また、収益の計上方法についてみると、本件支援費用に係る各役務は、

上記使用期間にわたり、継続的に、Ｅ社にＫ事業における便益を享受させ

る点において価値があるのであるから、その時間の経過とともに「役務の

提供の完了」の要件が満たされることになる。したがって、その収益は、

上記使用期間にわたり時間の経過を基礎として認識していくべきであり、

上記使用期間で按分して計上するのが相当である。 

   ウ 次に、本件ブランド等使用権費用に係る役務について検討すると、上記

役務の内容は、①本件ブランド使用権費用に係る役務（Ｅ社の著作物を活

用した本サービスにおける商標の使用許諾）、及び、②××××使用権費

用に係る役務（本サービスを顧客に提供する上で使用する××××の使用

許諾）であったと認められる（上記ア(ｳ)ｂ）。 

このうち、本件ブランド使用権費用についてみると、上記イで認定した

とおり、Ｅ社業務提携契約において、Ｅ社が想定する事業内容ないし便益

は、ＪＩＥＭが管理・運用する××××を通じて、顧客に対し、「×××

×」の名称で、Ｅ社のコンテンツを利用した××××サービスを提供し、
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Ｋ事業から生じる利益の一部を受領することであったと認められる。すな

わち、Ｅ社業務提携契約においては、ＪＩＥＭがＥ社に対し、××××使

用権と一体としてＭというブランドを使用させることが当然期待されてい

たといえる。 

そうすると、本件ブランド使用権費用に係る役務（商標の使用許諾）自

体は、当該役務の内容、当該役務の提供に係る契約の目的や当該役務の提

供を受ける顧客であるＥ社が想定する事業内容ないし便益等に照らし、契

約内容に即した実質的な役務等の提供とはいえない。したがって、本件ブ

ランド使用権費用に係る役務が、Ｅ社にとって、××××使用権と切り離

してそれ自体で利用する価値があるものとは認められず、Ｅ社が上記役務

に係る対価を支払った時点で、その全額について「役務の提供の完了」の

要件を満たすとはいえない。 

また、本件ブランド等使用権費用に係る役務の収益の計上方法について

みると、上記各役務の内容及び性質に鑑みれば、ＪＩＥＭは、Ｅ社に対し、

上記使用期間である５年間にわたり、××××及びＭというブランドを継

続的に使用させることが当然期待されていたといえる。加えて、ＪＩＥＭ

は、その継続的な役務の提供の対価として、本件ブランド等使用権費用を

受領することとされていたこと、本件ブランド等使用権費用に係る役務の

内容は、その性質に照らし、上記使用期間である５年間を通じて変化はな

かったとみられることからすると、その収益は、上記使用期間にわたり時

間の経過を基礎として均等に認識していくべきであり、上記使用期間で均

等に按分して計上するのが相当である。（なお、下記キのとおり、被審人

が、前加重で売上計上したことに合理的な根拠があるとは認められない。） 

   エ 以上によれば、被審人の連結子会社であるＪＩＥＭが、Ｋ事業に係る取

引①（Ｅ社との取引）に係る売上を期間按分することなく一括して計上し

た会計処理に関して、収益認識要件（「役務の提供の完了」及びそれに対

する「対価の成立」）を満たすとはいえず、被審人が行った収益の計上方
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法は、不適正である。 

   オ これに対し、被審人は、まず、本件支援費用について、①コンテンツ掲

載支援費用、②事業支援費用、③事業立上・新規サービス企画立案支援費

用いずれについても、Ｅ社に対して、業務の負担を軽減し、追加で行うべ

き作業の要否等を検討することが可能になるなど、諸々の便益を享受させ

るものであるから、各種役務それ自体に価値がある旨、主張している。 

     しかし、上記で認定した、当該役務の内容、当該役務の提供に係る契約

の目的や当該役務の提供を受ける顧客であるＥ社が想定する事業内容ない

し便益等を総合的に考慮すれば、本件支援費用に係る役務によってＥ社が

享受する便益として被審人が主張するものはいずれも付随的な便益にとど

まり、その役務の提供をもって、契約内容に即した実質的な役務等の提供

があったとはいえない。 

     したがって、本件支援費用に係る役務が顧客であるＥ社にとってそれ自

体で利用する価値があるものとは認められず、被審人の上記主張は、採用

することができない。 

   カ また、被審人は、本件ブランド等使用権費用に係る役務（各権利の使用

許諾）について、権利の使用許諾は、一度、許諾すれば、合意した期間は

その効果を有するものであり、その後の利用においては何ら役務の提供を

要しないから、「継続して役務の提供を行う場合」（企業会計原則注解

【注５】⑵⑷）に当たらず、各権利の使用を許諾した時点で、「役務の提

供の完了」の要件を満たすなどと主張する。 

     しかし、Ｅ社による××××の使用期間中、Ｅ社による本件ブランド等

使用権に関して法律上ないし事実上の障害が生じた場合には、ＪＩＥＭは、

Ｅ社業務締結契約に基づいて、上記障害を排除する契約上の義務を負うも

のと解されるから、上記各権利の使用許諾は、単に一度許諾すれば足りる

ものとはいえず、Ｅ社による××××の使用期間中、継続して役務を提供

するものと解するのが相当である。被審人の上記主張は、採用することが
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できない。 

   キ さらに、被審人は、本件ブランド等使用権費用に係る収益の計上方法に

ついて、仮に本件ブランド等使用権費用に係る役務の提供がロイヤリティ

に該当するとしても、使用許諾期間を通じてその対価を変動させることが

禁止されているものではなく、上記役務については、サービス稼働の初期

段階にこそ、重視すべき価値があり、Ｅ社も前加重による対価の設定に合

意したのであるから、前加重により売上を計上したことについて合理的な

根拠がある旨、主張する。 

     しかし、下記のとおり、本件ブランド等使用権費用に係る収益の計上方

法については、Ｂによる具体的かつ強い指示があり、その指示に基づいて、

Ｅ社業務提携契約における上記費用に係る対価の支払方法が定められたこ

とは明らかであり、そのような指示があったからといって、前加重で売上

を計上する合理的な根拠があるとは認められない。 

     すなわち、Ｂは、ＪＩＥＭがＫ事業を立ち上げ、Ｅ社とＥ社業務提携契

約を締結するに当たって、Ｄに対し、平成３０年９月期から令和２年９月

期までの３年間で合計××億円の売上を、また、そのうち平成３０年９月

期に××億円の売上を、それぞれ計上できるようにするよう指示し（上記

ア(ｲ)）、更にＭブランド使用権費用については、平成３０年１０月から

総額で年間××億円になるように、３年契約、傾斜方式で調整するよう具

体的に指示したこと（上記ア(ｲ)ａ）、また、Ｄは、上記指示に対して、

「期間按分指摘を受ける可能性があ」るとの懸念を示しつつ、「事業開始

準備金ではなく、できれば来年上期中（事業立上げ期間中）に全額売上計

上させられる位置づけの名目を作りたい」として、Ｂの指示に見合う会計

方法を再検討する旨回答したこと（上記ア(ｲ)ｂ）、これに対し、Ｂは、

「何を言っているかわかりませんが？ できますよ、半年毎に××××使

用料とブランド使用料の額が一定のルールで変動していけば良いだけと思

いますが、何も問題ないでしょう。」などと述べ、再度、売上の計上方法
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について、計上例を示すとともに、「知恵を使ってください。とにかく来

年の××億はｍｕｓｔ」と述べ、来期である平成３０年９月期の××億円

の売上計上は必達である旨、指示したこと（上記ア(ｲ)ｃ）が認められる。 

     また、ＢがＤに対し、上記のとおり、平成３０年９月期の売上計上が必

達である旨の指示をした背景には、被審人は、平成３０年１２月に、その

発行する株式を東京証券取引所マザーズに上場することを控えており（上

記ア(ｵ)）、上場後に初めて公表する平成２９年１０月１日から平成３０

年９月３０日までに係る第４期有価証券報告書（上記ア(ｶ)）に上記売上

を計上したいとの思惑があったことが窺われる（このことは、ＤからＥ社

に提案する業務提携契約の内容について報告を受けたＨが、売上の計上方

法について疑念を持たれた場合には、「ＨさんのほうからＥｄｕｌａｂが

上場していく上（数字・監査的）でじゃないの？と、補足を入れるという

ことでした」と、Ｂに報告していること（上記ア(ｲ)ｄ）からも裏付けら

れる。）。 

     そうすると、ＪＩＥＭが、上記役務に係る収益について、前加重で売上

を計上したのは、被審人の株式上場を控え、売上を高く計上したいという

経営戦略上の思惑の下で、Ｂが指示した結果であることは明らかであり、

売上を前加重で計上する合理的な根拠があったとは認められない。被審人

の上記主張は、採用することができない。 

   ク また、被審人は、契約の相手方であるＥ社も、上記費用に係る対価の支

払方法に同意しているなどとも主張する。 

     しかし、一般に、対価の支払があったからといって、「役務の提供の完

了」の要件を満たすとはいえないし、収益の認識時期（「役務の提供の完

了」の要件該当性）は、実現主義に基づいて、上記⑴イで示した観点から

判断されるべきものであり、契約当事者間で役務の提供と対応しない対価

の支払を合意したとしても、そのような合意によって、収益の認識時期を

変更することはできない（なお、前記前提事実のとおり、Ｅ社は、被審人
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との業務上の関係性が深く（前記前提事実１⑶、２⑶ウ）、一般に利害関

係が対立する契約の相手方とは性質が異なり、融通を利かせやすい相手方

であったとみることもできることからすると、対価の支払方法に関する上

記合意の存在をもって、経済的合理性があるとみることはなおさら困難で

ある。）。被審人の上記主張は、採用することができない。 

  ⑶ Ｋ事業に係る取引②（Ｆ社との取引）について 

   ア 前記前提事実及び関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。 

    (ｱ) ＪＩＥＭ及びＦ社（以下、１⑶の項において、ＪＩＥＭ及びＦ社を

併せて「両社」という。）は、平成３０年１１月１日付けで、ＪＩＥＭ

が実施するＫ事業において業務提携を行うとする、業務提携に関する基

本契約（以下「Ｆ社基本契約」という。）を締結した。 

      Ｆ社基本契約では、両社は、ＪＩＥＭが実施するＭ事業において、両

社の知見及びネットワークその他の有形無形の経営資源を相互に有効活

用し、当該分野における両社の競争力の向上を図るとともに、両社の事

業の更なる拡大を行うことを目的として業務提携を行うと規定され、業

務提携の概要等として、ＪＩＥＭの××××における会員管理、会員自

体を含む各種プログラム、データベース、インフラストラクチャーと、

Ｆ社のコンテンツ及び各種プログラム、データベースを活用して、新た

なサービスを共同で開発し、既存会員のアクセス数及び新規会員の獲得

を通じて、収益拡大を目指していくとの概括的な内容が規定されている。 

    (ｲ) 被審人は、平成３０年１２月、その発行する株式を東京証券取引所

マザーズに上場し、平成３０年有価証券届出書に基づく公募増資を行っ

たが、その際、上記(ｱ)のとおり業務提携に関する基本契約を締結して

いるＦ社と今後も関係性を維持・発展させていくことを目的として、親

引けにより、Ｆ社に株式の割当てを行った（前記前提事実２⑵アイ）。 

    (ｳ) ＪＩＥＭは、令和元年７月、Ｆ社に対して、契約期間を５年間とし、

Ｆ社がＪＩＥＭに対してライセンス費××億円を支払い、ＪＩＥＭがＦ
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社に対してＫ事業の収益の××％を支払うという条件で、Ｋ事業への参

画を提案し、合意を得た。 

    (ｴ) ＪＩＥＭは、その頃、被審人の役員であったＯとの間で、上記(ｳ)の

××億円のライセンス費について、売上計上の名目、時期、金額等の具

体的な売上の計上方法の検討を行った。 

      売上の計上方法は、上記検討を進める中で、名目が変更されていくと

ともに、全体としてより前加重で計上する案となっていき、両社は、最

終的には、××億円のライセンス費について、Ｋ事業開始前の令和元年

９月期に××億円（下記モジュール契約に係る役務の対価）を、Ｋ事業

開始後の令和２年９月期に××万円（下記マップ契約に係る役務の対価）

及び××万円（下記ライセンス費の対価）を、令和３年９月期以降、毎

年××万円ずつ（下記ライセンス費の対価）を、ＪＩＥＭに支払うこと

として、下記(ｵ)(ｶ)(ｸ)のとおり、契約を締結した。 

      なお、上記検討の過程で、ＪＩＥＭで本件を担当していたＰと被審人

の役員であったＯとの間で交わされたメールの中で、Ｏは、Ｐに対し、

「２０１９年９月期に参画初期費用を一括売上として計上するためには、

２０１９年７月～９月に当社からの役務が完了することを契約書上で明

確化しておくべきと考えます。」、「もしそれが出来ない場合には、あ

ずさから会計処理の判断が可能となる追加資料（事業スキームの説明資

料など）や個別契約書の内容・金額の提示も合わせて要求されることが

想定されます。そうなった場合には、売上一括計上がなかなか難しいと

いう判断に傾きかねないと考えます。」などと記載されている。 

    (ｵ) 両社は、令和元年８月２８日付けで、Ｋ事業に関する覚書（以下

「Ｆ社覚書」といい、Ｆ社基本契約とＦ社覚書を併せて「覚書等」とい

う。）を締結した。 

      Ｆ社覚書では、Ｆ社がＫ事業に参加する目的として、Ｋ事業を成長・

拡大させることが規定されており、両社の役割として、ＪＩＥＭにおい
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ては、ブランドライセンスの付与、××××の成長に必要なシステム・

コンテンツの企画・開発、××××の運用等を行い、Ｆ社において、Ｋ

事業の成長・拡大を目的としたＪＩＥＭの活動支援、××××へ参画す

るパートナーの開拓支援を行うことが、また、ＪＩＥＭは、Ｆ社に対し、

レベニューシェアとして、Ｋ事業から生じる利益の一部を、令和元年１

０月１日から令和６年９月末までの５年間にわたって、年度ごとに支払

うことが、それぞれ規定されている。 

    (ｶ) 両社は、令和元年１０月頃、Ｆ社が、柔軟に自社コンテンツ／サー

ビスを展開し、Ｋ事業の拡大を図ることができるようにすることを目的

として、平成３０年８月１７日付け業務委託契約（以下「モジュール契

約」という。）を締結した。 

      モジュール契約では、ＪＩＥＭが、「テスト環境／モジュールの提供」

と「本番環境／モジュールの提供」の開発補助及び支援業務を、令和元

年７月から同年９月にかけて実施し、それらの役務の対価として、Ｆ社

から合計××億円を受領することが規定されている。 

      ××××は、令和元年７月にＦ社に提供された。 

    (ｷ) ＪＩＥＭは、モジュール契約に係る各役務を実施し、開発環境に対

するアクセスＩＤやＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ 

ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（以下「ＡＰＩ」という。）仕様書等を納品の上、

令和元年９月に、一括して、××億円を売上計上した。 

    (ｸ) 両社は、令和２年１月頃、Ｆ社が××××サービスの開発に活用す

ることを目的として、売買契約（以下「マップ契約」という。）を締結

した。 

      マップ契約では、ＪＩＥＭが、Ｋ事業を通じて、制作・整備したマス

タリーマップを電磁的記録媒体に収録し、令和２年３月３１日までに、

Ｆ社に対価××万円で納品することが規定されたが、電磁的記録媒体に

格納された著作物のデータに関する著作権等の知的財産権は、ＪＩＥＭ
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に留保されるものとし、Ｆ社に譲渡するものでない旨、規定されていた。 

    (ｹ) ＪＩＥＭは、マップ契約に基づいて、マスタリーマップを収録した

電磁的記録媒体を納品の上、令和２年３月に、一括して××万円を売上

計上した。 

    (ｺ) 被審人は、令和２年８月７日、同年４月１日から同年６月３０日ま

でに係る第６期第３四半期報告書を、同年９月３０日、令和２年有価証

券届出書を、それぞれ関東財務局長に提出した（前記前提事実２⑶ア

イ）。 

    (ｻ) 被審人は、令和２年１０月、令和２年有価証券届出書に基づく公募

増資を行い、これと並行して、Ｆ社に株式の割当てを行い、東京証券取

引所市場第一部に上場市場区分を変更した（前記前提事実２⑶ウ）。 

    (ｼ) 被審人は、令和２年１２月２３日、令和元年１０月１日から令和２

年９月３０日までに係る第６期有価証券報告書を、関東財務局長に提出

した（前記前提事実２⑶エ）。 

   イ まず、モジュール契約に基づく役務について、役務等の提供が完了した

といえるか否か検討すると、上記のとおり、両社は、ＪＩＥＭが実施する

Ｋ事業において業務提携を行うことを前提に、Ｆ社基本契約を締結してい

るところ（上記ア(ｱ)）、Ｋ事業は、ＪＩＥＭが運用するサイトの×××

×を利用して、××××を構築し、顧客に提供する事業であったことは、

上記⑵で認定・説示したとおりである。 

     Ｋ事業の上記内容を踏まえ、覚書等が締結された経緯、Ｆ社基本契約及

びＦ社覚書の内容を検討すると、両社がＫ事業において業務提携を行い、

モジュール契約を締結した目的は、ＪＩＥＭが、ブランドライセンスの付

与、××××の成長に必要なシステム・コンテンツの企画・開発、×××

×の運用等を行い（上記ア(ｵ)）、Ｆ社が、自社コンテンツ／サービスを

展開し、これらを顧客に提供することにより、Ｋ事業の拡大を図ることで

あったといえる（上記ア(ｱ)(ｵ)(ｶ)）。 
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     また、Ｋ事業そのものの内容、覚書等の締結に至る経緯、両社がモジュ

ール契約の締結に至った目的に加え、覚書等で規定されたＪＩＥＭの役割

に鑑みれば、モジュール契約に基づく役務の提供を受けるＦ社が想定する

事業内容ないし便益とは、××××がＦ社に提供された令和元年７月から、

ＪＩＥＭによるレベニューシェアの支払期間の期限である令和６年９月ま

での期間にわたり、ＪＩＥＭが保有し、管理・運用する××××を通じて、

Ｆ社のコンテンツ／サービスが顧客に提供されること、それによってＫ事

業から生じる利益の一部を受領することであったといえる。 

     これらを前提として、モジュール契約で規定された、「テスト環境／モ

ジュールの提供」と「本番環境／モジュールの提供」の開発補助及び支援

業務という役務の内容（上記ア(ｶ)）をみると、上記役務は、Ｆ社が、シ

ステムへのアクセスやシステム内での作業ができるよう、継続的に開発環

境を提供するというものであり、上記役務は、Ｆ社のコンテンツ／サービ

スを展開するなどして、××××サービスを顧客に提供できるようにする

ために、その前段階として実施する役務の一部にすぎないといえる。 

     そうすると、モジュール契約に基づく役務は、ＪＩＥＭが保有し、管

理・運用する××××を通じて、Ｆ社のコンテンツが顧客に提供され、同

社がＫ事業から生じる利益の一部を受領することを前提として実施された

役務の一部にすぎず、当該役務の内容、当該役務の提供に係る契約の目的

や当該役務の提供を受ける顧客であるＦ社が想定する事業内容ないし便益

等に照らし、その役務の提供をもって、契約内容に即した実質的な役務等

の提供があったとはいえない。したがって、上記役務が顧客であるＦ社に

とってそれ自体で利用する価値があるものとは認められず、同社が上記役

務に係る対価を支払った時点で、「役務の提供の完了」の要件を満たすと

はいえない。 

     また、収益の計上方法についてみると、上記役務は、上記使用期間にわ

たり、継続的に、Ｆ社にＫ事業における便益を享受させる点において価値
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があるのであるから、その時間の経過とともに「役務の提供の完了」の要

件が満たされることになる。したがって、その収益は、上記使用期間にわ

たり時間の経過を基礎として認識していくべきであり、上記使用期間で按

分して計上するのが相当である。 

   ウ 次に、マップ契約に基づく役務について検討すると、マップ契約におい

ては、ＪＩＥＭが、Ｆ社に対し、ＪＩＥＭが著作権を有する著作物（××

××等の電磁的記録媒体）を売り渡すことが契約の目的とされ、また、マ

ップ契約に基づくＪＩＥＭの役務は、上記電磁的記録媒体を令和２年３月

３１日までに納品する（引き渡す）ことである旨、規定されている。 

     他方、マップ契約が締結された経緯を見ると、両社は、Ｋ事業にかかる

業務提携を行うことで合意し、Ｆ社基本契約を締結した上（上記ア(ｱ)）、

契約期間を５年間とし、Ｆ社がＪＩＥＭに対して××××のライセンス費

××億円を支払い、ＪＩＥＭがＦ社に対してＫ事業の収益の××％を支払

うという条件で、Ｋ事業の内容について合意し（上記ア(ｳ)）、ＪＩＥＭ

側では、上記条件を具体化する中で、上記××億円のうち××万円につい

ては、ＪＩＥＭがマップ契約に係る役務の対価として令和２年９月期に支

払を受け、売上計上を行うとの内容で検討されていたこと（上記ア(ｴ)）

が認められる。そうすると、マップ契約に基づく役務は、覚書等に定める

Ｋ事業に係る業務提携に基づく一連の役務の一部として実施される性質の

ものであったとみるのが相当である。 

     加えて、マップ契約においては、ＪＩＥＭは、Ｆ社に対し、上記電磁的

記録媒体を「譲渡する」旨、またその所有権は納品時にＦ社に移転する旨、

規定されているものの、上記電磁的記録媒体に格納された著作物のデータ

に関する著作権等の知的財産権は、ＪＩＥＭに留保されるものとされ、Ｆ

社に譲渡するものでない旨、規定されていることからすると、マップ契約

に基づくＪＩＥＭの役務の実質的な内容は、Ｆ社に対し、マスタリーマッ

プのファイルコピーの閲覧を許諾するものにすぎなかったとみるのが相当
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である。 

     そして、Ｆ社が想定する事業内容及びマップ契約に基づく上記役務の提

供を受けることによって得る便益とは、上記イで検討したとおり、Ｋ事業

の使用期間にわたり、ＪＩＥＭが保有し、管理・運用する××××を通じ

て、Ｆ社のコンテンツ／サービスが顧客に提供され、Ｋ事業から生じる利

益の一部を受領することであったと認められる（なお、マップ契約に基づ

く役務について、Ｆ社が想定する××××の使用期間は、同役務を実施し

た令和２年３月から、ＪＩＥＭによるレベニューシェアの支払期間の期限

である令和６年９月までとするのが相当である。）。 

     そうすると、マップ契約に基づく役務は、覚書等に定めるＫ事業に係る

業務提携に基づく一連の役務の一部として上記電磁的記録媒体を納品する

ことによってマスタリーマップのファイルコピーの閲覧を許諾することに

すぎず、当該役務の内容、当該役務の提供に係る契約の目的や当該役務の

提供を受ける顧客であるＦ社が想定する事業内容ないし便益等に照らし、

当該役務の提供をもって、契約内容に即した実質的な役務等の提供があっ

たとはいえない。したがって、上記役務が顧客であるＦ社にとってそれ自

体で利用する価値があるものとは認められず、同社が上記役務に係る対価

を支払った時点で、「役務の提供の完了」の要件を満たすとはいえない。 

     また、収益の計上方法についてみると、上記役務は、上記使用期間にわ

たり、継続的に、Ｆ社にＫ事業における便益を享受させる点において価値

があるのであるから、その時間の経過とともに「役務の提供の完了」の要

件が満たされることになる。したがって、その収益は、上記使用期間にわ

たり時間の経過を基礎として認識していくべきであり、上記使用期間で按

分して計上するのが相当である。 

   エ 以上によれば、被審人の連結子会社であるＪＩＥＭが、Ｋ事業に係る取

引②（Ｆ社との取引）に係る売上を期間按分することなく一括して計上し

た会計処理に関して、収益認識要件（「役務の提供の完了」及びそれに対
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する「対価の成立」）を満たすとはいえず、被審人が行った収益の計上方

法は、不適正である。 

   オ これに対し、被審人は、まず、モジュール契約に基づく役務について、

モジュール契約に基づく役務の提供によってＦ社が享受する便益を覚書等

に基づき抽象的にとらえるのは相当ではない旨、主張し、また、モジュー

ル契約に基づいて成果物が提供されることにより、Ｆ社は、自社コンテン

ツ掲載の方向性を確認し、追加で行うべき作業の要否等を検討することが

できるなど、諸々の便益を享受することができるのであるから、当該役務

それ自体に価値がある旨、主張している。 

     しかし、上記で認定した、当該役務の内容、当該役務の提供に係る契約

の目的や当該役務の提供を受ける顧客であるＦ社が想定する事業内容ない

し便益等を総合的に考慮すれば、モジュール契約に基づく役務によって同

社が享受する便益として被審人が主張するものはいずれも付随的な便益に

とどまり、その役務の提供をもって、契約内容に即した実質的な役務等の

提供があったとはいえない。 

     したがって、モジュール契約に基づく役務が顧客であるＦ社にとってそ

れ自体で利用する価値があるものとは認められず、被審人の上記主張は、

採用することができない。 

   カ また、被審人は、モジュール契約に基づく役務に係る売上計上について、

Ｆ社も各成果物に対する対価の支払時期について合意し、その対価の支払

を行ったのであるから、その時点で、収益認識が可能である旨、主張して

いる。 

     しかし、一般に、対価の支払があったからといって、「役務の提供の完

了」の要件を満たすとはいえないし、役務の提供と対応しない対価の支払

の合意をしたとしても、そのような当事者間の合意によって、収益の認識

時期を変更することはできないことは、上記⑵で説示したとおりである。

被審人の上記主張は、採用することができない。（なお、上記のとおり、



 - 37 - 

Ｆ社は、被審人との業務上の関係性が深く（上記ア(ｲ)(ｻ)）、一般に利害

関係が対立する契約の相手方とは性質が異なることからすると、対価の支

払方法に関する上記合意の存在をもって、経済的合理性があるとみること

はなおさら困難である。）。 

   キ 被審人は、マップ契約に基づく役務についても、同様に、Ｆ社にとって、

それ自体で価値を有するものであった旨、主張するほか、仮に、マップ契

約に基づく役務の実質がマスタリーマップのファイルコピーの閲覧許諾で

あったとしても、閲覧許諾は、一度許諾をすれば、合意した期間はその効

果を有するものであり、その後の利用において何ら役務の提供を要しない

から、閲覧許諾の時点において、「役務の提供の完了」の要件を満たす旨、

主張している。 

     しかし、上記で認定した、当該役務の内容、当該役務の提供に係る契約

の目的や当該役務の提供を受ける顧客であるＦ社が想定する事業内容ない

し便益等を総合的に考慮すれば、マップ契約に基づく役務によってＦ社が

享受する便益として被審人が主張するものはいずれも付随的な便益にとど

まり、その役務の提供をもって、契約内容に即した実質的な役務等の提供

があったとはいえない。 

     また、マップ契約によれば、ＪＩＥＭは、同契約に基づいて提供される

電磁的記録媒体に関して、Ｆ社に「譲渡するすべての権利を保有している

こと」、同契約を「締結するために必要かつ充分な権利および能力を保有

していること」、Ｆ社に納入した上記電磁的記録媒体が「第三者の著作権

その他の知的財産権を侵害していないことを保証する」旨、規定されてい

ること、上記電磁的記録媒体の利用により、それに起因して、「第三者の

権利を侵害し、または第三者との間に紛争が生じたときは」、ＪＩＥＭは、

「自らの責任と負担においてこれを解決する」旨、規定されていることか

らすると、ＪＩＥＭは、Ｆ社による××××の使用期間中、同社によるマ

スタリーマップのファイルコピーの閲覧に関して、法律上ないし事実上の
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障害が生じた場合には、マップ契約に基づいて、上記障害を除去する契約

上の義務を負うものと解される。そうすると、閲覧許諾が、単に一度許諾

すれば足りるものとはいえず、ＪＩＥＭは、Ｆ社による××××の使用期

間中、継続してマスタリーマップのファイルコピーの閲覧許諾に係る役務

を提供するものと解するのが相当である。 

     したがって、被審人の上記主張は、いずれも採用することができない。 

  ⑷ Ｋ事業に係る取引③（Ｊ社との取引）について 

   ア 前記前提事実及び関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。 

    (ｱ) ＪＩＥＭは、平成３０年７月頃、Ｆ社（なお、Ｆ社とＪ社は、登記

簿上の代表取締役と会社所在地が同一であり、当時ＪＩＥＭの役員であ

ったＣは、Ｆ社とＪ社を実質的に同一の会社と理解していた。）に対し、

Ｋ事業に参加するよう交渉していた。なお、ＪＩＥＭは、最終的には、

下記(ｴ)のとおり、Ｆ社ではなく、Ｊ社との間で契約を締結している。 

    (ｲ) ＪＩＥＭは、遅くとも平成３０年９月までに、Ｆ社に対し、同社の

Ｋ事業への参画において、同年９月から令和４年３月までの期間に、Ｊ

ＩＥＭが同社から受領する参画費の総額××万円のうち、××万円を、

同年９月に「ＡＰＩ仕様検討コンサルティング費用」（下記(ｵ)のＪ社

７月業務委託契約に係る役務の対価）として、また、××万円を、同年

１０月から平成３１年３月までの６か月間に「開発・初期リリースフェ

ーズ支援費用」（下記(ｸ)のＪ社１０月業務委託契約に係る役務の対価）

として、それぞれ受領するとともに、残りの××万円を、「××××参

画費用」（下記(ｷ)のＪ社８月覚書に係る商標使用権利等の対価）とし

て、同年４月から令和４年３月までの３年の参画期間のうち、前半の１

年６か月間で受領し、後半の１年６か月間は受領しないかたちとすると

いう前加重で、参画費を受領する内容の売上計上方法案を、提示した。 

      これに対し、Ｆ社は、上記「××××参画費用」について、前加重と

しつつ、令和４年３月まで支払は継続する内容の対案を提示した。 
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    (ｳ) ＪＩＥＭは、平成３０年１０月頃、Ｆ社の上記対案について、同社

に対し、ＪＩＥＭとしては前倒しで売上を計上したい意向から、ＪＩＥ

Ｍ案を維持したい旨、依頼した。 

      これに対し、Ｆ社は、支払は前倒しであっても、ＪＩＥＭが、３年の

参画期間にわたって契約を履行してくれるならば、ＪＩＥＭ案で可とす

る旨の意向を示した。 

      なお、両社の間で行われた、売上計上方法案の検討に関し、ＪＩＥＭ

において本件を担当していたＰが、平成３０年１０月２２日、当時、Ｊ

ＩＥＭの役員であったＤに送信したメールには、「最初の先方からの戻

しの時に契約期間中に渡って支払い発生させたいって要望をＱさん（Ｊ

社の役員）からもらってました。が、ウチは前寄せで売上欲しいんで

「元の案でお願い！」ってＲさん通じて頼んで、払いは前倒しでも契約

をちゃんと期間中履行するならいいよ、とＱさんからｏｋもらったと

（Ｒさんから）回答もらったのです。」と記載され、同メールには、Ｐ

とＦ社のＲとのやり取りのスクリーンショットが添付されており、Ｐが

Ｆ社に対し、Ｃ及びＤと相談したものの、ＪＩＥＭとしては、来期（平

成３０年１０月から令和元年９月）までの金額（合計××万円）の変更

は難しく、ＪＩＥＭが提示した売上計上方法案を維持したい旨の意向が

示されている。 

    (ｴ) ＪＩＥＭ及びＪ社（以下、１⑷の項において、ＪＩＥＭ及びＪ社を

併せて「両社」という。）は、ＪＩＥＭがＦ社との間で調整した契約に

ついて、ＪＩＥＭの売上計上方法案のとおりの内容で、平成３０年９月

頃から同年１０月頃にかけて、下記(ｵ)(ｷ)(ｸ)のとおり、契約を締結す

るなどした。 

    (ｵ) 両社は、平成３０年９月頃、同年７月１日付けの業務委託契約（以

下「Ｊ社７月業務委託契約」という。）を締結した。 

      Ｊ社７月業務委託契約においては、委託期間を平成３０年７月１日か
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ら同年９月末日までとし、ＪＩＥＭが保有する××××を活用したサー

ビスをＪ社が開発するに当たり、必要となるＡＰＩの仕様検討支援を実

施し、その対価として、J社から××万円を受領する旨、規定されてい

る。 

      なお、上記契約は、下記の覚書で定められるスケジュールの一部を前

倒しして具体化する形で規定されたものである。 

    (ｶ) ＪＩＥＭは、Ｊ社７月業務委託契約に基づく役務を実施し、平成３

０年９月３０日付け作業結果報告書を発行し、その対価として支払を受

けた××万円について、平成３０年９月に一括して売上計上した。 

    (ｷ) 両社は、平成３０年１０月頃、同年８月１日付けのＫ事業に関する

覚書（以下「Ｊ社８月覚書」という。）について合意した。 

      Ｊ社８月覚書においては、Ｊ社が××××に参加する目的として、Ｊ

ＩＥＭが保有する××××を基盤として、Ｊ社が開発・提供するスマー

トフォン、タブレット、ＰＣでの利用を想定した××××サービスを、

××××の利用者等に提供し、普及させることなどが規定され、また、

両社の役割として、ＪＩＥＭにおいて、①××××を管理・運営して×

×××サービスを××××の利用者等に提供すること、②利用者等に提

供しているユーザーＩＤやポイントなどを利用するために必要な各種Ａ

ＰＩ、開発及び動作環境その他関連情報をＪ社に提供すること、③Ｊ社

による××××サービス開発完了後、サービス配信条件に適合している

か審査すること、④利用者等へ××××サービスを周知することなどが

規定され、Ｊ社においては、①××××サービスを開発すること、②Ｊ

ＩＥＭによる審査を経た後の××××サービスの配信、同サービスの運

営及び提供をすることなどが規定された。 

      また、顧客への××××サービスを提供するまでに両社が実施する役

務の内容等が規定されたほか、それらの役務の実施時期及び××××サ

ービスの運営期間として、平成３１年４月から令和４年３月までの３年
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間を第１フェーズとし、同年４月以降を第２フェーズとすることなどが

規定された。なお、第２フェーズの運営期間の期限は規定されていない

が、ＪＩＥＭにおいては、通常、５年程度、サービスの提供が継続する

ことが想定されていた。 

      その他、ＪＩＥＭが実施する役務については、両社間で、①のＪ社７

月業務委託契約に係る××万円を対価とする契約が既に締結されている

ことが確認された上で、Ｊ社がＪＩＥＭに対して開発・初期リリースフ

ェーズ支援費用の××万円を支払うこと、第１フェーズの期間における

××××の使用権利料について、ＪＩＥＭは、Ｋ事業におけるＪ社の収

益の××％を受領するとともに、××××参画費用（商標使用権利、利

用者等のへ告知権利等）について、ＪＩＥＭの売上計上方法案のとおり、

参画期間である３年間において、前半の１年６か月間で××××万円を

受領し、後半の１年６か月間は受領しないことなどが規定された。 

    (ｸ) 両社は、平成３０年１０月頃、同月１日付けの業務委託契約（以下

「Ｊ社１０月業務委託契約」という。）を締結した。 

      Ｊ社１０月業務委託契約においては、Ｊ社８月覚書で定められたスケ

ジュールの一部を切り出して具体化する形で、委託期間を平成３０年１

０月１日から平成３１年３月末日までとして、ＪＩＥＭが保有する××

××を活用したサービスをＪ社が開発するに当たり、必要となるＡＰＩ

の導入を含めた開発・初期リリースに向けた支援を実施し、その役務の

対価として、××万円を受領する旨、規定されていた。 

    (ｹ) ＪＩＥＭは、Ｊ社１０月業務委託契約に基づく各役務を実施した上、

その対価について、平成３０年１０月から平成３１年３月にかけて、毎

月××万円（合計××万円）を売上計上した。 

    (ｺ) 被審人は、平成３０年１２月、平成３０年有価証券届出書に基づく

公募増資を行い、同月、その発行する株式を東京証券取引所マザーズに

上場した（前記前提事実２⑵アイ）。 
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   イ まず、Ｊ社７月業務委託契約及びＪ社１０月業務委託契約に基づく役務

について検討すると、Ｊ社７月業務委託契約に基づく役務の内容は、ＪＩ

ＥＭが保有する××××を活用したサービスをＪ社が開発するに当たり、

必要となるＡＰＩの仕様検討支援を実施することであり（上記ア(ｵ)）、

Ｊ社１０月業務委託契約に基づく役務の内容は、Ｊ社が上記開発をするに

当たり、必要となるＡＰＩの導入を含めた開発・初期リリースに向けた支

援を実施することであったと認められる（上記ア(ｸ)）。 

     また、Ｊ社７月業務委託契約及びＪ社１０月業務委託契約は、当初は、

ＪＩＥＭとＦ社との間での契約を想定していたものの、最終的には、ＪＩ

ＥＭとＦ社との間で交渉により合意した内容を引き継ぐかたちで、両社と

の間で契約が成立していることに加え（上記ア(ｱ)から(ｸ)まで）、ＪＩＥ

ＭとＦ社は、上記交渉の過程で、「ＡＰＩ仕様検討コンサルティング費用」

（Ｊ社７月業務委託契約に係る役務の対価）、「開発・初期リリースフェ

ーズ支援費用」（Ｊ社１０月業務委託契約に係る役務の対価）及び「××

××参画費用」（Ｊ社８月覚書に係る商標使用権利等の対価）に係る売上

計上方法について、一連の取引に係るものとして同時に検討していたこと

（上記ア(ｲ)(ｳ)(ｴ)）からすると、Ｊ社７月業務委託契約及びＪ社１０月

業務委託契約並びにＪ社８月覚書は、いずれも、ＪＩＥＭが保有する××

××を基盤として、Ｊ社が開発・提供するスマートフォン、タブレット、

ＰＣでの利用を想定した××××サービスを、××××の利用者等に提供

し、普及させ、上記サービス提供を通じて、両社が収益を得ることを目的

として締結されたものといえる（上記ア(ｷ)）。 

     そして、Ｋ事業そのものの内容、上記契約等の目的に加え、Ｊ社８月覚

書において規定されている両社の各役割の内容（上記ア(ｷ)）に鑑みれば、

Ｊ社７月業務委託契約及びＪ社１０月業務委託契約に基づく役務の提供を

受けるＪ社が想定する事業内容ないし便益とは、Ｊ社８月覚書に基づき、

Ｊ社による××××の使用期間として想定されていた、第１フェーズの運
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営が始まる平成３１年４月から令和６年３月までの期間にわたり、ＪＩＥ

Ｍが保有し、管理・運用する××××を通じて、Ｊ社が開発する××××

サービスが××××の利用者等に提供され、その提供を通じて収益を得る

ことであったといえる。 

     これらを踏まえて、Ｊ社７月業務委託契約及びＪ社１０月業務委託契約

に基づいてＪＩＥＭが実施する役務の内容をみると、各契約の役務は、い

ずれも、上記使用期間にわたり、Ｊ社が開発する××××サービスを適切

に掲載するなどし、利用者等に同サービスを提供できるようにするために、

その前段階として実施する業務の一部にすぎないといえる。 

     そうすると、Ｊ社７月業務委託契約及びＪ社１０月業務委託契約に基づ

く役務の提供はいずれも、当該役務の内容、当該役務の提供に係る契約の

目的や当該役務の提供を受ける顧客であるＪ社が想定する事業内容ないし

便益等に照らし、契約内容に即した実質的な役務等の提供とはいえない。

したがって、上記役務が顧客であるＪ社にとってそれ自体で利用する価値

があるものとは認められず、同社が上記役務に係る対価を支払った時点で、

「役務の提供の完了」の要件を満たすとはいえない。 

     また、収益の計上方法についてみると、上記役務は、上記使用期間にわ

たり、継続的に、Ｋ事業における便益を享受させる点において価値がある

のであるから、その時間の経過とともに「役務の提供の完了」の要件が満

たされることになる。したがって、その収益は、上記使用期間にわたり時

間の経過を基礎として認識していくべきであり、上記使用期間で按分して

計上するのが相当である。（なお、下記クのとおり、被審人が、前加重で

売上計上したことに合理的な根拠があるとは認められない。） 

   ウ 次に、Ｊ社８月覚書に係る××××参画費用（商標使用権利、利用者等

への告知権利等）に係る役務について検討すると、ＪＩＥＭは、Ｊ社８月

覚書に基づいて、上記使用期間のうち、第１フェーズの運営期間である平

成３１年４月から令和４年３月までの３年間にわたり、××××を管理・
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運営して××××サービスを××××の利用者等に提供するなど、システ

ムの運用等を行う義務を負い、Ｊ社を継続的に××××に参画させること

を前提に、Ｊ社に商標使用権利、利用者等への告知権利の使用を許諾し、

その対価として、××××参画費用を受領することとされていたことが認

められる（上記ア(ｷ)）。 

     Ｊ社８月覚書に基づく上記役務の内容に加え、Ｊ社が開発する××××

サービスは、××××を通じて××××というブランド名で利用者等に提

供・告知されることが想定されていたことや、上記イで認定した、上記役

務の提供を受けるＪ社が想定する事業内容ないし便益に鑑みれば、Ｊ社に

とって、商標使用権利及び利用者等への告知権利は、××××の使用権利

と一体となって、提供されることが想定されていたといえる。 

     そうすると、Ｊ社８月覚書に基づく上記役務の提供（商標使用権利及び

利用者等への告知権利の使用許諾）自体は、いずれも、当該役務の内容、

当該役務の提供に係る契約の目的や当該役務の提供を受ける顧客であるＪ

社が想定する事業内容ないし便益等に照らし、契約内容に即した実質的な

役務等の提供とはいえない。したがって、上記役務が顧客であるＪ社にと

ってそれ自体で利用する価値があるものとは認められず、同社が上記役務

に係る対価を支払った時点で、その全額について「役務の提供の完了」の

要件を満たすとはいえない。 

     また、収益の計上方法についてみると、Ｊ社８月覚書上、明記されてい

ないものの、ＪＩＥＭにおいては、第１フェーズの運営期間である上記３

年間にわたって、××××の使用権利と一体として、商標使用権利を継続

的に提供し、××××の利用者等に告知することが当然期待されていたの

であり、その対価として、××××参画費用を受領することとされていた

のであるから（上記ア(ｷ)）、××××参画費用に係る対価は、第１フェ

ーズの運営期間にわたってＪＩＥＭが継続的に提供する役務に係る対価で

あったといえる。 
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     また、Ｊ社８月覚書に基づく××××参画費用に係る役務の内容（商標

使用権利、利用者等への告知権利等の使用許諾）に鑑みれば、その役務の

内容は、その性質に照らし、第１フェーズの運営期間である上記３年間を

通じて変化はなかったと考えられるから、その収益は、上記運用期間にわ

たり時間の経過を基礎として均等に認識し、上記運用期間で均等に按分し

て計上するのが相当である。 

   エ 以上によれば、被審人の連結子会社であるＪＩＥＭが、Ｋ事業に係る取

引③（Ｊ社との取引）に係る売上を期間按分することなく一括して計上し

た会計処理に関して、収益認識要件（「役務の提供の完了」及びそれに対

する「対価の成立」）を満たすとはいえず、被審人が行った収益の計上方

法は、不適正である。 

   オ これに対し、被審人は、Ｊ社７月業務委託契約及びＪ社１０月業務委託

契約に基づく役務の提供について、その後の××××のサービスをより効

率的に活用する方法を検討することを可能になるなど、Ｊ社に対して、

諸々の便益を享受させるものであり、当該役務それ自体に価値がある旨、

主張している。 

     しかし、上記で認定した、当該役務の内容、当該役務の提供に係る契約

の目的や当該役務の提供を受ける顧客であるＪ社が想定する事業内容ない

し便益等を総合的に考慮すれば、上記各契約に基づく役務によって同社が

享受する便益として被審人が主張するものはいずれも付随的な便益にとど

まり、その役務の提供をもって、契約内容に即した実質的な役務等の提供

があったとはいえない。 

     したがって、上記各契約に基づく役務が顧客であるＪ社にとってそれ自

体で利用する価値があるものとは認められず、被審人の上記主張は、採用

することができない。 

   カ また、被審人は、Ｊ社７月業務委託契約及びＪ社１０月業務委託契約に

基づく役務、並びにＪ社８月覚書に係る××××参画費用に係る売上計上
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について、Ｊ社も各役務に対する対価の支払時期について合意し、その対

価の支払を行ったのであるから、その時点で、収益認識が可能である旨、

主張している。 

     しかし、一般に、対価の支払があったからといって、「役務の提供の完

了」の要件を満たすとはいえないし、役務の提供と対応しない対価の支払

の合意をしたとしても、そのような当事者間の合意によって、収益の認識

時期を変更することはできないことは、上記⑵で説示したとおりである。

被審人の上記主張は、採用することができない。 

   キ  被審人は、Ｊ社８月覚書に係る××××参画費用に係る役務（商標使

用権利、利用者等への告知権利等の使用許諾）について、使用許諾は一度

使用を許諾すれば、合意した期間はその効果を有するものであり、その後

の利用においては何らの役務の提供を要しないから、使用許諾をしたこと

をもって役務の提供の完了とみるべきである旨、主張する。 

     しかし、上記⑵⑶で検討した取引と同様、Ｊ社８月覚書においても、Ｊ

ＩＥＭは、××××を提供するにあたり、「第三者との間で必要な権利関

係の処理を実施し、必要な一切の権限を保有する」旨、規定されているこ

とからすると、ＪＩＥＭは、Ｊ社による××××の第１フェーズの運営期

間中、同社による商標使用権利及び××××の利用者等への告知権利の使

用に関して、法律上ないし事実上の障害が生じた場合には、Ｊ社８月覚書

に基づいて、上記障害を除去する契約上の義務を負うものと解されるから、

使用許諾が、単に一度許諾すれば足りるものとはいえず、ＪＩＥＭは、上

記運用期間中、継続して商標使用権利及び××××の利用者等への告知権

利の使用許諾に係る役務を提供するものと解するのが相当である。 

     したがって、被審人の上記主張は、採用することができない。 

   ク 被審人は、Ｊ社８月覚書に係る××××参画費用について、前加重にし

て売上計上したことについて、一般的にも、顧客との合意に基づいて、権

利許諾の対価が変動することはあり得るし、両社は、××××上において
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新たなサービスを開始するにあたって、サービスの稼働の初期段階にこそ

重視すべき価値があると判断し、前加重による対価の設定に合意したので

あるから、前加重にして売上計上したことに合理的な根拠がある旨、主張

する。 

     しかし、一般に、役務の提供と対応しない対価の支払の合意をしたとし

ても、そのような当事者間の合意によって、収益の認識を変更することは

できないことは、上記カで説示したとおりである。 

     また、両社は、ＪＩＥＭとＦ社との間で行われた契約交渉の内容をその

まま引き継いで契約の締結等に至っているところ、ＪＩＥＭは、Ｆ社との

間で売上計上方法を検討する中で、同社に対し、Ｊ社８月覚書に係る××

××参画費用に相当する「××××参画費用」（合計××万円）について、

前加重で売上計上したいとの意向を示し、Ｆ社から対案を示された際にも、

ＪＩＥＭとしては、同社役員のＣ及び同社役員のＤの意向を踏まえても、

来期（平成３０年１０月から令和元年９月）までの金額（合計××万円）

の変更は難しく、ＪＩＥＭが提示した売上計上方法案を維持したい旨の意

向を維持したことが認められる（上記ア(ｲ)(ｳ)(ｴ)）。 

     そして、被審人の連結子会社であるＪＩＥＭが、上記のとおり、平成３

０年１０月から令和元年９月までの売上計上を維持したい旨の意向を示し

た背景には、被審人は、平成３０年１２月に、その発行する株式を東京証

券取引所マザーズに上場することを控えており（上記ア(ｺ)）、上場後、

初めての被審人の決算日である令和元年９月３０日までに売上を高く計上

したいとの思惑があったことが窺われる。 

     そうすると、上記役務に係る対価の支払方法が前加重とされたのは、被

審人の株式上場を控え、売上を高く計上したいという経営戦略上の思惑の

下で、ＪＩＥＭの上記意向がＪ社との交渉においても維持された結果にほ

かならず、売上を前加重で計上する合理的な根拠があったとは認められな

い。被審人の上記主張は、採用することができない。 
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  ⑸ Ｋ事業に係る取引④（Ｇ社との取引）について 

   ア 前記前提事実及び関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。 

    (ｱ) ＪＩＥＭ及びＧ社（以下、１⑸の項において、ＪＩＥＭ及びＧ社を

併せて「両社」という。）は、平成３０年１０月１日付けで、ＪＩＥＭ

が保有する××××の活用等を内容とする業務提携に関する基本契約

（以下「Ｇ社平成３０年基本契約」という。）を締結した。 

      Ｇ社平成３０年基本契約においては、ＪＩＥＭが保有する××××の

活用等について、その詳細は両社が協議の上、別途定めると規定され、

Ｇ社がＪＩＥＭに対し、××××の活用の対価として××億円を支払う

こと、契約の有効期間は、平成３０年１０月１日から令和２年９月３０

日までの２年間とすることなどが規定されていた。 

    (ｲ) 被審人は、平成３０年１２月、平成３０年有価証券届出書に基づく

公募増資を行い、同月、その発行する株式を東京証券取引所マザーズに

上場したが、その際、上記(ｱ)のとおり業務提携に関する基本契約を締

結しているＧ社と今後も関係性を維持・発展させていくことを目的とし

て、親引けにより、Ｇ社に株式の割当てを行った（前記前提事実２⑵ア

イ）。 

    (ｳ) ＪＩＥＭ社内において本件取引の担当者であったＰは、Ｋ事業への

Ｇ社の参加に係る初期費用として受領する××万円について、一括して

売上計上したいと考え、令和元年６月、Ｇ社との間で、Ｇ社平成３０年

基本契約の詳細を具体化する追加の契約交渉に臨んだ。 

    (ｴ) 両社は、令和元年７月１日付けで「Ｋ事業における業務提携に関す

る基本契約」（以下「Ｇ社令和元年基本契約」といい、以下、１⑸の項

において、Ｇ社平成３０年基本契約及びＧ社令和元年基本契約を併せて

「両業務提携契約」という。）を締結した。 

      Ｇ社令和元年基本契約においては、Ｇ社がＫ事業に参加する目的とし

て、ＪＩＥＭが保有する××××を基盤にして、Ｇ社が開発・提供する
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スマートフォン、タブレット、ＰＣでの利用を想定した××××メディ

ア（以下「本メディア」という。）を××××の利用者等に提供・普及

させることや、そのために必要となる××××の各種機能を継続して提

供することなどが規定されている。また、ＪＩＥＭの役割として、①×

×××を管理・運営して本メディアを利用者等に提供すること、②××

××におけるＧ社用のアカウントの開設、③××××の利用者に提供し

ているユーザーＩＤやポイント等を利用するために必要な各種ＡＰＩ、

開発及び動作環境その他の関連情報をＧ社に提供すること、④Ｇ社によ

る本メディアの開発完了後、別途定めるサービス配信条件に適合してい

るか審査すること、⑤××××利用者等へ本メディアを周知することな

どが規定され、Ｇ社の役割として、①本メディアを開発すること、②Ｊ

ＩＥＭによる審査を経た後の、××××への本メディアの配信、本メデ

ィアの運営及び提供をすることなどがそれぞれ規定されていたほか、ス

ケジュールについて、令和元年９月に××××におけるＧ社用のアカウ

ントを開設することなどが規定されていた。加えて、ＪＩＥＭは、Ｇ社

からアカウント開設費用として、××万円を受領することとされたほか、

別途、個別契約にて定める××××利用費用を受領することとされた。 

    (ｵ) ＪＩＥＭは、令和元年９月、Ｇ社令和元年基本契約に基づいて、×

×××におけるＧ社用のアカウントを開設し、「××××仕様書一式」

及び「アカウント発行書」を納品した上、その対価として支払を受けた

××万円について、令和元年９月に一括して売上計上した。 

   イ そこで検討すると、Ｇ社令和元年基本契約に基づいてＪＩＥＭが実施す

る役務の内容は、上記のとおり、両業務提携契約に基づき、上記使用期間

にわたり、Ｇ社が自社開発の本メディアを掲載するなどし、これを×××

×の利用者等に提供できるようにするために、Ｇ社がシステムにアクセス

し、システム内で作業を行うことを可能とするべく、Ｇ社用のアカウント

を開設し、開発環境の提供に繋げるというものであったことが認められる
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（上記ア(ｴ)）。 

     他方、両業務提携契約は、ＪＩＥＭが保有する××××を通じてＧ社が

開発する本メディアを××××の利用者等に提供し、××××を活用する

ことを目的に締結されたことに加え、Ｇ社令和元年基本契約において規定

された両社の役割に鑑みれば（上記ア(ｴ)）、Ｇ社令和元年基本契約に基

づく役務の提供を受けるＧ社が想定する事業内容ないし便益は、両業務提

携契約に基づき、Ｇ社による××××の使用期間として想定されていた、

Ｇ社用のアカウントが開設される令和元年９月から、Ｇ社平成３０年基本

契約の有効期間の期限である令和２年９月までの期間にわたり、ＪＩＥＭ

が保有し、管理・運用する××××を通じて、Ｇ社が開発する本メディア

が××××の利用者等に提供され、当該提供を通じて、収益を得ることで

あったといえる。 

     このように、Ｋ事業そのものの内容、両業務提携契約の目的、両業務提

携契約において規定された両社の役割に加え、Ｇ社令和元年基本契約に基

づく役務の提供を受ける顧客であるＧ社が想定する事業内容ないし便益等

に鑑みれば、Ｇ社令和元年基本契約に基づく役務は、Ｇ社がＫ事業に参加

する前段階として当然に必要となる役務の一部にすぎず、上記役務の提供

をもって、契約内容に即した実質的な役務等の提供とみることはできない。

したがって、上記役務が顧客であるＧ社にとってそれ自体で利用する価値

があるものとは認められず、同社が上記役務に係る対価を支払った時点で、

「役務の提供の完了」の要件を満たすとはいえない。 

     また、収益の計上方法についてみると、Ｇ社令和元年基本契約に基づく

上記役務は、Ｇ社が××××を使用する上記使用期間にわたって、ＪＩＥ

Ｍが継続的に提供する役務であるから、その収益は、上記使用期間にわた

り、時間の経過を基礎として均等に認識し、上記使用期間で均等に按分し

て計上するのが相当である。 

   ウ 以上によれば、被審人の連結子会社であるＪＩＥＭが、Ｋ事業に係る取
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引④（Ｇ社との取引）に係る売上を期間按分することなく一括して計上し

た会計処理に関して、収益認識要件（「役務の提供の完了」及びそれに対

する「対価の成立」）を満たすとはいえず、被審人が行った収益の計上方

法は、不適正である。 

   エ これに対し、被審人は、Ｇ社令和元年基本契約に基づく役務（アカウン

ト開設業務）が提供されることにより、Ｇ社はその後の準備を進めること

が可能になるから、上記役務それ自体に価値がある旨、主張する。 

     しかし、上記で認定した、当該役務の内容、当該役務の提供に係る契約

の目的や当該役務の提供を受ける顧客であるＧ社が想定する事業内容ない

し便益等を総合的に考慮すれば、上記各契約に基づく役務によって同社が

享受する便益として被審人が主張するものはいずれも付随的な便益にとど

まり、その役務の提供をもって、契約内容に即した実質的な役務等の提供

があったとはいえない。 

     したがって、上記各契約に基づく役務が顧客であるＧ社にとってそれ自

体で利用する価値があるものとは認められず、被審人の上記主張は、採用

することができない。 

  ⑹ サポシステム事業に係る取引について 

   ア 前記前提事実及び関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。 

    (ｱ) 法人Ａは、平成２５年から平成２６年頃、同法人が実施する×××

×の受験申込のうち、全体の７割近くが紙ベースによるものであり、そ

の申込書の接受や受験料の集金を行う学校等の団体の担当者に負担がか

かっており、そのことが××××受験の阻害要因にもなっているとみら

れたことなどから、ＪＩＥＭに対し、上記団体の担当者の負担を軽減し、

法人Ａ内の事務の迅速化を図ることなどを企図して、××××能力の測

定に法人Ａが実施する××××等の試験を利用する学校等の団体による

受験申込や成績管理等をサポートするためのサポートシステム（サポシ

ステム）の開発を依頼した。 



 - 52 - 

    (ｲ) ＪＩＥＭと法人Ａは、上記(ｱ)の事情等を背景として、①「受験申込

や結果確認などの受験手続きや××××サービス受講におけるシステム

の簡易化、システム（・機能）間の連携・統合を通じ、受験者に対する

利便性向上を図る」こと、②「受験者の管理者など申込とりまとめ者に

対するシステムの簡易化により、事務業務の負荷を減少させること」を

目的として、平成２６年３月３１日付けで、「××××システム確立

（ユーザー利用機能の簡易化・連携・統合の実現）に関する覚書」（以

下「サポ覚書」という。）及び「××××サービス基本契約（以下「サ

ポ基本契約」といい、サポ覚書と併せて「サポ基本契約等」という。）

を締結した。 

      サポ覚書においては、サポシステムの開発に係る過程を、①企画（改

善対象特定）、②計画（改善方法の検討、具体化）、③準備（改善のた

めのシステム改修・構築や業務手順の再設計）、④試行（部分的実施

（実証実験）による仮設検証と改善、⑤導入（全面展開）のフェーズに

分類し、それぞれのフェーズについて、ＪＩＥＭと法人Ａとの間で個別

契約を締結する旨、規定されていた。 

      また、サポ基本契約においては、サポ基本契約等に基づいて、ＪＩＥ

Ｍが法人Ａから委託された業務の範囲について、①法人Ａの事業・サー

ビス戦略の策定支援、②法人Ａの改革及び改善計画の策定支援、③シス

テムの計画、④システムの要件定義（情報システムに関する調達を行う

に当たって、必要な要件を明確に定める行為又はその定めた内容のこ

と。）、⑤システムの構築、⑥システムの保守支援と規定されている。 

    (ｳ) ＪＩＥＭは、遅くとも要件定義業務が行われる前段階の時点におい

て、法人Ａに対し、サポシステムの開発を、ＪＩＥＭが法人Ａから受託

して開発するという形態ではなく、ＪＩＥＭが自社利用資産として開発

し、法人Ａにサポシステムの利用に係るライセンスを付与する形態で行

いたい旨、提案し、法人Ａの了承を得た。なお、ＪＩＥＭがサポシステ
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ムを自社利用資産としたのは、法人Ａのみならず、法人Ａ以外の事業者

が主催する各種試験においてもサポシステムを利用することを企図した

ものであった。 

    (ｴ) 法人Ａは、平成２６年１２月２６日付けの発注書（作業期間：平成

２７年１月上旬から同年３月下旬までの間、委託業務：××××構築要

件定義、委託料：××万円、支払方法：平成２７年３月から同年５月の

各末日を支払期日とする分割払い。以下「発注書」という。）により、

ＪＩＥＭに対し、サポシステムの開発に係る要件定義業務を委託した。 

    (ｵ) ＪＩＥＭは、発注書に基づく要件定義を行った上、その結果に基づ

いてサポシステムの開発を行った。 

      ＪＩＥＭが開発したサポシステムは、平成３０年４月から運用を開始

し、上記(ｳ)の事前の合意に基づいて、ＪＩＥＭが単独で所有すること

とされ、ＪＩＥＭと法人Ａは、平成２８年４月４日付けで、ＪＩＥＭが

法人Ａにサポシステムを提供し、法人ＡがＪＩＥＭにその対価となる料

金を支払う旨のサービス利用契約書（以下「利用契約書」という。）を

締結した。 

      利用契約書においては、サポシステムの利用とは、法人Ａ及びその顧

客である企業や学校等の団体において、クライアントを使用して、サポ

システムが提供する機能を利用することをいう旨、サポシステムの利用

条件として、法人Ａは、利用契約書においてＪＩＥＭが認めた利用範囲

内で、本件サービスを利用することができる旨、規定されている。 

    (ｶ) ＪＩＥＭと法人Ａは、サポシステムの運用開始後に新たな機能の追

加等をする度に、機能追加等に関する要件定義の業務について、以下の

とおり、業務委託契約を締結した。 

      ａ 平成２８年１１月３０日付け業務委託契約 

      ｂ 平成２９年６月３０日付け業務委託契約 

      ｃ 平成３０年３月３０日付け業務委託契約 
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      ｄ 令和元年６月１日付け業務委託契約 

      ｅ 令和２年４月１日付け業務委託契約 

      ＪＩＥＭは、上記各業務委託契約に基づく要件定義業務を実施し、後

日、上記ａの業務委託契約に係る機能を除いて、それぞれの追加機能が

リリースされている。 

    (ｷ) ＪＩＥＭは、発注書及び上記(ｶ)の各業務委託契約に基づき実施した

要件定義業務の委託料について、各契約所定の要件定義業務に係る作業

期間の終了時点において、一括して売上計上した。 

   イ そこで検討すると、そもそもサポシステム事業とは、法人Ａが、×××

×の受験申込を行う学校等の団体の担当者の負担を軽減し、また、法人Ａ

内の事務の迅速化を図ることなどを企図して、ＪＩＥＭに対し、サポシス

テム（××××能力の測定に法人Ａが実施する××××等の試験を利用す

る学校等の団体による受験申込や成績管理等をサポートするためのシステ

ム）の開発を依頼したことを端緒として（上記ア(ｱ)）、ＪＩＥＭと法人

Ａが、××××に限らず、①法人Ａが実施するその他の××××の受験申

込や結果確認等の受験手続や、××××サービス受講におけるシステムの

簡易化、システム間の連携・統合を通じ、受験者に対する利便性向上を図

ること、②受験者の管理者等、受験申込の取りまとめ担当者の事務の負荷

を軽減させることを目的として（上記ア(ｲ)）、サポシステムの共同開発

を行う事業である。 

     このようなサポシステム事業そのものの内容及び目的、サポ基本契約等

の目的に加え、ＪＩＥＭが単独で所有されることとされたサポシステムの

利用契約書において、ＪＩＥＭが法人Ａにサポシステムを提供し、法人Ａ

がＪＩＥＭにその対価となる料金を支払う旨規定され、更に「サポシステ

ムの利用」とは、法人Ａ及びその顧客である企業や学校等の団体において、

クライアントを使用して、サポシステムが提供する機能を利用することを

いう旨規定されていることからすると（上記ア(ｵ)）、サポ基本契約等を
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前提として、発注書及び各業務委託契約に基づく役務の提供を受ける法人

Ａが想定する事業内容ないし便益とは、発注書及び各業務委託契約に基づ

く各要件定義業務により、予定された機能がサポシステムに実装された上

で、法人Ａに同システムが提供され、これを利用することであったといえ

る。 

     これらに加え、利用契約書においては、法人Ａがサポシステムを利用す

る条件として、法人Ａは、利用契約書においてＪＩＥＭが認めた利用範囲

内で、本件サービスを利用することができる旨、規定されており（上記ア

(ｵ)）、法人Ａは、ＪＩＥＭの管理やサポートなくサポシステムを利用す

ることはできないことも併せみれば、法人Ａは、上記のとおり、発注書及

び各業務委託契約に基づく役務（要件定義業務）に基づいて完成、機能追

加されたソフトウェアの提供を受け、これを利用して初めて、便益を享受

することができるといえる。 

     そうすると、発注書及び各業務委託契約に基づく役務（要件定義業務）

は、法人Ａがサポシステムを利用する前段階として当然に必要となる役務

の一部にすぎず、当該役務の内容、当該役務の提供に係る契約の目的や当

該役務の提供を受ける顧客である法人Ａが想定する事業内容ないし便益等

に照らし、上記役務の提供をもって、契約内容に即した実質的な役務等の

提供があったとみることはできない。したがって、上記役務が顧客である

法人Ａにとってそれ自体で利用する価値があるものとは認められず、ＪＩ

ＥＭが上記役務を提供し、法人Ａが上記役務に係る対価を支払った時点で、

「役務の提供の完了」の要件を満たすとはいえない。 

   ウ また、収益の計上方法についてみると、発注書及び各業務委託契約に基

づく各要件定義業務は、上記のとおり、サポシステム利用契約書に基づく

サポシステムの利用提供義務を離れて単独で評価できないことからすると、

上記役務の提供は、サポシステム利用契約のサービス利用期間を通じて継

続的に提供されたものとみるのが相当である。したがって、各要件定義業
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務の対価として受領した収益については、以下のとおり、各要件定義業務

に基づいて実装された機能・サービスが提供された時点（各要件定義業務

に係る同提供時点は、それぞれ、下記(ｱ)から(ｵ)に始期として記載された

時期である。）から一定の期間（ソフトウェアの法人税法上の法定耐用年

数を考慮し、５年間とするのが相当である。）にわたり、按分して計上す

べきである。 

    (ｱ) 発注書 

      平成２８年４月から令和３年３月まで 

    (ｲ) 平成２９年６月３０日付け業務委託契約 

      平成２９年１１月から令和４年１０月まで 

    (ｳ) 平成３０年３月３０日付け業務委託契約 

      平成３１年４月から令和６年３月まで 

    (ｴ) 令和元年６月１日付け業務委託契約 

      令和２年３月から令和７年２月まで 

    (ｵ) 令和２年４月１日付け業務委託契約 

      令和２年１１月から令和７年１０月まで 

     なお、平成２８年１１月３０日付け業務委託契約に係る要件定義業務

（サポシステム××××申込機能に関する要件定義）は、当該機能が不要

と判断されたため、当該機能追加に係るサービスは開始されておらず、法

人Ａから受領した対価をサービスに紐づけて収益化することはできないも

のの、顧客である法人Ａとの間で返金義務がないことが確認されれば、そ

の時点で収益は実現したと考えられるから、当該機能に関連する××××

事業の事業主体が法人ＡからＪＩＥＭに移行した令和３年４月時点で、返

金義務がないことが確定したとみて、営業外収益として計上すべきである。 

   エ 以上によれば、被審人の連結子会社であるＪＩＥＭが、各要件定義業務

を提供した時点をもって、サポシステム事業に係る取引に係る売上を計上

した会計処理に関して、収益認識要件（「役務の提供の完了」及びそれに
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対する「対価の成立」）を満たすとはいえず、要件定義業務に係る機能が

実装されたサポシステムの提供時点から収益認識し、その収益は、上記の

とおり期間按分して計上すべきであったといえる（ただし、要件定義業務

の結果、サポシステムへの導入を見送られた平成２８年１１月３０日付け

業務委託契約（上記ア(ｶ)a）に基づく売上を除く。）。被審人が行った収

益の計上方法は、不適正である。 

   オ これに対し、被審人は、発注書及び各業務委託契約に基づく役務（要件

定義業務）が提供されることにより、法人Ａは、他の事業者に別途委託す

べき業務がないかなどを検討することができるほか、当該追加機能を実装

することについてのメリット・デメリットを検討するなどできるから、上

記役務それ自体に価値がある旨、主張する。 

     しかし、上記で認定した、当該役務の内容、当該役務の提供に係る契約

の目的や当該役務の提供を受ける顧客である法人Ａが想定する事業内容な

いし便益等を総合的に考慮すれば、上記各契約に基づく役務によって同社

が享受する便益として被審人が主張するものはいずれも付随的な便益にと

どまり、その役務の提供をもって、契約内容に即した実質的な役務等の提

供があったとはいえない。 

     したがって、上記各契約に基づく役務が顧客である法人Ａにとってそれ

自体で利用する価値があるものとは認められず、被審人の上記主張は、採

用することができない。 

   カ また、被審人は、法人Ａは、発注書及び各業務委託契約に基づく役務

（要件定義業務）の提供そのものに価値があるからこそ、当該要件定義業

務が終了するごとに対価を支払っていたのであり、その時点で、収益認識

が可能である旨、主張している。 

     しかし、一般に、対価の支払があったからといって、「役務の提供の完

了」の要件を満たすとはいえないし、役務の提供と対応しない対価の支払

の合意をしたとしても、そのような当事者間の合意によって、収益の認識
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時期を変更することはできないことは、上記⑵で説示したとおりである。

被審人の上記主張は、採用することができない。 

  ⑺ コンテンツ提供等に関する業務提携に係る取引について 

   ア 前記前提事実及び関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。 

    (ｱ) 被審人とＬ社は、平成２９年６月１５日付けで、スマートフォン、

タブレット及びＰＣを通じた××××に特化した××××サービス（以

下「Ｌ社サービス」という。）を普及させることを目的として、「××

××のコンテンツ提供等に関する業務提携契約」（以下「Ｌ社コンテン

ツ提供等業務提携契約」という。）を締結した。 

      Ｌ社コンテンツ提供等業務提携契約において、Ｌ社サービスとは、Ｌ

社が、上記契約に基づいて被審人から提供される××××をコンテンツ

として利用して、自己の名において、××××サービス（仮）の名称で

提供する、××××サービスであって、××××のトレーニングを目的

とするものであり、契約期間、被審人の役割、上記契約に基づく対価の

支払について、以下のとおり、規定されている。 

      契約期間は、契約締結日である平成２９年６月１５日から令和３年３

月３１日までとし、上記期間のうち、平成２９年６月１５日から平成３

０年３月３１日までをＬ社サービス準備期間とし、平成３０年４月１日

以降をＬ社サービス提供期間とする旨、上記契約の契約期間は、１年ご

とに自動更新とする旨、規定されている。 

      被審人の役割として、Ｌ社サービス準備期間における、①コンテンツ

の作成（調達）・納入、利用許諾、②更新コンテンツの作成（調達）・

納入、利用許諾、③実力テストの作成（調達）・納入、利用許諾、④Ｌ

社サービスの詳細設計に関する助言業務、⑤××××試験対策コンテン

ツの調達支援、⑥Ｅ社及びＧ社が共同で管理運営する××××の利用許

諾の取得等が規定され、Ｌ社サービス提供期間における役割として、上

記①から③まで、⑤及び⑥の各コンテンツの保守及び管理業務が規定さ
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れている。 

      Ｌ社は、被審人に対し、Ｌ社サービス準備期間における上記①から⑥

までの役務を遂行するための準備費用として、××億円を支払う旨、準

備費用には、××××として、コンテンツの利用料の前払分が含まれる

旨、規定されているほか、Ｌ社サービス提供期間におけるレベニューシ

ェアとして、Ｌ社サービスの売上金額（Ｌ社が利用者から実際に回収し

た同サービスの利用料から当該利用料に含まれる消費税相当額を控除し

た金額の総額をいう。）の××％を支払うこととし、レベニューシェア

には、Ｌ社サービス提供期間中のコンテンツ、実力テスト、コンサルテ

ーション業務、並びに、コンテンツの保守及び管理を含む、同サービス

提供期間中のＬ社コンテンツ提供等業務提携契約に基づく被審人の一切

の役割の遂行の対価を含むものとする旨、規定されている。 

    (ｲ) 被審人は、Ｌ社に対し、Ｌ社サービス準備期間において、上記①か

ら⑥までの役務をそれぞれ提供し、これらの対価として準備費用を受領

した時点において、それぞれ一括して売上計上するとともに、Ｌ社コン

テンツ提供等業務提携契約に基づく役務の作業において生じた開発コス

トをソフトウェアとして資産計上し、レベニューシェアを収受できるサ

ービス提供開始以降、減価償却費として原価計上した。 

   イ そこで検討すると、Ｌ社コンテンツ提供等業務提携契約は、Ｌ社が、被

審人から提供されるコンテンツ等を利用して、自己の名において、利用者

に対して××××のトレーニングのための××××サービス（Ｌ社サービ

ス）を提供し、同サービスを普及させることを目的としていたことからす

ると（上記ア(ｱ)）、被審人から、上記契約に基づく上記①から⑥までの

役務の提供を受けるＬ社が想定する事業内容ないし便益は、Ｌ社サービス

を利用者に提供し、それによる収益を得ることであったといえる。 

     他方、被審人が行う上記①から⑥までの役務の内容は、Ｌ社サービス準

備期間に行うものとして規定されているとおり、Ｌ社サービスを利用者に
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提供する準備として行われる役務であるから、Ｌ社は、上記各役務の提供

を受けたのみでは、Ｌ社サービスを利用者に提供することはできず、その

後、被審人から、Ｌ社サービス利用期間の役務として規定されている、利

用許諾、各コンテンツの管理・保守・運用等の役務の提供を受けて初めて、

上記のとおり想定する事業内容ないし便益を得ることができるといえる。 

     これらに加えて、Ｌ社コンテンツ提供等業務提携契約においては、被審

人が行う、Ｌ社サービス準備期間における上記①から⑥までの役務の対価

である準備費用には、「コンテンツの利用料の前払分」、「実力テストの

利用料の前払分」及び「××××の利用料の前払分」として、コンテンツ

の利用料の前払分が含まれる旨、規定されていたことからすると（上記ア

(ｱ)）、上記契約上においても、コンテンツの利用料については、未だそ

の対価に見合った役務の提供がされていないことが前提されていたといえ

る。 

     上記各事情を総合的に考慮すると、被審人が行った上記各役務の提供を

もって、契約内容に即した実質的な役務等の提供があったとみることはで

きない。したがって、上記各役務が顧客であるＬ社にとってそれ自体で利

用する価値があるものとは認められず、被審人が上記各役務を提供し、Ｌ

社が上記各役務に係る対価として準備費用を支払った時点で、「役務の提

供の完了」の要件を満たすとはいえない。 

   ウ また、収益の計上方法についてみると、上記各役務は、Ｌ社サービス提

供期間にわたって、Ｌ社によって、利用者に対し、Ｌ社サービスが継続的

に提供されることによって初めて価値があるといえるから、上記各役務の

提供は、継続的な役務の提供に当たるとみるべきであり、その対価として

受領した収益については、Ｌ社サービスの提供開始日からサービス提供期

間（ソフトウェアの法人税法上の法定耐用年数を考慮し、平成３０年４月

から令和５年３月までの５年間とするのが相当である。）にわたって按分

して計上すべきである。 
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   エ 以上によれば、被審人が、Ｌ社サービス準備期間における役務として、

上記①から⑥までの役務の提供をし、その対価を受領した時点で、上記各

役務に係る売上を一括して計上した会計処理に関して、収益認識要件

（「役務の提供の完了」及びそれに対する「対価の成立」）を満たすとは

いえず、Ｌ社サービスの提供開始時点から収益認識し、その収益は上記の

とおり５年間で期間按分して計上すべきであったといえる。被審人が行っ

た収益の計上方法は、不適正である。 

   オ これに対し、被審人は、上記各役務が提供されることにより、Ｌ社は、

社内で××××コンテンツを利用することが可能になり、Ｌ社サービス上

で試験運用を行い、当該コンテンツをどのように掲載するのが効果的であ

るか検討することが可能になるなどと指摘し、上記各役務それ自体に価値

がある旨、主張する。 

     しかし、上記で認定した、当該役務の内容、当該役務の提供に係る契約

の目的や当該役務の提供を受ける顧客であるＬ社が想定する事業内容ない

し便益等を総合的に考慮すれば、上記各契約に基づく役務によって同社が

享受する便益として被審人が主張するものはいずれも付随的な便益にとど

まり、その役務の提供をもって、契約内容に即した実質的な役務等の提供

があったとはいえない。 

     したがって、上記各契約に基づく役務が顧客であるＬ社にとってそれ自

体で利用する価値があるものとは認められず、被審人の上記主張は、採用

することができない。 

   カ また、被審人は、各コンテンツの作成（調達）・納入、利用許諾につい

ては、一度、作成、納入、利用許諾をすれば、役務の提供は完了するなど

と主張する。 

     しかし、上記オで説示したとおり、各コンテンツの作成（調達）・納入、

利用許諾に係る役務の提供をもって、契約内容に即した実質的な役務等の

提供があったとみることはできず、「役務の提供の完了」の要件を満たす
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とはいえない。被審人の上記主張は、採用することができない。 

  ⑻ ××××機能向上追加開発業務等に係る取引について 

   ア 前記前提事実及び関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。 

    (ｱ) ＪＩＥＭと法人Ａ（以下、１⑻の項において、ＪＩＥＭ及び法人Ａ

を併せて「両社」という。）は、平成２７年４月１日、「×××× 共

同開発・企画・運用等に関する基本契約書」（以下「××××基本契約」

という。）を締結し、同契約に基づいて、××××のコンテンツ及び問

題作成メソッド（以下「本件コンテンツ等」という。）並びに××××

システムを共同開発した。 

      なお、××××とは、法人Ａ等が共同開発した××××試験の発展型

として、××××の開発・運用において実績のあるＪＩＥＭの協力を得

て開発されたものであり、××××を対象として実施されている試験で

ある。 

      また、××××システムは、複数の個別システム（申込受付・結果開

示システム、試験当日受付進捗管理システム、認証システム、採点シス

テム等）で構成されており、それらの著作権及びその他の知的財産権は、

ＪＩＥＭが１００％保有していた。 

    (ｲ) 両社は、××××基本契約に基づいて両社で共同開発した、本件コ

ンテンツ等及び××××システムを用いて、××××事業を行うことと

し、平成２７年６月３０日付けで、「ライセンス契約書××××」（以

下「ライセンス契約」という。）を締結した。 

      ライセンス契約において、××××事業は、法人Ａが、ＪＩＥＭの保

有する××××試験に係る本件コンテンツ等及び××××システムの利

用許諾を受けて、これらを利用し、ユーザー（利用者）に対して×××

×試験等のサービスを提供し、ＪＩＥＭに対して、その利用許諾の対価

として、ユーザーから得られる料金から運用費等を差し引いた額を、事

前に定める割合に応じて、支払うものとされている。 
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    (ｳ) ＪＩＥＭは、平成２８年度××××試験の実施を受けて、平成２９

年度××××試験に向けたシステムの機能向上のための追加開発を目的

として、法人Ａとの間で、以下のとおり、契約を締結し、追加開発業務

等を受託した。 

     ａ 平成２８年４月１日付け「個別契約書」（作問、採点／採点研修、

ファシリテーター等の各種マニュアル等作成を行う××××マニュア

ル等作成契約（以下「××××マニュアル等作成契約」という。） 

      ① 業務内容  

        ××××テストコンテンツ、各種マニュアル作成業務 

      ② 成果物 

        作問マニュアル、ルーブリック（学習到達度を示す評価基準）、

採点／採点研修マニュアル、ファシリテーターマニュアル（ファシ

リテータートレーニングキット等） 

      ③ 権利帰属 

        成果物に関する著作権一切の権利は、法人Ａが１００％所有する。 

     ｂ 平成２８年１０月２０日付け「業務委託契約書」（以下「追加開発

契約①」という。） 

      ① 業務内容 

        平成２８年度の××××の実施を受け、平成２９年度実施に向け

た実現可能性のより高いシステム構成企画、要件定義 

      ② 成果物  

        業務処理結果等報告書、システム構成企画書、要件定義資料、調

査結果（報告書・サンプルプログラム） 

     ｃ 平成２９年４月１日付け「業務委託契約書」（以下「追加開発契約

②」という。） 

      ① 業務内容 

        平成２９年度の××××の実施に向けた、計画を実行できる仕組
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みの実装作業 

      ② 成果物 

        業務処理結果等報告書、ローカル版アプリケーションα版、ロー

カル版アプリケーションの提供 

     ｄ 平成２９年４月１日付け「業務委託契約書」（以下「追加開発契約

③」という。） 

      ① 業務内容 

        平成２９年度第１回××××の受験者による申込受付、試験結果

を開示するための作業 

      ② 成果物 

        業務処理結果等報告書 

    (ｴ) ＪＩＥＭは、××××マニュアル等作成契約及び追加開発契約①か

ら③まで（以下、追加開発契約①、追加開発契約②及び追加開発契約③

を併せて「××××追加開発契約」という。）に基づいて、法人Ａに対

して、以下のとおり、各役務（成果物）を提供し、その対価を受領した

時点において、それぞれ一括して売上計上した。 

      ① マニュアル等作成契約 

        遅くとも平成２９年６月１２日までに、第１回及び第２回問題、

作問マニュアル、ルーブリック、採点／採点研修マニュアル及びフ

ァシリテーターマニュアルを納入した。 

      ② 追加開発契約① 

        平成２９年３月３１日に、平成２９年４月から同年８月までの作

業報告書、システム構成企画書、要件定義資料及び調査結果（報告

書・サンプルプログラム）を納入した。 

      ③ 追加開発契約② 

        平成２９年４月１日から同年８月２１日にかけて業務を提供し、

平成２９年４月から８月までの作業報告書を納入した。 
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      ④ 追加開発契約③ 

        平成２９年４月１日から同年８月末日にかけて業務を提供し、平

成２９年４月から８月までの作業報告書を納入した。 

      なお、ＪＩＥＭは、上記①から④までに記載の各業務に要した費用に

ついては、ほぼ全ての金額をソフトウェアとして資産計上し、６０か月

にわたって減価償却費として原価計上していた。 

   イ そこで検討すると、そもそも、××××事業は、××××基本契約に基

づいて両社で共同開発した、本件コンテンツ等及び××××システムを用

いて行う事業であり、具体的には、法人Ａが、ＪＩＥＭの保有する×××

×試験に係る本件コンテンツ等及び××××システムの利用許諾を受けて、

これらを利用し、ユーザー（利用者）に対して××××試験等のサービス

を提供し、ＪＩＥＭに対して、その利用許諾の対価を支払うというもので

あるところ（上記ア(ｱ)(ｲ)）、両社は、ライセンス契約に基づいて×××

×事業を行うことを前提として、平成２９年度××××試験に向けたシス

テムの追加開発を目的に、××××マニュアル等作成契約及び××××追

加開発契約を締結している（上記ア(ｳ)）。 

     このような××××事業の内容、上記各契約が締結された経緯に加え、

××××マニュアル等作成契約及び××××追加開発契約は、いずれも平

成２９年度××××試験に向けたシステムの機能向上のための追加開発を

行うという共通の目的の下で締結されていることからすると、××××マ

ニュアル等作成契約及び××××追加開発契約は一連のものであり、××

××追加開発契約は３つの個別の契約として締結されているものの、一体

のものとみるのが相当である。 

     また、上記各事情に鑑みれば、法人Ａが、××××事業に参画し、ＪＩ

ＥＭから××××マニュアル等作成契約及び××××追加開発契約に基づ

く各役務の提供を受けることによって想定する事業内容ないし便益とは、

ＪＩＥＭから、××××試験に係る本件コンテンツ等及び××××システ
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ムの利用許諾を受けて、これらを利用し、ユーザー（利用者）に対して×

×××試験等のサービスを提供し、その収益を享受することであったと認

められる。 

     これらを前提に、ＪＩＥＭが、××××マニュアル等作成契約に基づい

て提供する役務の内容をみると、その内容は、××××テストコンテンツ

及び各種マニュアルを作成し、作問マニュアル、ルーブリック（学習到達

度を示す評価基準）、採点／採点研修マニュアル、ファシリテーターマニ

ュアル（ファシリテータートレーニングキット等）の成果物を納入すると

いうものであり、成果物に関する著作権一切の権利は、法人Ａが１００％

所有するものとされている（上記ア(ｳ)ａ）。もっとも、××××事業の

内容及び××××マニュアル等作成契約の目的に鑑みれば、上記成果物は、

平成２９年度××××に向けたシステム機能向上のために作成されたもの

であり、その他の用途は想定されていない上、法人Ａは、ＪＩＥＭの保有

する××××試験に係る本件コンテンツ等及び××××システムに係る利

用許諾を受けなければ、システム上で上記成果物を利用することができな

いことからすると、上記成果物の提供は、法人Ａが、ＪＩＥＭから利用許

諾を受けて、これを利用し、ユーザーに対して、××××等のサービスを

提供する前段階として行われる役務の一部にすぎないといえる。 

     また、同様に、ＪＩＥＭが、××××追加開発契約に基づいて提供する

役務の内容についてみると、その内容は、平成２９年度××××試験に向

けたシステム構成企画及び要件定義をし（追加開発契約①）、その要件定

義をシステムに実装し（追加開発契約②）、平成２９年度第１回××××

の受験者による申込みを受け付け、試験結果を開示するための作業を行う

こと（追加開発契約③）である（上記ア(ｳ)ｂｃｄ）。そして、上記のと

おり、追加開発契約①の成果物（システム構成企画書、要件定義資料等）

についても、平成２９年度××××に向けたシステム機能向上のために作

成されたものであり、その他の用途は想定されていない上、法人Ａは、Ｊ



 - 67 - 

ＩＥＭの利用許諾を受けなければ、システム上で上記成果物を利用するこ

とができないことからすると、上記成果物の提供は、法人Ａが、ＪＩＥＭ

から利用許諾を受けて、これを利用し、ユーザーに対して、××××等の

サービスを提供する前段階として行われる役務の一部にすぎないといえる。 

     上記各事情を総合的に考慮すると、ＪＩＥＭが行った××××マニュア

ル等作成契約及び追加開発契約に基づく上記各役務及び成果物の提供をも

って、契約内容に即した実質的な役務等の提供があったとみることはでき

ない。したがって、上記各役務及び成果物が顧客である法人Ａにとってそ

れ自体で利用する価値があるものとは認められず、ＪＩＥＭが上記各役務

を提供し、法人Ａが上記各役務に係る対価を支払った時点で、その全額に

ついて「役務の提供の完了」の要件を満たすとはいえない。 

   ウ また、収益の計上方法についてみると、上記のとおり、××××マニュ

アル等作成契約に基づく成果物は、××××事業のために利用されるもの

であり、その価値は、ＪＩＥＭの法人Ａに対する××××システムの利用

許諾を前提として、××××事業を通じて、継続的に提供されたものと評

価すべきである。したがって、××××マニュアル等作成契約に基づく成

果物の対価として受領した収益については、一括して売上計上するのは適

切ではなく、当該成果物の納入・検収完了時（平成２９年６月）からサー

ビス提供期間（ソフトウェアの法人税法上の法定耐用年数を考慮し、令和

４年５月までの５年間とするのが相当である。）にわたって按分して計上

すべきである。 

     他方、××××追加開発契約に基づく成果物についても、同様に、その

価値は、××××事業を通じて、継続的に提供されたものと評価すべきで

ある。したがって、××××追加開発契約に基づく成果物の対価として受

領した収益についても、一括して売上計上するのは適切ではなく、早くと

も追加開発された××××システムが利用可能な状態となる追加開発契約

③に係る成果物の納入・検収完了時（平成２９年８月）からサービス提供
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期間（令和４年７月までの５年間とするのが相当である。）にわたって按

分して計上すべきである。 

   エ 以上によれば、被審人が、××××マニュアル等作成契約及び××××

追加開発契約に基づく役務として、上記成果物を提供し、上記各役務に係

る売上を一括して計上した会計処理に関して、収益認識要件（「役務の提

供の完了」及びそれに対する「対価の成立」）を満たすとはいえず、上記

各時点から収益認識し、その収益は上記のとおり期間按分して計上すべき

であったといえる。被審人が行った収益の計上方法は、不適正である。 

   オ これに対し、被審人は、××××マニュアル等作成契約に基づく成果物

が提供されることにより、法人Ａは、社内でテストコンテンツの改善点の

有無を検討したり、他に新たに準備すべき対応がないかなどを検討するこ

とができ、また、××××追加開発契約①に基づく成果物が提供されるこ

とにより、要件定義を踏まえて、社内で××××の運営者として更なる改

善点の有無を検討することが可能になるなどと指摘し、上記各成果物自体

に価値がある旨、主張する。 

     しかし、上記で認定した、当該役務の内容、当該役務の提供に係る契約

の目的や当該役務の提供を受ける顧客である法人Ａが想定する事業内容な

いし便益等を総合的に考慮すれば、上記各契約に基づく役務によって同社

が享受する便益として被審人が主張するものはいずれも付随的な便益にと

どまり、その役務の提供をもって、契約内容に即した実質的な役務等の提

供があったとはいえない。 

     したがって、上記各契約に基づく役務が顧客である法人Ａにとってそれ

自体で利用する価値があるものとは認められず、被審人の上記主張は、採

用することができない。 

  ⑼ Ｍ事業に係る取引について 

   ア 前記前提事実及び関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。 

    (ｱ) ＪＩＥＭと法人Ａは、両社が運営するサイト「××××」上で、法
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人Ａ公式の××××サービスである××××を提供している。 

    (ｲ) ＪＩＥＭは、平成２３年に、××××のシステム開発を開始し、平

成２４年７月１０日付けで、法人Ａ及びＥ社との間で、システム開発委

託基本契約（以下「開発基本契約」という。）を締結した。 

      開発基本契約においては、法人Ａ及びＥ社が、ＪＩＥＭに対し、××

××システム（以下、１⑼の項において、「××××システム」とい

う。）の開発を委託する旨、開発委託業務の詳細は、個別契約において

定める旨（同項）、開発基本契約は、個別契約において異なる規定があ

る場合を除き、その有効期間中、ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＥ社との間で締

結される全ての個別契約に適用される旨、個別契約には、開発委託業務

の具体的作業内容（仕様、範囲等）、ＪＩＥＭが作成し、納入すべき成

果物の明細及び納入場所、作業期間、納品期日、各当事者の役割分担、

対価及び支払方法（法人Ａ及びＥ社間の負担割合等も含む。）、並びに、

その他業務遂行に必要な事項等の必要事項を記載する旨、規定されてい

る。また、対価の負担割合は、個別契約ごとに決定する旨、××××シ

ステムのプログラム部分その他に関する成果物のうち、開発基本契約に

基づいて新規に作成されたものに関する著作権は、上記成果物に係る対

価の支払の完了と同時に、ＪＩＥＭ：３４％、法人Ａ：３３％、Ｅ社：

３３％の割合で、ＪＩＥＭから法人Ａ及びＥ社に移転し、３社の共有と

する旨、有効期間は、平成２４年７月１０日から平成２５年９月末日ま

でとし、契約の更新を行う場合は、有効期間満了の３か月前より、ＪＩ

ＥＭ、法人Ａ及びＥ社間で十分に協議した上で書面により決定する旨、

規定されている。 

      なお、システム開発基本契約は、平成２５年１０月以降も、順次、同

契約を更新する旨の覚書が締結され、少なくとも令和４年３月３１日ま

で有効期間が延長されている。 

    (ｳ) ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＥ社は、平成２４年７月１０日付けで、開発
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基本契約に基づいて開発された××××システムについて、ライセンス

契約（以下「××××ランセンス契約」という。）を締結した。 

      ××××ライセンス契約においては、まず、××××システムの著作

権等は、開発基本契約に規定したとおり、ＪＩＥＭ：３４％、法人Ａ：

３３％、Ｅ社：３３％の割合で、共有とすること、ＪＩＥＭ、法人Ａ及

びＥ社がそれぞれに××××システムに提供するコンテンツ等は、３社

がそれぞれ著作権等を有することが確認された上、法人Ａ及びＥ社は、

ＪＩＥＭが運営する××××サイト事業において、ＪＩＥＭが単独で×

×××システムの著作権等を行使し、××××システムを運用すること

を許諾する旨、法人Ａ及びＥ社は、ＪＩＥＭが××××システムを運用

するために必要最小限の範囲で、法人Ａ及びＥ社が提供したコンテンツ

等を非独占的に利用することを許諾する旨、規定されている。また、Ｊ

ＩＥＭは、単独で××××システムの著作権等を行使し××××システ

ムを運用すること、法人Ａ及びＥ社が提供するコンテンツ等を利用する

ことの対価として、ＪＩＥＭが××××システムの利用者から得られる

料金から××××利用料を控除した額を、別途覚書において定める分配

割合に応じてＪＩＥＭ、法人Ａ及びＥ社で分配した上、法人Ａ及びＥ社

に対し、それぞれ支払う旨、有効期間は、平成２４年７月１０日から平

成２５年９月末日までとし、契約の更新を行う場合は、有効期間満了の

３か月前より、ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＥ社間で十分に協議した上で、書

面により決定する旨、××××ライセンス契約が終了した後であっても、

権利関係の帰属を定めた規定は有効に存続する旨、規定されている。 

      なお、××××ライセンス契約は、平成２５年１０月以降も、順次、

同契約を更新する旨の覚書が締結され、少なくとも令和４年３月３１日

まで有効期間が延長されている。 

    (ｴ) ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＥ社は、平成２５年４月１日付けで、×××

×ライセンス契約で規定した対価について取り決めることを目的として、
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「売上分配に関する覚書××××」（以下「売上分配に関する覚書」と

いう。）を締結した。 

      売上分配に関する覚書においては、ＪＩＥＭが運営する××××サイ

ト事業を通じて回収する「××××」利用料から××××提供者が定め

る××××利用料（××％）を控除した残りの××％の金額を、×××

×で定める配分（ＪＩＥＭ：３４％、法人Ａ：３３％、Ｅ社：３３％）

で分配し、これを対価とする旨、ＪＩＥＭは、対価として、上記分配割

合に基づいて算出した金額を、法人Ａ及びＥ社に支払う旨、有効期間は、

××××ライセンス契約に準ずる旨、規定されている。 

    (ｵ) その後、××××システムの開発が進み、平成２５年７月、×××

×の有償プランが正式にリリースされた。 

    (ｶ) ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＥ社は、平成２６年１月２６日付けで、Ｇ社

との間で、契約上の地位の承継等に関する覚書を締結し、Ｅ社が有する

開発基本契約等の契約上の地位を、Ｇ社に承継することに合意した。 

    (ｷ) 法人Ａは、平成２６年４月、××××申込者に対して利用料を徴収

せずに、××××サービスを提供する、××××のベーシックプランの

提供を開始した。 

      ベーシックプランの対価に関しては、法人Ａが、Ｇ社に対し、ライセ

ンス使用料として、各試験における想定受験者数等に応じた一定の計算

式により算出される金額を支払い、Ｇ社が、ＪＩＥＭに対し、同金額の

うち一部を支払うこととされていた。 

    (ｸ) ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＧ社の３社は、平成２６年１０月以降、スマ

ートフォンでも××××を利用できるようにするため、システムの改修

を進め、別表のとおり、××××の改修等に係る複数の契約を締結した

（以下、別表記載の契約番号①から⑬までの各契約を併せて、「改修等

個別契約」といい、「改修等個別契約」に続く数字は、各改修等個別契

約の契約番号を指すものとする。）。 
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      なお、各改修等個別契約の契約当事者（かっこ書で示すもの）は、以

下のとおり、変遷している（以下、１⑼の項では、ＪＩＥＭ、法人Ａ及

びＧ社を併せて「３社」という。）。 

      ①平成２７年４月１日付け個別契約（３社） 

      ②平成２７年４月１日付け個別契約（３社） 

      ③平成２７年１２月１日付け個別契約（３社） 

      ④平成２８年４月１日付け個別契約（３社） 

      ⑤平成２８年１０月１日付け業務委託契約（法人Ａ及びＪＩＥＭ） 

      ⑥平成２８年１０月１日付け業務委託契約（法人Ａ及びＪＩＥＭ） 

      ⑦平成２９年７月１日付け個別契約（３社） 

      ⑧平成２９年７月１日付け業務委託契約（法人Ａ及びＪＩＥＭ） 

      ⑨平成３０年６月４日付け業務委託契約（法人Ａ及びＪＩＥＭ） 

      ⑩令和元年７月１日付け業務委託契約（法人Ａ及びＪＩＥＭ） 

      ⑪令和元年７月１日付け業務委託契約（法人Ａ及びＪＩＥＭ） 

      ⑫令和元年７月１日付け業務委託契約（法人Ａ及びＪＩＥＭ） 

      ⑬令和２年４月１日付け業務委託契約（法人Ａ及びＪＩＥＭ） 

    (ｹ) 平成２７年４月１日から平成２９年７月１日にかけて、３社間で締

結された、改修等個別契約①から④まで及び⑦においては、法人Ａ及び

Ｇ社は、開発基本契約に基づき、ＪＩＥＭに対し、業務を委託し、ＪＩ

ＥＭはこれを受託するものとする旨、改修等個別契約に記載のない事項

については、開発基本契約によるものとする旨、規定され、開発基本契

約を参照する形式で、契約が締結されている。 

      また、上記各個別契約のうち、３社間で締結された改修等個別契約①

から③までは、××××のスマートフォン版の開発を目的としたもので

あるところ、法人Ａの開発コストの負担は０円であり、その代わりに、

法人Ａは××××の利用促進策を実施する旨、規定されていた。上記各

個別契約上、委託業務の合計金額（「②委託業務」）から、法人Ａ及び



 - 73 - 

Ｇ社がＪＩＥＭに支払う委託業務の対価（「⑤委託業務の対価」）を控

除して、ＪＩＥＭが負担する開発コストを算出すると、ＪＩＥＭとＧ社

が負担する開発コストは同額となる。 

      さらに、３社間で締結された、その余の改修等個別契約④及び⑦は、

××××の機能開発等を目的としたものであるところ、Ｇ社の開発コス

トの負担は０円であり、その代わりに、Ｇ社は××××の利用促進企画

の立案・実施を行う旨、規定されていた。上記各個別契約のうち、改修

等個別契約④では、ＪＩＥＭとＧ社の開発コストの負担割合は同額とさ

れ（「⑤委託業務の対価」）、他方、改修等個別契約⑦では、ＪＩＥＭ

の開発コストの負担額は明記されていなかったが、ＪＩＥＭも開発コス

トの一部を負担することが想定されていた。 

    (ｺ) 平成２８年１０月１日以降、ＪＩＥＭ及び法人Ａの間で締結された

改修等個別契約⑤、⑥及び⑧から⑬までにおいては、開発基本契約は参

照されていなかった。 

      ＪＩＥＭが、上記各個別契約に基づき、法人Ａに対して提供する業務

は、いずれも要件定義、初期設定等の導入支援であり、システムの改修

等を内容とするものではなかったが、その後、ＪＩＥＭと法人Ａとの間

で、上記各個別契約の成果物である要件定義書等に基づいて、実際のシ

ステム改修等に係る契約が締結されることはなく、ＪＩＥＭが単独で開

発コストを負担し、システム改修等を実施した。 

      なお、最終報告書においては、このようにＪＩＥＭが単独で開発コス

トを負担した理由について、被審人の株式上場（ＩＰＯ）準備のため、

ＪＩＥＭが、サポシステムの案件において要件定義業務を受託し、売上

を計上した事業モデルを参考として、法人Ａに対し、××××の改修等

はＪＩＥＭが負担する一方で、改修前の前段階となる要件定義書の作成

等によって収益を上げる事業モデルへの変更を提案したことによるもの

と記載されている（２４３頁）。 
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      また、最終報告書には、法人Ａは、ＪＩＥＭが単独で××××の改修

等を行った部分に係る一定の権利についても、その３分の１が自社に帰

属すると考えており、応分の開発コストを負担するために、ＪＩＥＭに

対し、改修等個別契約の要件定義書の作成や初期設定等について数千万

円の費用を支払った旨２４３頁）、Ｇ社は、改修等個別契約の当事者か

ら外れ、ＪＩＥＭによるシステム改修等の開発コストを直接負担しなく

なったものの、その代わりに、××××のベーシックプランの収益分配

に当たって、従前よりもＪＩＥＭに対する分配割合を大きくすることに

より、実質的にＪＩＥＭのシステム開発コストを負担していた旨（２４

３頁から２４８頁まで）、記載されている。 

    (ｻ) 上記(ｸ)から(ｺ)までのとおり、平成２６年以降に実施された、××

××の改修等においては、契約の形態、開発コストの負担割合が変遷し

ていたが、ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＧ社の間で、開発基本契約において規

定された、××××システムに係る権利の帰属割合を変更する協議が行

われたことはなかった。 

    (ｼ) ＪＩＥＭは、改修等個別契約に基づいて実施した業務の委託料につ

いて、委託業務の終了時点で、一括して売上を計上したほか、改修等個

別契約に基づいて実施した業務においてＪＩＥＭが負担した費用及びこ

れらに関連して自社で行ったシステム改修に要した費用について、ほぼ

全ての金額を、費用が発生する都度、ソフトウェアとして資産計上し、

その計上時から５年間にわたって、減価償却費として原価計上した。 

   イ ＪＩＥＭは、Ｍ事業に係る取引について、上記ア(ｼ)で認定したとおり、

会計処理を行っているところ、ＪＩＥＭが行った会計処理については、①

費用に関し、ＪＩＥＭが負担した開発コスト全額を自社の資産として計上

したことが適正か否か、②売上の金額に関し、法人Ａ及びＧ社から支払を

受けた業務委託料の全額を売上として計上したことが適正か否か、③収益

の認識時期に関し、②の売上について、委託業務の終了時点で、一括して
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計上したことが適正か否かが問題となる。 

     そこで、以下、①費用、②売上の金額、③収益の認識時期について、そ

れぞれ検討する。 

    (ｱ) まず、①費用についてみると、日本公認会計士協会会計制度委員会

が、平成２３年３月２９日付けで公表した（なお、平成２６年１１月２

８日に改正されている。）、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理

に関するＱ＆Ａ」（以下「ソフトウェアＱ＆Ａ」という。）は、共同研

究に係る費用について、「一般的に共同研究の成果は参加各企業に帰属

するものと考えられるため、研究に要した費用の額のうち自己の負担し

た部分については研究開発費として処理する」と規定している（Ｑ３

（２頁））。そうすると、ＪＩＥＭは、システム開発に要した費用の額

のうち、「自己の負担した部分」に限って、開発費として処理すること

ができるといえる（なお、ソフトウェアＱ＆Ａは、「共同研究」に係る

費用について規定されているものの、共同開発も、各共同開発者が共同

して開発を行い、成果物を各共同開発者が保有するという点で、共同研

究と経済的実態は同様のものといえるから、共同開発における費用処理

についてもソフトウェアＱ＆Ａの考え方を参照すべきである。）。 

      そこで、××××システム開発において、ＪＩＥＭで発生した開発コ

ストのうち、ＪＩＥＭが負担する範囲について、改修等個別契約ごとに

検討する。 

      改修等個別契約のうち、３社間で締結された、改修等個別契約①から

④まで及び⑦についてみると、これらの個別契約は、開発基本契約を参

照する形式で、契約が締結されており（上記ア(ｹ)）、開発基本契約に

おいて、同契約に基づいて新規に作成されたものに関する著作権は、Ｊ

ＩＥＭ：３４％、法人Ａ：３３％、Ｅ社：３３％の割合で、ＪＩＥＭか

ら法人Ａ及びＥ社に移転し、３社の共有とする旨、規定されていること

（上記ア(ｲ)）、その後、Ｅ社の契約上の地位はＧ社に承継されている
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こと（上記ア(ｶ)）からすると、改修等個別契約①から④及び⑦に基づ

いて作成された成果物に関する権利は、ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＧ社の３

社に約３分の１ずつの割合で帰属するものと認められる。また、上記各

個別契約においては、法人Ａ又はＧ社の開発コストの負担が０円とされ

ているものの、その代わりに、特約事項として、××××の利用促進策

の実施や、その企画立案・実施を行う旨規定されており、開発コストを

負担する２社（ＪＩＥＭとＧ社又は法人Ａ）が負担する開発コストは同

額とされていたことからすると（上記ア(ｹ)）、改修等個別契約①から

④まで及び⑦においては、ＪＩＥＭ，法人Ａ及びＧ社の３社で、等分に

開発コストを負担することが前提となっていたと認められる。 

      他方、改修等個別契約のうち、ＪＩＥＭ及び法人Ａの２社間で締結さ

れた、改修等個別契約⑤、⑥及び⑧から⑬までについてみると、これら

の個別契約は、開発基本契約を参照しておらず、成果物に関する権利の

帰属割合は、契約上、明らかとはいえない（上記ｱ(ｺ)）。 

       しかし、上記のとおり、開発基本契約及び××××ライセンス契約は、

ＪＩＥＭ及び法人Ａの２社間で個別契約が締結されるようになった平成

２８年１０月以降も、引き続き、有効期間が延長されていたこと（上記

ア(ｲ)(ｳ)）、一方、ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＧ社の３社間で、開発基本契

約において規定された、××××システムに係る権利の帰属割合を変更

する協議が行われたことは一度もなかったこと（上記ア(ｻ)）、加えて、

開発基本契約においては、同契約は、個別契約において異なる規定があ

る場合を除き、その有効期間中、ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＥ社（ただし、

契約の地位の承継後はＧ社。以下、断りなく、契約の地位承継後のＧ社

と記載する。）との間で締結される全ての個別契約に適用される旨、規

定されており（上記ア(ｲ)）、売上分配に関する覚書においても、ＪＩ

ＥＭ、法人Ａ及びＧ社の３社間で、開発基本契約と同様に約３分の１ず

つの割合で売上を分配する旨規定されていたこと（上記ア(ｴ)）からす
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ると、改修等個別契約⑤、⑥及び⑧から⑬までに基づいて作成された成

果物に関する権利についても、ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＧ社の３社に約３

分の１ずつの割合で帰属するものと認められる。 

      （なお、開発基本契約には、個別契約は、ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＧ社

との間で締結する旨、規定されているから、開発基本契約は、ＪＩＥＭ

及び法人Ａの２社間で締結された個別契約に適用されるか否か、一応、

問題となる。しかし、上記のとおり、開発基本契約は、Ｇ社が契約当事

者から外れ、ＪＩＥＭと法人Ａの２社間で個別契約を締結するようにな

った平成２８年１０月以降も、その有効期間が更新され続けていたこと、

Ｇ社が契約当事者から外れた経緯は、上記ア(ｺ)で認定したとおり、被

審人の株式上場準備のため、法人Ａに事業モデルの変更を提案したこと

によるものであり、開発基本契約の締結当時、そのような事業モデルの

変更は予定されていなかったことからすると、開発基本契約の上記規定

があるからといって、同規定が、ＪＩＥＭ及び法人Ａの２社間の個別契

約への適用の妨げになるものとはいえない。） 

      上記のとおり、改修等個別契約⑤、⑥及び⑧から⑬までにおいても、

その成果物に係る権利は、ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＧ社に、約３分の１ず

つの割合で帰属すると認められることに加え、Ｇ社は、自社は、改修等

個別契約の当事者から外れ、ＪＩＥＭによるシステム改修等の開発コス

トを直接負担しなくなったものの、従前よりもＪＩＥＭに対する収益の

分配割合を大きくすることにより、実質的にＪＩＥＭのシステム開発コ

ストを負担していたと認識しており、契約当事者ではないＧ社が実質的

に開発コストを負担していたことからすると（上記ア(ｺ)）、改修等個

別契約⑤、⑥及び⑧から⑬までにおいても、ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＧ社

の３社で、等分に開発コストを負担することとされていたと認められる。 

      そうすると、××××システムに係る権利は、ＪＩＥＭ、法人Ａ及び

Ｇ社の３社で共同して、約３分の１ずつの割合で、権利を保有しており、
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３社が同程度の割合で、開発コストを負担して、××××システムを共

同開発していくこととされていたのであるから、ＪＩＥＭは、××××

システムの開発に要した費用のうち「自己の負担した部分」、すなわち、

ＪＩＥＭに帰属する権利割合に対応する分に限って、開発費として処理

すべきである（ソフトウェアＱ＆Ａ・Ｑ３（２頁））。 

      したがって、ＪＩＥＭは、同社が実際に支出した開発コストのうち、

ＪＩＥＭが負担すべき開発コスト、すなわち、ＪＩＥＭに帰属する権利

割合に対応する分のみを資産計上し、計上時から５年間にわたって減価

償却費として原価計上すべきであったといえる。また、ＪＩＥＭが支出

した開発コストのうち、その余の法人Ａ及びＧ社に帰属する権利割合に

対応する分については、上記のとおり、開発コストについては、３社で

等分に負担することとされていたことからすると、ＪＩＥＭは、法人Ａ

及びＧ社に対する立替金として計上すべきであったといえる。 

    (ｲ) 次に、②売上の金額についてみると、ソフトウェアＱ＆Ａは、共同

研究について、「研究の実施に当たっては、共同研究の参加者の１社が

参加者全員の委託を受け、研究開発を実施するとともに一旦研究開発費

の総額を負担することがありますが、この場合、研究に要した費用のう

ち自社の負担部分を適正に算定し、発生時に研究開発費として処理する

こととなります」と規定している（Ｑ３（２頁））。 

      上記(ｱ)で認定・説示したとおり、××××システムの開発について

は、その成果物については、ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＧ社の３社で共同し

て、約３分の１ずつの割合で、権利を保有し、他方、開発コストについ

ては、３社が同程度の割合で負担することとされていたのであるから、

××××システムの開発及び改修は、その経済実態に照らして、共同開

発であることは明らかであり、上記のとおり、共同開発先である法人Ａ

及びＧ社も等分に開発コストを負担することが前提とされていたことか

らすると、ＪＩＥＭが、共同開発先から得た業務委託料の全額を売上と
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して計上するのは不適正である。その上で、ソフトウェアＱ＆Ａで示さ

れている、共同開発先に対する取引をネット処理するという考え方に鑑

みれば、ＪＩＥＭは、改修等個別契約に基づく業務委託料から、委託料

の収受先に対する立替金として計上される金額（ＪＩＥＭで発生した開

発コストのうち、法人Ａ及びＧ社に帰属する権利割合に対応する分）と

相殺処理し、同額を業務委託料から控除した金額のみを売上として計上

すべきであったといえる。また、業務委託料の収受先以外に対する立替

金については、××××システムの利用料等と相殺処理し、同額を売上

から控除すべきであったといえる。 

    (ｳ) 更に、③収益の認識時期についてみると、上記１⑴のとおり、収益

の認識には、役務の提供が完了していることが必要であるところ、提供

された役務等の内容、当該役務等の提供に係る契約の目的や当該役務等

の提供を受ける顧客が想定する事業内容ないし便益等を総合的に考慮し、

契約内容に即した実質的な役務等の提供があったといえる場合には、当

該役務等は顧客にとってそれ自体で利用する価値を有するといえ、役務

の提供が完了したと認められる。 

      これを本件についてみると、改修等個別契約は、上記で認定したとお

り、開発基本契約及び××××ライセンス契約を前提とする契約である

ところ、その目的は、ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＧ社が××××システムを

共同開発し、法人Ａ及びＧ社が、ＪＩＥＭが運営する××××事業にお

いて、ＪＩＥＭが××××システムを運用する際に必要となるコンテン

ツ等を提供し、ＪＩＥＭからその利用許諾の対価（ライセンス料）の支

払を受けるかたちで、Ｍ事業の収益の分配を受けることであったと認め

られる（上記ア(ｲ)(ｳ)(ｸ)(ｹ)(ｺ))。 

      上記契約の目的に鑑みれば、法人Ａ及びＧ社が想定する事業内容ない

し便益とは、改修等個別契約によって機能追加された××××システム

にコンテンツ等を提供し、これが××××ライセンス契約に基づいて利
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用され、××××システムを介して、××××サービスがユーザーに提

供されることによって生じる利益の一部を受領することであったと認め

られる。 

      これに対し、改修等個別契約におけるＪＩＥＭの役務の内容をみると、

要件定義又は導入支援を内容とするものであり（上記ア(ｸ)から(ｺ)ま

で）、これらは、上記のとおり、法人Ａ及びＧ社が改修された××××

システムを介して××××サービスがユーザーに提供されることによっ

て利益を得る前段階として当然に必要とされる役務の一部にすぎず、上

記役務の提供をもって、契約内容に即した実質的な役務等の提供があっ

たとみることはできない。 

      上記各事情を総合的に考慮すると、ＪＩＥＭがシステム改修等個別契

約に基づいて作成した要件定義書等の成果物の提供をもって、契約内容

に即した実質的な役務の提供があったとみることはできず、上記成果物

が顧客である法人Ａ及びＧ社にとってそれ自体で利用価値を有するもの

とは認められない。したがって、ＪＩＥＭが上記各役務を提供し、法人

Ａ又はＧ社が上記各役務に係る対価を支払った時点で、「役務の提供の

完了」の要件を満たすとはいえない。 

    (ｴ) また、収益の計上方法についてみると、上記のとおり、改修等個別

契約に基づいて作成された成果物は、その成果物に基づく機能が実装さ

れ、××××ライセンス契約に基づいて、××××システムが運用され

て初めて価値を有するから、上記成果物は、××××ライセンス契約に

基づく履行義務と切り離して単独で評価することはできない。そして、

××××ライセンス契約に基づくＪＩＥＭの履行義務は、××××シス

テムを運用することであり、一定期間にわたり、継続的に、法人Ａ及び

Ｇ社に上記便益を享受させる点において価値があるから、その時間の経

過とともに、「役務の提供の完了」の要件が満たされることになる。 

      また、上記で認定した、改修等個別契約の前提となる開発基本契約及
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び××××ライセンス契約の内容、目的に鑑みると、改修等個別契約に

基づいて、法人Ａ又はＧ社からＪＩＥＭに支払われる業務委託料は、×

×××ライセンス契約に基づいてライセンス料として収受すべき金額を

事前に受け取っているものと評価するのが相当であり、収受時に前受金

として計上し、サービス提供期間で配分して収益に振替計上するのが相

当である。 

      したがって、改修等個別契約に基づく役務の対価について、業務終了

時に一括して売上計上するのは適切ではなく、一定期間にわたり時間の

経過を基礎として収益を認識していくべきであり、具体的には、改修等

個別契約に基づく各要件定義業務の検収完了時点（なお、各要件定義業

務に係る検収完了時点は、以下の各期間の始期である。）から一定期間

（ソフトウェアの法人税上の法定耐用年数が５年であることを考慮し、

５年間とするのが相当である。）にわたって按分して計上すべきである。

すなわち、改修等個別契約①から③までに係る売上については、平成２

８年６月から令和３年５月まで、同個別契約④から⑥までに係る売上に

ついては、平成２９年４月から令和４年３月まで、同個別契約⑦から⑨

までに係る売上については、平成３０年１１月から令和５年１０月まで、

同個別契約⑩から⑬までに係る売上については、令和２年１２月から令

和７年１１月まで、按分して売上を計上すべきである。 

   ウ 以上によれば、被審人の連結子会社であるＪＩＥＭが、改修等個別契約

に基づく役務として、上記成果物を提供し、上記各役務に係る売上を一括

して計上した会計処理に関して、収益認識要件（「役務の提供の完了」及

びそれに対する「対価の成立」）を満たすとはいえず、上記各時点から収

益認識し、その収益は上記のとおり期間按分して計上すべきであったとい

える。被審人が行った収益の計上方法は、不適正である。 

   エ これに対し、被審人は、ＪＩＥＭと法人Ａの２社間で締結された業務委

託契約は、××××の開発とは別個のものである旨、主張するとともに、
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改修等個別契約において、ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＧ社の３社の間で、開発

コストを等分に負担するとの合意は存在しない旨、主張する。 

     しかし、ＪＩＥＭと法人Ａの２社間で締結された業務委託契約（改修等

個別契約⑤、⑥及び⑧から⑬まで）はいずれも、その委託業務の内容に鑑

み、××××システムの改修等のために行われていたことは明らかである

し、上記のとおり、改修等個別契約が締結されている間も、開発基本契約

及び××××ライセンス契約が更新されていたことに照らすと（上記ア

(ｲ)(ｳ)）、明示的には参照していないものの、上記各改修等個別契約も、

開発基本契約及び××××ライセンス契約を前提とするものと認められる。

また、開発コストについても、上記３社間で等分に負担することが前提と

されていたと認められることは、上記で認定・説示したとおりである。被

審人の上記主張は、採用することができない。 

   オ また、被審人は、改修等個別契約は、共同開発を内容とするものではな

く、受注制作のソフトウェア取引に該当する旨、主張する。 

     しかし、上記のとおり、ＪＩＥＭ、法人Ａ及びＧ社の３社の間では、改

修等個別契約に基づいて作成された成果物等に係る権利は、３社間で約３

分の１ずつの割合で権利帰属し、開発コストについても、同一の割合で負

担することとされていたことからすると、これらの契約が共同開発を内容

とするものであったことは明らかである。被審人の上記主張は、採用する

ことができない。 

   カ 被審人は、××××システムに係る権利帰属と、同システムの活用によ

る収益の獲得は別物であるなどとも主張する。 

     しかし、上記で認定したとおり、××××ライセンス契約及び××××

の有償プランに係る売上分配に関する覚書においては、ＪＩＥＭ、法人Ａ

及びＧ社の権利の帰属割合に応じて、売上金を分配する旨、合意されてい

たのであるから（上記ア(ｳ)(ｴ)）、被審人の上記主張は、証拠に基づかな

いものであって、採用することができない。 
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  ⑽ ソフトウェア使用権売買に係る取引について 

   ア 前記前提事実及び関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。 

    (ｱ) ＪＩＥＭとＧ社は、「××××ソフトウェア」（以下「ソフトウェ

ア」という。）を共同開発し、平成２９年４月２９日付けで、ソフトウ

ェアに関して第三者への販売及び売上が発生した場合には、売上の分配

を行う旨の「ライセンス契約書××××」を締結した。 

    (ｲ) ＪＩＥＭと法人Ａは、平成２９年５月２５日付け「××××ソフト

ウェア使用権」売買契約書（以下「ソフトウェア使用権売買契約」とい

う。）を締結した。 

      ソフトウェア使用権売買契約においては、①ＪＩＥＭが、法人Ａに対

して、ＪＩＥＭが所有するソフトウェアに係る非独占的な使用権（以下

「ソフトウェア使用権」という。）を、××万円（一括払い）で販売す

る旨、②法人Ａは、ＪＩＥＭが発行する使用権利証を受領した日から有

効期限の定めなくソフトウェアを自由に使用することができる旨、③た

だし、ソフトウェアの著作権等の知的財産権は、ＪＩＥＭに留保される

旨、④ＪＩＥＭは、上記契約に基づいてソフトウェア使用権を法人Ａに

販売した後も、法人Ａと協議の上、ソフトウェアの改良に努める旨、規

定されている。 

    (ｳ) ＪＩＥＭとＧ社は、ソフトウェアに関して第三者（法人Ａ）への販

売及び売上（販売価格××万円）が発生したとして、上記(ｱ)の契約に

基づいて売上の分配を行うこととし、平成２９年５月３１日付けで、Ｊ

ＩＥＭがＧ社に対し、××万円の売上分配金を支払う旨の「売上分配に

関する覚書」を締結した。 

    (ｴ) ＪＩＥＭは、平成２９年５月、法人Ａにソフトウェアを納入し、ソ

フトウェアに係る検収書の発行日（平成２９年５月３１日）付けで、ソ

フトウェア使用権売買契約に基づく契約金額（××万円）を売上として、

Ｇ社に対する売上分配金（××万円）を売上原価として、それぞれ一括
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して計上した。 

   イ そこで検討すると、ソフトウェア使用権売買契約においては、ＪＩＥＭ

が、法人Ａに対し、ソフトウェア使用権を販売し、法人Ａは、これを自由

に使用することができる旨規定されているものの、ソフトウェア使用権の

販売後も、ソフトウェアの著作権等の知的財産権はＪＩＥＭに留保される

とされ、ＪＩＥＭは、引き続き、ソフトウェアの改良に努めるとされてい

る（上記ア(ｲ)）。そして、ソフトウェアは、いわゆるＳａａＳ（Ｓｏｆ

ｔｗａｒｅ ａｓ ａ Ｓｅｒｖｉｃｅ）型の提供形態（インターネット

を経由して利用できるクラウド上にあるソフトウェア又はサービス形態）

を採用しており、一般に、ＳａａＳ型においては、企業（ベンダー）がイ

ンフラを提供するため、ユーザー側は自社で保守管理を行う必要がなく、

障害やトラブルが起きた際もベンダーが対処することになるため、ソフト

ウェア又はサービスの運用コストや負担が少ないとされていることからす

ると、ソフトウェアについては、ＪＩＥＭが、ソフトウェアに係るサーバ

ーを提供し、当該サーバー等に障害等が生じた場合には、ＪＩＥＭがその

障害に対応する義務を負うものと解される。そうすると、ソフトウェアに

ついては、ソフトウェア使用権売買契約上、その販売後も、ＪＩＥＭによ

る保守・管理等の継続的な関与が想定されているものとみるのが相当であ

る。 

     上記各事情を総合的に考慮すると、ソフトウェア使用権売買契約は、資

産又は権利の販売ではなく、実質的には、ソフトウェアの使用許諾にすぎ

ないといえる（中間報告４２頁参照。）。なお、被審人も、この点につい

ては争っていない。 

   ウ 上記のとおり、ソフトウェア使用権売買契約は、実質的には、ソフトウ

ェアの使用許諾を内容とするものであることに加え、ソフトウェアは、Ｓ

ａａＳ型の提供形態を採用しており、ＪＩＥＭによる保守・管理等の継続

的な関与が想定されていることからすると、上記契約に基づいて提供する
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ＪＩＥＭの役務の性質は、ＪＩＥＭが法人Ａに対して行う継続的な役務の

提供に当たると評価するのが相当である。そうすると、ソフトウェア使用

権売買契約に基づいて、ソフトウェア販売の対価として受領した収益につ

いては、時間の経過を基礎として認識すべきである。 

     したがって、ソフトウェアの納入・検収が実際に行われた時点（平成２

９年６月）で、販売の対価（契約金額××万円）を売上として、また、Ｇ

社に対する売上分配金（××万円）を売上原価として、それぞれ一括して

計上すべきではなく、ソフトウェア使用権売買契約の契約金額（××万円）

からＧ社に対する売上分配金（××万円）を控除した額を、ソフトウェア

の販売に係る納入・検収が行われた時（平成２９年６月）から利用期間

（研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針第２１項に基

づき、令和４年５月までの５年間とするのが相当である。）にわたって按

分して計上すべきである。 

   エ 以上によれば、被審人が、ソフトウェア使用権売買に基づく役務の対価

としてソフトウェア使用権販売の契約金額を一括して売上計上した会計処

理に関して、収益認識要件（「役務の提供の完了」及びそれに対する「対

価の成立」）を満たすとはいえず、被審人が行った収益の計上方法は、不

適正である。 

   オ これに対し、被審人は、ソフトウェア使用権売買契約が実質的にはソフ

トウェアの使用許諾を内容とするものであることを認める一方、ソフトウ

ェアは市場販売目的のソフトウェアであるから、ソフトウェア取引実務対

応報告によれば、一度使用を許諾すれば合意した期間はその効果を有する

ものであり、その後の利用においては何らの役務の提供を要しないため、

ソフトウェア使用権売買に基づく役務の提供は完了している旨、主張する。 

     しかし、ソフトウェア実務対応報告において、「市場販売目的のソフト

ウェア取引」とは、「不特定多数のユーザー向けに開発した各種ソフトウ

ェアの販売やライセンス販売（ライセンスの使用を許諾し使用料を得る契
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約をいう。）」と規定されているところ、ソフトウェアは、ここでいう

「不特定多数のユーザー向けに開発した」ものとは解されない上、会計制

度委員会研究資料第７号「ソフトウェア製作費等に係る会計処理及び開示

に関する研究資料～ＤＸ環境下におけるソフトウェア関連取引への対応～」

（以下「会計制度委員会研究資料」という。）において、「ＳａａＳでは、

…複写したソフトウェアを販売するものではなく、ソフトウェアが移転す

るものではない点を踏まえると、市場販売目的のソフトウェアに直接は該

当しない」とされている（２１頁）ことからすると、被審人の上記主張は、

その前提において誤っており、採用することができない。 

     また、上記イで認定・説示したとおり、ＳａａＳ型の提供形態をとるソ

フトウェア使用権売買契約においては、その販売後も、ＪＩＥＭによる保

守・管理等の継続的な関与が想定されているから、一度使用許諾をした後

は、何ら役務の提供を要しないものということもできない。このことは、

ソフトウェア使用権売買契約（ただしその実質は使用許諾である。）とは

別途、ソフトウェアの改良・保守管理について契約を締結した場合であっ

ても同様であり、ソフトウェアに係るＪＩＥＭの役務を細分化し、それぞ

れについて個別契約の形式をとったからといって、その役務の本質的な内

容を変更することはできない。 

     したがって、被審人の上記主張は、採用することができない。 

   カ 被審人は、会計制度委員会研究資料（令和４年６月３０日付け）を引用

し、実務上、市場販売目的のソフトウェアと自社利用のソフトウェアの区

別が困難とされており、一律の会計処理は定まっていなかったとも主張す

る。 

     しかし、そうであるからといって、収益認識要件に係る上記認定・説示

は左右されないし、そもそも会計処理研究会資料において、「ソフトウェ

アを利用した取引に係る無形資産に関して、収益に関する事項は、企業会

計基準第２９号「収益認識に関する会計基準」…が２０２１年４月１日以
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降開始する年度から原則適用されており、…今回の主な検討対象から除い

ている」と記載されていることからすると（同資料３頁）、会計制度委員

会研究資料を根拠とする、被審人の上記主張には理由がなく、採用するこ

とができない。 

  ⑾ Ｎ社との広告取引について 

   ア 前記前提事実及び関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。 

    (ｱ) ＪＩＥＭは、遅くとも令和２年９月８日頃までに、広告代理店業を

営むＮ社との間で、以下を内容とする業務提携契約に関する交渉を行っ

ていた。 

     ａ ＪＩＥＭが、㋐業務提携の展開案、工程表及び事業計画を納品し、

㋑自社が運営する××××サイトである××××の会員向けに、Ｎ社

の販売商品に関するＷＥＢ－ＤＭの配信等を××万円で行う。 

     ｂ ＪＩＥＭが、Ｎ社から××万円で、当該販売商品を購入する。 

    (ｲ) ＪＩＥＭは、令和２年９月期の予算達成のため、上記(ｱ)ａに係る×

×万円の売上を令和２年９月期に計上することを目的として、遅くとも

令和２年９月８日頃までに、Ｎ社に対し、令和２年９月中に××万円の

売上を計上したい旨要望した。 

      ＪＩＥＭのＰは、令和２年９月８日、Ｂ等に対し、「９月に当方が×

×万の売上を立てさせて頂きたい点」などをＮ社に提案した旨、記載さ

れたメールを送信した。 

    (ｳ) Ｎ社は、ＪＩＥＭからの上記(ｲ)の要望について、これを前向きに検

討するとした上で、ＪＩＥＭに対し、上記(ｱ)ａ及びｂの各契約の差額

を××万円より小さくしてもらいたいこと、上記(ｱ)ｂに関する契約を、

Ｎ社の決算期である令和３年１月までに実行してほしいことなどを要望

した。 

    (ｴ) ＪＩＥＭは、令和２年９月中に××万円の売上を計上するためには、

同月中にＮ社から上記(ｱ)ａの発注を受ける必要があったが、他方で、



 - 88 - 

Ｎ社の要望どおり、上記(ｱ)ｂの発注を令和３年１月中に行う場合、両

契約の発注時期が近接することから、ＪＩＥＭの監査において指摘を受

けるおそれがあったため、Ｎ社に対し、上記(ｱ)ａ㋐及び㋑の役務提供

を同㋑に一本化し、元々の提案内容であった６７万人へのＷＥＢ－ＤＭ

の配信に加え、８２万人へのＷＥＢ－ＤＭ配信を無償で２回行うことを

提案したところ、Ｎ社は、これを了承した。 

      この点、令和２年９月９日に、ＰがＮ社の担当者に送信したメールに

は、「ただ、両社の売買が２０年９月。２１年１月と比較的ショートタ

ームで実行される事から、…監査の指摘を受ける可能性がある旨当社管

理部よりアラートを受けております。」、「踏まえて、××万円につい

ては、配信総数を増量することで、…一本化する旨ご検討頂けないでし

ょうか？」と記載されている。 

    (ｵ) ＪＩＥＭとＮ社（以下、１⑾の項において、ＪＩＥＭ及びＮ社を併

せて「両社」という。）は、令和２年９月１６日頃、概ね、以下のとお

り、合意した。 

     ａ ＪＩＥＭは、令和２年９月末までに、Ｎ社の販売商品に関するＷＥ

Ｂ－ＤＭを６７万通配信する。配信の対価は××万円とする。 

     ｂ ＪＩＥＭは、上記ａに追加して、令和３年４月から令和４年３月ま

での１年間で８０万通、令和４年４月から令和５年３月までの１年間

で８０万通の合計１６０万通のＮ社の販売商品に関するＷＥＢ－ＤＭ

を配信する。ただし、配信の対価は無償とする（なお、上記(ｴ)のと

おり、上記ｂの無料配信は、ＪＩＥＭが、上記ａの対価である××万

円の売上を令和２年９月期に計上することを目的に、Ｎ社に対し条件

として提案したものである。）。 

    (ｶ) Ｎ社は、ＪＩＥＭに対し、令和２年９月１７日付けで「××××広

告制作・掲載申込書」（以下「広告申込書」という。）を提出したが、

広告申込書には、上記(ｵ)ａの内容のみ記載されており、上記(ｵ)ｂの内
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容については、その後、両社の間で締結された、同月２５日付け「共同

事業に関する覚書」（以下「Ｎ社覚書」という。）において、規定され

た。 

    (ｷ) ＪＩＥＭは、令和２年９月３０日、６４万８０１０通のＷＥＢ－Ｄ

Ｍを配信し、Ｎ社に対し、「配信成功数：６５万件」などと記載した、

同日付け「作業完了報告書」を提出し、Ｎ社によって検収された。 

      ＪＩＥＭは、同月、広告申込書記載の対価として支払を受けた××万

円を一括して売上計上した。 

    (ｸ) 被審人は、令和２年９月３０日、令和２年有価証券届出書を、関東

財務局長に提出した（前記前提事実２⑶イ）。 

    (ｹ) 被審人は、令和２年１０月、令和２年有価証券届出書に基づく公募

増資を行い、東京証券取引所市場第一部に上場区分を変更した。（前記

前提事実２⑶ウ）。 

    (ｺ) 被審人は、令和２年１２月２３日、令和元年１０月１日から令和２

年９月３０日までに係る第６期有価証券報告書を、関東財務局長に提出

した（前記前提事実２⑶エ）。 

   イ そこで検討すると、両社の間で行われた上記広告取引は、形式的には、

６７万通のＷＥＢ－ＤＭを対価××万円で配信する広告申込書記載の取引

と、１６０万通のＷＥＢ－ＤＭを無償で配信するＮ社覚書記載の取引の２

つに分かれているものの（上記ア(ｶ)）、上記のとおり、１６０万通の無

料配信は、ＪＩＥＭが、広告申込書記載の取引に係る××万円の売上を令

和２年９月期までに計上することを目的として、Ｎ社に提案したものであ

る（上記ア(ｴ)(ｵ)ｂ）。 

     このような交渉経緯等を踏まえると、上記各取引は、実質的には一体の

取引であるといえ、両社の取引は、合計２２７万通のＷＥＢ－ＤＭを対価

××万円で配信するものであったと優に認められる。また、ＷＥＢ－ＤＭ

の配信業務は、配信数量に応じて、「役務の提供」が完了し、収益が認識
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されると解されるから、これに応じて、収益計上するのが相当である。 

     したがって、令和２年９月に、広告申込書記載の契約金額××万円を売

上として一括計上すべきではなく、令和２年９月期においては、××万円

を配信予定総数の２２７万通で除して６７万通を乗じた金額を売上として

計上すべきであり、それ以降は、ＷＥＢ－ＤＭの配信数量に応じて売上を

計上すべきである。 

   ウ 以上によれば、被審人が、広告申込書に基づく役務の対価として契約金

額××万円を一括して売上計上した会計処理に関して、収益認識要件

（「役務の提供の完了」及びそれに対する「対価の成立」）を満たすとは

いえない。被審人が行った収益の計上方法は、不適正である。 

   エ これに対し、被審人は、広告申込書記載の取引とＮ社覚書記載の取引は、

その内容及び目的が異なるため、別個の契約であると主張する。 

     しかし、交渉経緯に鑑み、上記各取引が実質的に一体の取引とみられる

ことは、上記イで認定・説示したとおりである。被審人の上記主張は、採

用することができない。 

   オ また、被審人は、ＪＩＥＭは、ＷＥＢ－ＤＭの全体の配信数量は具体的

に決まっていなかったため、配信数量に応じて収益計上することは不可能

であったなどと主張する。 

     しかし、上記アで認定した交渉経緯に鑑みれば、広告申込書が提出され

た時点で、Ｎ社覚書に基づくＷＥＢ－ＤＭの配信数量は既に合意されてい

たことが認められる。被審人の上記主張は、採用することができない。 

  ⑿ 小括 

    以上によれば、被審人又はその連結子会社であるＪＩＥＭが、上記⑵から

⑾までの各取引に係る売上を期間又は提供された役務の数量に応じて按分す

ることなく一括して計上した会計処理については、収益認識要件を満たさず、

その会計処理は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に反する不適

正な会計処理として、「虚偽の記載」に当たる。 
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 ２ 争点②（損失の発生が高く、その金額を合理的に見積もることができたとい

えるか否か） 

  ⑴ 事業損失引当金の要件 

   ア 上記１⑴で説示したとおり、企業会計原則に反する会計処理は、一般に

公正妥当と認められる企業会計の原則に反するものといえるところ、企業

会計原則は、損益計算書の本質について、損益計算書は、企業の経営成績

を明らかにするため、一会計期間に属する全ての収益とこれに対応する費

用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減し

て当期純利益を表示しなければならない旨、規定している（企業会計原則

第二・一）。そして、特定の取引に関する収益は、役務の提供が完了した

時点で実現し、これに対応して費用が発生するから、会計処理に当たって

は、一会計期間に実現又は発生した全ての収益と費用を損益として計上し

なければならない。ここで、「全ての収益と費用」とは、会計の対象とな

る特定の会社（連結会計の場合、連結対象となる子会社等を含む。）に関

する全ての収益と費用をいい、上記原則は、特定の会社が単独で事業を営

む場合のみならず、特別な会計基準が定められていない以上、他の会社と

共同して事業を営む場合にも、同様に適用されるものと解される。 

     また、個別の費用のうち、見積りの要素を含む費用が、①将来の特定の

費用又は損失であって、②その発生が当期以前の事象に起因し、③発生の

可能性が高く、かつ、④その金額を合理的に見積もることができる場合に

は、会計処理において、それを費用として計上するとともに、貸借対照表

に相手科目として引当金を計上しなければならない（企業会計原則注解

【注１８】）。 

     そうすると、会計処理において、上記①から④までの要件を満たすにも

かかわらず、事業損失引当金を計上しなかった場合には、当該会計処理は、

企業会原則に反し、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に反する

不適正な会計処理として、「虚偽の記載」に当たるといえる。 
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   イ ＪＩＥＭは、Ｉ事業に係る取引の会計処理において、事業損失引当金を

計上しなかったところ、被審人は、上記会計処理について、損失の発生の

可能性が高く、その金額を合理的に見積もることができたとはいえないと

主張し、事業損失引当金の要件（③及び④）該当性を争っている。 

     そこで、以下、Ｉ事業に係る取引に関する会計処理について、事業損失

引当金の要件を満たすか否か、検討する。 

  ⑵ Ｉ事業に係る取引について 

   ア 前記前提事実及び関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。 

    (ｱ) ＪＩＥＭと法人Ａ（以下、２⑵の項において、ＪＩＥＭ及び法人Ａ

を併せて「両社」という。）は、法人Ａが主催する××××のうち、令

和２年４月以降に実施予定であった××××及び××××の２種類の×

×××試験について、両社が、その実施運営に係る業務と経費を分担し、

共同して継続的に実施・運営することとした（以下「Ｉ事業」とい

う。）。 

    (ｲ) 両社は、平成３１年４月２４日、Ｉ事業について、両社が、実施・

運営に係る業務と経費を分担し、また、収益を分配することを内容とす

る契約の締結に向けて、検討・協議を進めるものとする旨の覚書を締結

した。 

    (ｳ) 両社は、令和２年５月１８日頃、同年１月１日付けの××××試験

共同実施運営基本契約書（以下「当初基本契約」という。）を締結した。 

      当初基本契約においては、Ｉ事業において、両社が業務と経費を分担

し、収益を分配すること、同契約は、両社の間で締結される××××試

験共同実施運営個別契約に適用されること、法人Ａが試験問題及び採点

基準の作成等を行い、ＪＩＥＭが××××等の実施運営及びそれに必要

となる試験会場、備品等の手配を行うなど、業務を分担することが規定

されているほか、費用分担・利益分配の方法について、以下のとおり、

具体的に定められていた。 
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     ａ 利益分配は、「利益分配額＝（収益－費用）×利益分配率」の計算

式に基づいて行い、利益分配率は、令和２年１月から令和３年３月ま

で、両社とも５０％ずつとし、年度ごとに両社で協議の上、見直し、

書面にて合意することとする。 

     ｂ 「収益」に含む金額は、以下の項目に係る実績金額とする。 

      ① ＪＩＥＭが当初基本契約に基づき手配したテストセンターに係る

××××の受験料純収益（値引き、返金等があった場合にはそれを

控除した額） 

      ② ＪＩＥＭが当初基本契約に基づき手配したテストセンターに係る

××××の受験料純収益（同上） 

      ③ ＪＩＥＭが当初基本契約を目的として設置したテストセンターを

第三者に使用させることなどによって得た収益 

      ④ ＪＩＥＭが当初基本契約を目的として設置したテストセンターを

上記①及び②以外の用途で、法人Ａに使用させることなどによって

得た収益 

     ｃ 「費用」に含む金額は、試験当日資材費、採点料、問題作成費、決

済手数料、資材配送費、その他当初基本契約別紙２の費用項目に係る

実績金額とする。なお、両社は、システムトラブルや重大な運用過誤

等、自らの責によって費用を著しく増加させたときは、当該出捐を利

益分配の計算に含めることはできない。 

     ｄ 両社は、上記ａの計算式で算出した利益分配率がマイナスとなる場

合においても、上記利益分配率に応じて、損失を負担する。 

       また、当初基本契約においては、法人Ａが××××等の実施運営状

況について報告を求めた場合には、ＪＩＥＭがこれに応じて報告書を

提出し、当該報告書の検査が終了した後に、その検査結果を踏まえて、

経費の分担及び収益の分配を決定する旨、同契約の有効期間は、契約

日より２年間とするが、ＪＩＥＭ又は法人Ａのいずれか一方が契約期
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間の満了日の１年前までに、他方に対し書面により同契約を終了する

旨の意思表示をしない限り、同契約は同一条件で更に２年間延長され

るものとし、以後も同様とする旨、規定されていた。 

       他方、両社間で、利益分配額（及び精算金）の計算を行う時期、そ

の計算の対象となる期間、決済を行う時期等については、規定されて

おらず、別途契約又は両社の協議により定める旨、規定されていた。 

    (ｴ) 両社は、令和２年４月から令和３年３月までにかけて、当初基本契

約に基づいてＪＩＥＭが分担することとされていた業務について、Ｊ

ＩＥＭが法人Ａから業務委託を受ける内容の３４件の個別契約（以下、

単に「個別契約」という。）を締結した。上記３４件の個別契約のう

ち２７件については、個別契約書において、各業務の対価は、当初基

本契約記載の費用（上記⑵ア(ｳ)ｃ）の一部を構成するものである旨

記載されており、その他７件についても、個別契約書にその旨、記載

されていないものの、同様の処理とすることが前提とされていた。 

       Ｉ事業は、覚書、当初基本契約及び個別契約に基づいて実施され、

同事業における××××試験は、原則として、毎週土曜日及び日曜日

に反復して行われた。 

    (ｵ) ＪＩＥＭは、個別契約に基づいて委託業務を実施し、その実施に要

する費用にＪＩＥＭの粗利相当額を上乗せした金額を法人Ａに請求し、

売上を計上した。 

    (ｶ) Ｄは、令和２年２月、同年４月の××××試験の開始予定を前に、

令和元年１０月から令和３年３月までの１８か月の期間について、Ｉ事

業全体で想定される利益等をシミュレーションしたところ、想定される

利益は××万円、同期間において想定されるＪＩＥＭへの利益分配額

（ＪＩＥＭにおける粗利の計上額）は、その５０％である××万円とな

った。また、被審人及びＪＩＥＭにおけるＩ事業に係る令和元年度（令

和元年１０月から令和２年９月までの会計期間）の粗利の予算の金額は
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××万円であり、このままでは予算の達成が困難な状況であったことか

ら、Ｄは、Ｂと相談の上、予算を達成するための事業計画（以下「令和

２年２月事業計画」）を策定した。 

      令和２年２月事業計画では、概要、①令和元年度の粗利の予算（××

万円）を達成するため、業務実施に要する費用に粗利相当額として××

万円を上乗せした金額を、業務委託の対価として法人Ａに請求して売上

計上し、令和２年度上期についても同様に、粗利相当額として××万円

を上乗せした処理をすること、②上記①の処理を前提として、ＪＩＥＭ

の粗利相当額の合計金額××万円から、ＪＩＥＭの利益分配額××万円

を控除した残額××万円を、精算金として法人Ａに支払うこととし、そ

の支払方法として、ＪＩＥＭは、××万円相当の法人Ａが保有するＩ事

業に関する資産を購入し、購入の対価としてＪＩＥＭが法人Ａに支払う

金額を、Ｉ事業の精算金として充当すること（以下「資産取引」とい

う。）、③ＪＩＥＭは、令和２年度上期において、資産取引によって購

入した資産等を貸借対照表の資産として計上することにより、ＪＩＥＭ

が法人Ａに支払う金額が損益に影響しないようにすることが計画されて

いた。 

    (ｷ) Ｄは、令和２年３月、被審人及びＪＩＥＭの役員等が出席する経営

戦略会議において、令和２年２月事業計画を報告した上、同事業計画に

基づいて、業務運営を行った。 

      法人Ａは、この頃、上記①の個別契約に基づいてＪＩＥＭが粗利を計

上すること自体は容認していたが、当該粗利は、当初基本契約に基づく

精算の対象となるものと理解しており、上記②の資産取引を含める事業

計画には、同意していなかった。 

    (ｸ) 両社は、令和２年６月から同年７月にかけて、Ｉ事業に係る精算方

法等について協議を開始した。法人Ａは、その精算方法を明確にするこ

とを強く希望していた。 
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      ＪＩＥＭは、令和２年７月、同年４月から令和３年３月までの期間

（令和元年度下期及び令和２年度上期の会計期間）を対象として、Ｉ事

業全体の利益等やＪＩＥＭが法人Ａに対し精算金として支払う必要があ

る金額等のシミュレーションを行ったところ、①想定される利益は××

万円の損失であり、②それぞれが負担する損失額は、その５０％に当た

る××万円であること、③個別契約に基づいてＪＩＥＭが計上する粗利

の総額は××万円であること、④ＪＩＥＭが法人Ａに対し精算金として

支払う必要がある金額は上記②と③の合計額である××万円であること

が判明した。 

    (ｹ) Ｄは、令和２年７月から同年８月にかけて、法人Ａに対し、①精算

金として支払う必要がある金額に相当する金額の資産取引を行い、その

資産取引の金額を、精算金の計算対象に加えること、②精算金の計算対

象とする期間を、令和２年４月から令和３年３月までとすることを提案

した。 

    (ｺ) 法人Ａは、令和２年８月の時点では、上記(ｹ)の提案に反対していた

が、両社間の協議を経て、同年１０月１３日頃、同内容について実質的

な合意に至った。 

    (ｻ) 両社は、令和２年１１月５日付けで、当初基本契約における精算金

の計算対象に資産取引を含めることなどを内容とする、「××××試験

共同実施運営基本契約書に関する覚書」（以下「令和２年１１月覚書」

という。）を締結した。 

      両社は、令和２年１２月、当時、被審人の役員であったＯも同席の上、

精算に向けた協議を実施し、令和２年４月から令和３年３月までの期間

において精算金が発生しないようにするため、資産取引の金額を調整し

ていくことを確認した。 

      

    (ｼ) 両社は、令和３年３月３１日付けで、当初基本契約に基づいて、精
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算金の精算方法として、精算金計算の対象となる期間、資産取引等を具

体的に規定した「××××試験共同実施運営基本書にかかる精算方法に

ついての覚書」（以下「令和３年３月覚書」という。）を締結した。 

      上記覚書に基づく計算によれば、令和２年４月から令和３年３月まで

の会計期間のＩ事業全体の利益は、約××万円の損失となり、両社のそ

れぞれの負担額は、約××万円となった。また、上記期間において個別

契約に基づいてＪＩＥＭが計上した粗利は約××万円であったため、Ｊ

ＩＥＭが法人Ａに対し支払う精算金は、これらを合計した約××万円と

なった。 

      また、両社は、精算金の計算対象に資産取引を含めることとしたため、

ＪＩＥＭは法人Ａに対し、精算金××万円と資産取引の金額××万円の

差額である××万円を支払うこととなったが、金額が僅少であったため、

精算を不要とする旨の合意をした。 

    (ｽ) 両社は、令和３年４月３０日付けで、「××××試験共同実施運営

の精算完了に関する覚書」を締結し、上記(ｼ)のＩ事業の損失額及び負

担額を確認するとともに、令和２年４月から令和３年３月までの会計期

間の精算が完了したことを確認した。 

    (ｾ) ＪＩＥＭは、個別契約に基づく業務の実施に係る会計処理において、

令和元年下期に、××万円の売上を計上するとともに、××万円の費用

を売上原価として計上し、令和２年度上期に、××万円の売上を計上す

るとともに、××万円の費用を売上原価として計上したが、当初基本契

約に基づく業務の実施については、何ら会計処理を行わず、令和２年６

月第３四半期及び同年９月期の各期末において、Ｉ事業に係る精算金を、

費用として計上しなかった。 

    (ｿ) 被審人は、令和２年８月７日、同年４月１日から同年６月３０日ま

でに係る第６期第３四半期報告書を、同年９月３０日、令和２年有価証

券届出書を、それぞれ関東財務局長に提出した（前記前提事実２⑶ア
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イ）。 

    (ﾀ) 被審人は、令和２年１０月、令和２年有価証券届出書に基づく募集

により、公募増資を行い、東京証券取引所市場第一部に上場市場区分を

変更した（前記前提事実２⑶ウ）。 

    (ﾁ) 被審人は、令和２年１２月２３日、令和元年１０月１日から令和２

年９月３０日までに係る第６期有価証券報告書を、関東財務局長に提出

した（前記前提事実２⑶エ）。 

   イ ＪＩＥＭは、上記アのとおり、Ｉ事業に係る取引の会計処理において、

当初基本契約に基づく会計処理を何ら行っておらず、したがって、事業損

失引当金も計上していないところ、被審人は、事業損失引当金の要件該当

性を争っている。 

     そこで、検討すると、上記⑴でみたとおり、特定の取引に関する収益は、

役務の提供が完了した時点で実現し、これに対応して費用が発生するから、

会計処理に当たっては、一会計期間に実現又は発生した全ての収益と費用

を損益として計上しなければならない。 

     これをＩ事業に係る取引についてみると、当初基本契約等に基づいて実

施されたＩ事業の内容（上記ア(ｱ)から(ｳ)まで）に鑑みれば、同事業にお

ける両社の役割は、受験生に対して××××試験を実施・運営することで

あるから、毎週××××試験を実施・運営する都度、両社の役務の提供は

完了していたといえる。そうすると、各回の××××試験が実施された時

点で、その都度、各回の××××試験の実施に係る収益（受験料等、上記

ア(ｳ)ｂ所定の収益）と、費用（試験当日資材費、採点料等、上記ア(ｳ)ｃ

所定の費用）は、実現又は発生していたといえる。したがって、ＪＩＥＭ

は、上記取引について、一会計期間に実現又は発生した全ての収益と費用

を計上して、会計処理をしなければならなかったといえる。 

     また、Ｉ事業に関する収益と損失は、両社で分配することとされていた

のであるから（上記ア(ｳ)）、ＪＩＥＭにおいて、一会計期間に実現又は
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発生した収益と損失を計上するに当たっては、当初基本契約所定の計算式

に基づいて、ＪＩＥＭに分配される収益又は費用を算出した上で、両社へ

の収益又は費用を分配するためにＪＩＥＭが法人Ａに対して支払うべき精

算金を算出し、これを費用として計上する必要があったといえる。 

     他方、当初基本契約が想定する精算手続によれば、両社は、上記精算金

の算出に当たっては、当初基本契約に基づく報告書の提出及びその検査の

手続等の過程を経て、両社が、Ｉ事業に係る収益と費用を持ち寄って精算

金を計算し、その精算金額を債権債務として承諾し、計上すべき収益又は

費用を確定させるという経緯をたどることが予定されていたと解されるも

のの、実際には、上記のとおり、ＪＩＥＭが粗利予算を達成することを前

提とする協議が行われたため、各四半期末において、上記の精算手続はと

られなかった（上記ア(ｶ)から(ｺ)まで）。そうすると、ＪＩＥＭにおいて

費用として計上する必要がある上記精算金額は、法人Ａの承諾が得られる

までの間は、ＪＩＥＭ側で認識したものにすぎず、見積もりの要素を含ん

でおり、確定した金額ではないから、その費用の相手科目は、引当金とす

るのが相当である。 

   ウ これを前提に、事業損失引当金の要件を満たすか否か、検討すると、Ｊ

ＩＥＭが法人Ａに対して当初基本契約に基づいて支払うべき精算金は、令

和２年６月第３四半期及び同年９月期の各期末時点では、両社間で債権債

務として金額が確定的に確認されていないものの、将来の支出が見込まれ

るから、「将来の費用」であり、Ｉ事業に係る当初基本契約に基づいて、

同事業の実施に関して生じた「特定の費用」であるから、①将来の特定の

費用であるといえる。 

     また、上記精算金は、令和２年６月第３四半期及び同年９月期の各期間

に実施運営された××××試験に係る費用であるから、②その発生が当期

以前の事象に起因していたといえる。 

     更に、上記精算金について、③費用の発生の可能性が高いといえるか否
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か検討すると、一般に、現に費用として発生している場合もこれに当たる

と解されているところ（平成１７年１１月２９日付け企業会計基準委員会

の「企業会計基準第４号 役員賞与に関する会計基準」第３項、第１２項、

第１３項参照。）、上記のとおり、Ｉ事業に係る収益と費用は、令和２年

６月第３四半期及び同年９月期の各期末時点で、同期間のうちに××××

試験が実施されたことによって、現に収益又は費用として、実現又は発生

しており、当初基本契約所定の計算式に基づいて、ＪＩＥＭ側で算出され

た精算金は、いずれ同契約に基づいて支出する必要があったのであるから、

③費用の発生の可能性が高いといえる。 

     また、当初基本契約においては、「収益」に含む金額及び「費用」に含

む金額について具体的に規定され、その利益分配の計算式や利益分配率も

具体的に規定されていたのであるから（上記ア(ｳ)）、令和２年６月第３

四半期及び同年９月期の各期末時点で、上記精算金の額を算出することが

できたといえる。そうすると、④費用である上記精算金の額は、合理的に

見積もることができたといえる。 

     なお、Ｉ事業に係る取引については、令和２年７月に、令和２年４月か

ら令和３年３月までの会計期間に係る精算金のシミュレーションが行われ

ているものの（上記ア(ｸ)）、上記のとおり、Ｉ事業に係る収益と費用は、

各回の試験の実施された時点で、その都度、実現又は発生しており、所定

の計算式によって算出される精算金についても同様に、その都度、発生す

るから、上記精算金は、上記シミュレーションとは関わりなく、発生する

ものといえる（もっとも、資産取引については、精算金の計算対象となる

資産取引等の金額に対応して、各四半期末において、ＪＩＥＭが法人Ａに

支払う金額が減少することになるから、資産取引等の取引日の属する四半

期において、その資産取引額に相当する金額の引当金の戻入れを行う必要

がある。なお、令和２年１１月覚書の締結以前に行われた資産取引等につ

いては、令和２年１１月覚書において、精算金計算の対象に資産取引等を
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含めることになったのであるから、令和２年１１月が属する同年１２月第

１四半期において引当金の戻入れを行うこととなる。）。 

   エ 以上によれば、Ｉ事業に係る取引に係る会計処理について、事業損失引

当金の要件を満たすといえる。 

   オ これに対し、被審人は、当初基本契約では、収益や費用の具体的な項目

等が合意されておらず、令和２年１１月覚書及び令和３年３月覚書によっ

て初めてその具体的に内容が定まった旨、主張する。 

     しかし、当初基本契約において、収益や費用の具体的な項目が合意され

ていたと認められ、その後の資産取引等を含むシミュレーションが上記精

算金の発生に影響しないことは、上記ウで説示したとおりである。被審人

の上記主張は、採用することができない。 

   カ 被審人は、両社が、精算を行うまで、損益を計上しないという会計処理

も可能である旨、また、精算金の費用を損益として計上するとしても、令

和２年６月第３四半期及び同年９月期の各期末時点で計上しないこともあ

り得るなどと主張する。 

     しかし、企業会計原則は、上記⑴のとおり、一会計期間に実現又は発生

した全ての収益と費用を損益として計上しなければならない旨、規定して

いるから（企業会計原則第二・一）、被審人の主張する会計処理は、いず

れも上記原則に反するものであって、採用することができない。 

     被審人は、Ｉ事業の継続中に精算金を損益として計上することになると、

計上の都度、損益の金額が変動し、そのような会計処理が煩瑣であって不

合理であるとも主張するが、上記会計原則によれば、会計処理は、そのよ

うな損益の変動を前提として、これに即して行うべきであるから、被審人

が指摘する事情をもって、事業損失引当金を計上しない会計処理が適正で

あるとはいえない。被審人の主張は、採用することができない。 

  ⑶ 小括 

    以上によれば、被審人は、事業損失引当金の要件を満たすにもかかわらず、
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令和２年第３四半期及び同年９月期の会計処理において事業損失引当金を計

上していないから、上記会計処理は、一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に反する不適正なものとして、「虚偽の記載」に当たる。 

 ３ 争点③（「重要な事項につき虚偽の記載」があるといえるか否か） 

  ⑴ 「虚偽の記載」の有無 

    法第１７２条の２第１項、令和５年法律第７９号による改正前の法第１７

２条の４第１項及び第２項における「虚偽の記載」とは、真実に合致しない

記載をいう。 

    被審人は、上記１及び２で認定した不適正な会計処理の結果、本件発行開

示書類及び本件継続開示書類の連結損益計算書及び連結貸借対照表において、

営業利益、親会社株主に帰属する当期（四半期）純利益、連結純資産額等の

金額を、真実の金額よりも過大に記載したことが認められるから、本件発行

開示書類及び本件継続開示書類に「虚偽の記載」があるといえる。 

  ⑵ 「重要な事項につき虚偽の記載」の有無 

    他方、法第１７２条の２第１項、令和５年法律第７９号による改正前の法

第１７２条の４第１項及び第２項における「重要な事項」とは、投資者の投

資判断に影響を及ぼす基本的事項をいい、換言すれば、もしその事項につい

て真実の記載がなされれば、投資者の投資判断が変わっていたであろうと考

えられるものをいう。そして、「重要な事項につき虚偽の記載」があるか否

かを判断するに当たっては、一律の定量的・数値的な基準はないため、個々

の事案ごとに投資者の投資判断に与える影響を評価して判断するのが相当で

ある。 

  ⑶ 検討 

    そこで検討すると、一般に、投資者は、企業の資産価値や収益力等を分析

して、投資判断を行っていると解されるところ、営業利益や純利益は、企業

の現在の収益力を直接的に示すものであり、また、純資産額も、企業の現在

の資産価値を反映するものであるから、営業利益、純利益及び純資産額は、
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いずれも投資者の投資判断に与える影響が大きい、重要な指標であるといえ

る。 

    本件において、被審人は、上記⑴のとおり、いずれも投資者の投資判断に

与える影響が大きい、重要な指標である、営業利益、純利益、純資産額等に

ついて虚偽記載を行ったのであるから、被審人が行った虚偽記載は、類型的

に、投資者の投資判断に大きな影響を与えたものとみるのが相当である。ま

た、被審人は、上記１及び２で認定・説示したとおり、新規上場の前後又は

公募増資の前後という投資者からの注目が高いと考えられる時期において虚

偽記載を行っていたことが認められ、その投資者の投資判断に与えた影響は、

特に大きかったものと解される。 

    これらを前提に、更に、被審人による虚偽記載のうち、本来あるべき金額

との差異が特に大きいものに係る具体的な差異率（虚偽の額である訂正前数

値から本来あるべき金額を差し引いた額（以下「影響額」という。）を当該

訂正前数値で除して得た割合の絶対値を指す。）を考慮すると、以下のとお

り、本件発行開示書類及び本件継続開示書類に「重要な事項につき虚偽の記

載」があるといえる。 

   ア 本件発行開示書類 

    (ｱ) 平成３０年１１月１６日提出の有価証券届出書（平成３０年有価証

券届出書） 

      上記有価証券届出書に記載された連結財務諸表は、以下のとおりであ

る。 

     ａ 平成２８年９月期 

       被審人は、上記１⑹及び⑼の不適正な会計処理の結果、平成２８年

９月期の連結損益計算書において、親会社株主に帰属する当期純利益

が▲１７３０万４０００円であるところを、７２６９万４０００円と

記載した（影響額▲８９９９万８０００円、差異率１２３．８％）。 

     ｂ 平成２９年９月期 
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       被審人は、上記１⑹から⑽までの不適正な会計処理の結果、平成２

９年９月期の連結損益計算書において、親会社株主に帰属する当期純

利益が１２７２万７０００円であるところ、３億３５９４万７０００

円と記載し（影響額▲３億２３２２万円、差異率９６．２％）、また

連結貸借対照表において、連結純資産額が１０億４９８７万３０００

円であるところを、１４億９２０９万２０００円と記載した（影響額

▲４億４２２１万９０００円、差異率２９．６％）。 

     ｃ 平成３０年６月第３四半期 

       被審人は、上記１⑵から⑽までの不適正な会計処理の結果、平成３

０年６月第３四半期の四半期連結損益計算書において、親会社株主に

帰属する四半期純利益が▲１３８０万円であるところを、１億９７４

３万８０００円と記載し（影響額▲２億１１２３万８０００円、差異

率１０６．９％）、また四半期連結貸借対照表において、連結純資産

額が１５億２３２１万１０００円であるところを、２１億７６６７万

円と記載した（影響額▲６億５３４５万９０００円、差異率３０．

０％）。 

      上記各記載は、上記の影響額及び差異率に鑑み、投資者の投資判断に

大きな影響を与える、親会社株主に帰属する当期純利益及び四半期純利

益並びに連結純資産額という重要な指標に関して、実態と大きく異なる

表示を投資者に示すものである。 

      したがって、平成３０年１１月１６日提出の有価証券届出書に「重要

な事項につき虚偽の記載」があるといえる。 

    (ｲ) 令和２年９月３０日提出の有価証券届出書（令和２年有価証券届出

書） 

      令和２年９月３０日提出の有価証券届出書は、下記イ(ｲ)のとおり、

重要な事項につき虚偽の記載がある令和２年６月第３四半期報告書が参

照情報とされているから、「重要な事項につき虚偽の記載」があるとい
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える。 

   イ 本件継続開示書類 

    (ｱ) 平成３０年９月期有価証券報告書（第４期有価証券報告書） 

      被審人は、上記１⑵から⑽までの不適正な会計処理の結果、平成３０

年９月期有価証券報告書の連結損益計算書において、親会社株主に帰属

する当期純利益が３億２８１３万８０００円であるところを、５億４９

３６万６０００円と記載し（影響額▲２億２１２２万８０００円、差異

率４０．２％）、また連結貸借対照表において、連結純資産額が１８億

６３６５万５０００円であるところを、２５億２７１０万２０００円と

記載した（影響額▲６億６３４４万７０００円、差異率２６．２％）。 

      上記各記載は、上記の影響額及び差異率に鑑み、投資者の投資判断に

大きな影響を与える、親会社株主に帰属する当期純利益と連結純資産額

という重要な指標に関して、実態と大きく異なる表示を投資者に示すも

のであるから、平成３０年９月期有価証券報告書に「重要な事項につき

虚偽の記載」があるといえる。 

    (ｲ) 令和２年６月第３四半期報告書（第６期第３四半期報告書） 

      被審人は、上記１⑵から⑽まで及び上記２の不適正な会計処理の結果、

令和２年６月第３四半期報告書の四半期連結損益計算書において、営業

利益が４億３１３０万２０００円であるところを、７億０５３１万９０

００円と記載し（影響額▲２億７４０１万７０００円、差異率３８．

８％）、また親会社株主に帰属する四半期純利益が２億１５６７万２０

００円であるところを、３億８７０２万４０００円と記載した（影響額

▲１億７１３５万２０００円、差異率４４．２％）。 

      上記各記載は、上記の影響額及び差異率に鑑み、投資者の投資判断に

大きな影響を与える、営業利益と親会社株主に帰属する四半期純利益と

いう重要な指標に関して、実態と大きく異なる表示を投資者に示すもの

であるから、令和２年６月第３四半期報告書に「重要な事項につき虚偽
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の記載」があるといえる。 

    (ｳ) 令和２年９月期有価証券報告書（第６期有価証券報告書） 

      被審人は、上記１⑵から⑾まで及び上記２の不適正な会計処理の結果、

令和２年９月期有価証券報告書の連結損益計算書において、親会社に帰

属する当期純利益が７億１９７３万円であるところを、１１億１８２４

万９０００円と記載した（影響額▲３億９８５１万９０００円、差異率

３５．６％）。 

      上記記載は、上記の影響額及び差異率に鑑み、投資者の投資判断に大

きな影響を与える、親会社株主に帰属する当期純利益という重要な指標

に関して、実態と大きく異なる表示を投資者に示すものであるから、令

和２年９月期有価証券報告書に「重要な事項につき虚偽の記載」がある

といえる。 

  ⑷ 被審人の主張について 

    これに対し、被審人は、上場前後においては、営業利益、純利益、純資産

額よりも、売上に着目する投資家も多く存在するのであって、営業利益、純

利益、純資産額の訂正前後の差異の大きさだけで「重要な事項につき虚偽の

記載」該当性を判断すべきではないなどと主張する。 

    しかし、営業利益、純利益及び純資産額は、いずれも投資者の投資判断に

与える影響が大きい、重要な指標であることは、上記で説示したとおりであ

り、これらの指標以外に、売上に着目して投資判断を行う投資家が存在する

からといって、上記各指標が、投資者の投資判断に与える影響が大きい、重

要な指標であることに変わりはない。また、上記の重要な指標に係る影響額

及び差異率がどの程度であったかは、虚偽記載によって投資者の投資判断に

与えた影響の程度を数量的に明らかにするものであって、「重要な事項につ

き虚偽の記載」の有無の判断において重要な要素となるというべきである。

被審人の上記主張は、採用することができない。 

  ⑸ 小括 
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    以上によれば、本件発行開示書類及び本件継続開示書類のいずれも、「重

要な事項につき虚偽の記載」があるといえる。 

 

（法令の適用） 

 上記に掲げる事実のうち 

 

  表１の番号１の事実につき 

   法第１７２条の４第１項、第２４条第１項 

   

  表１の番号２の事実につき 

   令和５年法律第７９号による改正前の金融商品取引法（以下「旧金融商品取

引法」という。）第１７２条の４第２項、第２４条の４の７第１項、 

第１８５条の７第６項 

   

  表１の番号３の事実につき 

   法第１７２条の４第１項、第２４条第１項、 

旧金融商品取引法第１８５条の７第６項及び第１４項 

 

表２の番号４の事実につき 

 法第１７２条の２第１項第１号及び第３項、第５条第１項、 

第１７６条第２項 

 

表２の番号５の事実につき 

 法第１７２条の２第１項第１号及び第３項、第５条第１項、 

第１７６条第２項、 

旧金融商品取引法第５条第４項、第１８５条の７第１４項 
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（課徴金の計算の基礎） 

 課徴金の計算の基礎となる事実については、被審人が積極的に争わず、そのとお

り認められる。 

 

上記に掲げる事実のうち 

 表１の番号１の事実につき 

法第１７２条の４第１項の規定により、被審人の第４期有価証券報告書について

算出した課徴金の額は、被審人の第４期有価証券報告書に記載されている当該事業

年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額7,802,013,000円か

ら負債の額の合計額5,274,911,000円を控除して得た額2,527,102,000円に１０万分

の６を乗じて得た額151,626円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円

となる。 

 

 表１の番号２及び同３の各事実につき 

法第１７２条の４第１項及び旧金融商品取引法第１７２条の４第２項の規定によ

り、被審人の第６期第３四半期報告書及び第６期有価証券報告書ごとに算出した額

（以下「個別決定ごとの算出額」という。）は、 

①  被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に１０万分の６を乗 

じて得た額 

第６期第３四半期報告書    2,353,326円 

第６期有価証券報告書      2,709,754円 

が、いずれも 

② 6,000,000円 

を超えないことから、 

第６期第３四半期報告書については、6,000,000円の２分の１に相当する額で

ある3,000,000円 

第６期有価証券報告書については、6,000,000円 
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となる。 

ここで、第６期第３四半期報告書及び第６期有価証券報告書が、いずれも被審人

の同一の事業年度（第６期事業年度）に係るものであることから、旧金融商品取引

法第１８５条の７第６項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応

じて按分することとなり、 

第６期第３四半期報告書に係る課徴金の額は 

6,000,000×3,000,000/（3,000,000＋6,000,000） 

＝2,000,000円 

第６期有価証券報告書に係る課徴金の額は 

6,000,000×6,000,000/（3,000,000＋6,000,000） 

＝4,000,000円 

となるが、第６期有価証券報告書については、法第２６条第１項の規定による検査

等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告書が提出されていることから、旧金融

商品取引法第１８５条の７第１４項の規定により、 

4,000,000円に１００分の５０を乗じて得た額に相当する額である2,000,000円 

となる。 

 

表２の番号４の事実につき 

法第１７２条の２第１項第１号の規定により、被審人の平成３０年有価証券届出

書に係る課徴金の額は、 

当該有価証券届出書に基づく募集により取得させた株式の発行価額の総額

2,218,160,000円の１００分の４．５に相当する額である99,817,200円 

に、法第１７６条第２項の規定により１万円未満の端数を切り捨てて、 

99,810,000円 

となる。 

 

表２の番号５の事実につき 



 - 110 - 

法第１７２条の２第１項第１号の規定により、令和２年有価証券届出書に係る課

徴金の額は、 

当該有価証券届出書に基づく募集により取得させた株式の発行価額の総額

5,655,547,600円の１００分の４．５に相当する額である254,499,642円 

に、法第１７６条第２項の規定により１万円未満の端数を切り捨てて、 

254,490,000円 

となるが、法第２６条第１項の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に

係る報告書が提出されていることから、旧金融商品取引法第１８５条の７第１４項

の規定により、 

254,490,000円に１００分の５０を乗じて得た額に相当する額である

127,245,000円 

となる。 

 

（※別表の添付を省略する） 


